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平成１９年３月２７日 答申第４２１号 

 

答   申 

 

第１ 香川県情報公開審査会（以下「審査会」という。）の結論 

   香川県東讃土地改良事務所長（以下「処分庁」という。）が一部公開決定（以下「本件

処分」という。）により非公開とした部分のうち、別表１の「公開すべき部分」を公開す

べきである。 

 

第２ 審査請求に至る経過 

１ 行政文書の公開請求 

審査請求人は、平成１６年１１月１５日付けで、香川県情報公開条例（平成１２年香

川県条例第５４号。以下「新条例」という。）第５条の規定により、処分庁に対し、次

の内容の行政文書の公開請求を行った。 

（１）土地改良区（特定土地改良区を除く）の平成２年以降に開催された総代会の議案書

の全部 

（２）特定土地改良区の平成２年以降の総代会議事録の全部 

２ 処分庁の決定 

  処分庁は、公開請求のあった行政文書として、「○○土地改良区にかかる平成６年通

常総代会議案（平成６年３月２２日開催）」外３３件を特定し、香川県公文書公開条例

（昭和６１年香川県条例第３０号。以下「旧条例」という。）第６条第１号又は旧条例

第６条第２号に該当する部分があるとして、平成１７年１月１３日付けで一部公開決定

を、「○○土地改良区にかかる平成５年度臨時総代会議事録（平成５年１２月３日開

催）」外４件を特定し、新条例第７条第１号、新条例第７条第２号、旧条例第６条第１

号又は旧条例第６条第２号に該当する部分があるとして、平成１７年４月１４日付けで

一部公開決定を、「○○土地改良区平成二年度通常総代会議事録（平成２年３月１８日

開催）」外７９件を特定し、新条例第７条第１号、新条例第７条第２号、旧条例第６条

第１号又は旧条例第６条第２号に該当する部分があるとして、平成１７年１０月２４日

付けで一部公開決定を、「○○土地改良区にかかる平成９年度通常総代会提出議案書

（平成９年３月３１日開催）」外７１件を特定し、旧条例第６条第１号又は旧条例第６

条第２号に該当する部分があるとして、平成１８年２月２０日付けで一部公開決定を、

別表２に掲げる行政文書（以下「本件行政文書」という。）を特定し、別表３の「公開

しない部分」が「公開しない理由」に該当するとして、平成１８年２月２７日付けで本

件処分を、「○○土地改良区にかかる平成１３年度通常総代会提出議案書（平成１３年

３月２７日開催）」外１６０件を特定し、新条例第７条第１号、新条例第７条第２号、

旧条例第６条第１号又は旧条例第６条第２号に該当する部分があるとして、平成１８年

３月１３日付けで一部公開決定を行い、それぞれ審査請求人に通知した。 
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３ 審査請求 

審査請求人は、本件処分を不服として、平成１８年３月２日付けで行政不服審査法（昭

和３７年法律第１６０号）第５条の規定により香川県知事（以下「諮問庁」という。）に

対して審査請求を行った。 

 

第３ 審査請求の内容 

１ 審査請求の趣旨 

「本件処分を取り消すとの裁決を求める」というものである。 

２ 審査請求の理由 

審査請求書において主張している理由は、おおむね次のとおりである。 

（１）本件処分は、香川県の情報公開条例の解釈適用を誤った違法な処分であり、本件処

分を取り消し、直ちに全部公開をすべきである。 

（２）本件「決定通知書」記載の非公開理由は、香川県の情報公開条例に規定する非公開

事由に該当しない。 

（３）本件「決定通知書」の非公開理由欄の記載には、適法に処分理由が明示されていな

いので、香川県行政手続条例第８条に違反し本件処分は無効である。 

 

第４ 諮問庁の説明の要旨 

   非公開理由等説明書による説明は、おおむね次のとおりである。 

１ 旧条例第６条第１号の該当性について 

本号においては、個人に関する情報で、特定の個人が識別され得るものが記録されて

いる公文書は公開しないことができると規定されている。 

 個人の尊厳及び基本的人権の尊重の立場から、個人のプライバシーを最大限に保護す

るため個人のプライバシーに関する情報であると明らかに判別できる場合はもとより、

個人のプライバシーに関する情報であるかどうか不明確である場合も含めて、個人に関

する情報は非公開を原則としている。 

 （１）個人の氏名、印影、役員の退任理由 

    これらの情報は、特定の個人が識別され得る個人に関する情報であることは明白で 

ある。よって、旧条例第６条第１号本文に該当し、ただし書に該当しない。 

 ２ 旧条例第６条第２号の該当性について 

本号本文においては、法人その他の団体に関する情報又は事業を営む個人の当該事業

に関する情報で、公開することにより、当該法人等又は個人に不利益を与えることが明

らかであると認められるものは、公開しないことができると規定されている。 

（１）土地改良区理事長の印影 

    「土地改良区（連合を含む）代表者の届出及び印鑑登録等の取扱いに関する要領」 

第６の２では、所長又は県知事は「印鑑登録原票その他印鑑の登録又は証明に関する 

書類を閲覧に供しないものとする」とされており、当該情報は事業活動を行う上での 
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重要な内部管理に属する情報と言える。この情報を当該法人の事業活動に関わりなく 

一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、当該法人に不利益を与 

えることから、これが旧条例第６条第２号本文に該当することは明白であり、ただし 

書に該当しない。 

（２）当該法人の収入、支出、経理、資金調達、財産、事業等に関する部分 

  これらの情報を当該法人の事業活動に関わりなく一般に公開することは、財政規模、 

財務体質、資金繰り等の当該法人固有の内部情報を公にするとともに、当該法人の財 

政基盤や重要な会計状況が推定され得るため、当該法人の自由な事業活動や正当な利 

益が損なわれるおそれがある。よって、旧条例第６条第２号本文に該当することは明 

白であり、ただし書に該当しない。 

 

第５ 審査会の判断理由 

１ 判断における基本的な考え方について 

新条例は、その第１条にあるように、県民の行政文書の公開を求める権利を具体的に

明らかにするとともに、行政文書の公開に関し必要な事項を定めることにより、県の保

有する情報の一層の公開を図り、県政に関し県民に説明する責務が全うされるようにし、

県政に対する県民の理解と信頼を深め、もって地方自治の本旨に即した県政の発展に寄

与することを目的として制定されたものであり、審査に当たっては、これらの趣旨を十

分に尊重し、関係条項を解釈し、判断するものである。 

なお、新条例の施行日である平成１２年１０月１日前に作成し、又は取得した旧条例

第２条第１項に規定する公文書に該当する行政文書であって平成１８年４月１日前の公

開請求の対象となったものについては、新条例附則第３項により、旧条例第６条各号の

解釈、運用が適正であったか否かにより非公開情報の該当性について判断するものであ

る。 

２ 本件行政文書の内容等について 

   香川県土地改良法施行細則（昭和５６年香川県規則第６０号）第６条の規定により土

地改良区から届出のあった、議決事項の添付書類として提出された総代会議案書である。 

３ 非公開情報該当性について 

  次に掲げる各非公開条項についての基本的な考え方に基づき、別表１のとおり判断す 

る。 

（１）旧条例第６条第１号の該当性について 

本号は、個人の尊厳及び基本的人権の尊重の立場から、個人のプライバシーを最大

限に保護するために定められたものであるが、プライバシーの具体的な内容が法的に

も社会通念上も必ずしも明確ではなく、その内容や範囲は事項ごと、各個人によって

異なり得ることから、本条例は、プライバシーであるか否か不明確な情報も含めて、

特定の個人が識別され得る個人に関する情報を包括的に非公開として保護することと

した上で、さらに、個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個
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人の権利利益を害するおそれのあるものについても、非公開とすることを定めたもの

である。 

しかし、これらの個人に関する情報には、個人の権利利益を侵害しないと考えられ、

非公開とする必要のない情報及び公益上の必要があると認められる情報も含まれてい

るので、これらの情報を本号ただし書で規定し、公開することを定めたものと解され

る。 

（２）旧条例第６条第２号の該当性について 

本号は、法人等又は事業を営む個人の正当な利益を害することを防止する観点か

ら、その事業活動の自由を保障し、公正な競争秩序を維持するため、公にすることに

より当該法人等又は事業を営む個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害する

おそれのある情報を非公開とすることとした上で、それらに該当する情報であって

も、人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認

められる情報については、公開することを定めたものであると解される。 

４ 第３の２の審査請求の理由のうち、（３）について 

旧条例の解釈、運用に関するものでないので、審査会では判断しないものとする。 

 

よって、当審査会は、「第１ 審査会の結論」のとおり判断する。 

 

第６ 審査会の審査経過 

（省略） 
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別表１  

公開請求にかかる行政文書 1 ○○土地改良区にかかる平成１１年度通常総代会提出議案書（平成１１年３月３１日開催） 

公開しない部分 審査会の判断 公開すべき部分 

・個人の氏名 審査会で見分したところ、処分庁が非公開としたのは、監査報告書の代表監事及び監

事の氏名、土地改良事業施行地区の組合員の代表者氏名であった。これは、個人に関す

る情報であって特定の個人を識別することができるものであると判断され、旧条例第６

条第１号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。 

 

・事業費調達に関する部分（公開部分を除く） 

・第１号議案の「平成９年度一般会計歳入歳出決算

書」（県市補助金に関する部分を除く） 

・第１号議案の「平成９年度特別会計（役職員退職積

立金）収支決算書」 

・第１号議案の「平成９年度基本財産積立金収支決

算書」 

・第１号議案の「平成９年度特別会計（県営かんがい

排水事業）負担金決算書」 

・第１号議案の「平成９年度特別会計（○○対策事業

○○水路）負担金決算書」 

・第２号議案における補助金以外の収入に関する部

分及び工事請負費、測量試験費、工事雑費以外の支

出に関する部分並びに請負業者に関する部分 

・第３号議案における財産目録（監査報告書を除く） 

・第４号議案の「平成１０年度一般会計歳入歳出補

正予算書（案）」（県、市補助金に関する部分を除く） 

・第４号議案の「平成１０年度特別会計（役職員退職

積立金）収支補正予算（案）」 

・第４号議案の「平成１０年度基本財産積立金収支

補正予算書（案）」 

・第４号議案の「平成１０年度特別会計（県営かんが

い排水事業）負担金補正予算書（案）」 

・第４号議案の「平成１０年度特別会計（○○対策事

業○○水路）負担金補正予算書（案）」 

・第５号議案の「平成１０年度土地改良事業特別会

計収支補正予算書（案）」における補助金以外の収入

審査会で見分したところ、当該部分は、当該法人の資金調達、経費の収支予算・決算、

取引先に関する情報など内部管理に属する情報であり、これを当該法人の事業活動に関

わりなく、本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反

し、当該法人の財政状況が推測されるなど、当該法人の正当な利益を害するおそれがあ

ると認められるので、旧条例第６条第２号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断

される。 
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に関する部分及び工事請負費、測量試験費、工事雑

費以外の支出に関する部分並びに請負業者に関する

部分 

・第６号議案の「平成１１年度一般会計歳入歳出予

算書（案）」（県、市補助金に関する部分を除く） 

・第６号議案の「平成１１年度特別会計（役職員退職

積立金）収支予算書（案）」 

・第６号議案の「平成１１年度特別会計（県営かんが

い排水事業）負担金予算書（案）」 

・第７号議案 

・第９号議案における金額の部分 

・第１０号議案における金融機関名の部分 

・第１１号議案における金額の部分 

・第１２号議案における金額及び金融機関名の部分 

 

 

公開請求にかかる行政文書 2 ○○土地改良区にかかる平成１１年通常総代会議案（平成１１年３月２３日開催） 

公開しない部分 審査会の判断 公開すべき部分 

・個人の氏名（公開部分を除く） 

 

 

審査会で見分したところ、処分庁が非公開としたのは、監査報告書の総括監事及び監

事の氏名であった。これは、個人に関する情報であって特定の個人を識別することがで

きるものであると判断され、旧条例第６条第１号本文に該当し、ただし書に該当しない

と判断される。 

 

・事業費調達に関する部分（公開部分を除く） 

・第１号議案―１の４ 

・第１号議案―２ 

・第２号議案―１（補助金に関する部分を除く） 

・第２号議案－２ 

・第２号議案－３における補助金以外の収入に関す

る部分 

・第２号議案－４（監査報告書を除く） 

・第３号議案－１ 

・第３号議案－２における補助金以外の収入に関す

る部分 

・第３号議案－３ 

審査会で見分したところ、当該部分は、当該法人の資金調達、経費の収支予算・決算、

取引先に関する情報など内部管理に属する情報であり、これを当該法人の事業活動に関

わりなく、本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反

し、当該法人の財政状況が推測されるなど、当該法人の正当な利益を害するおそれがあ

ると認められるので、旧条例第６条第２号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断

される。 
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・第４号議案－１（補助金に関する部分を除く） 

・平成１１年度償還明細 

・第４号議案－２ 

・第４号議案－４における金額の部分 

・第４号議案－５における借入限度額、利率、借入

先、償還方法、償還財源、借入償還方法の部分 

・第４号議案－６における金融機関名の部分 

 

 

公開請求にかかる行政文書 3 ○○土地改良区にかかる平成１１年度通常総代会議案書（平成１１年３月３０日開催） 

 

公開しない部分 審査会の判断 公開すべき部分 

・個人の氏名、印影 審査会で見分したところ、処分庁が非公開としたのは、監査報告書の総括監事及び監

事の氏名及び印影、土地改良事業施行地区の組合員の代表者氏名であった。これは、個

人に関する情報であって特定の個人を識別することができるものであると判断され、旧

条例第６条第１号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。 

 

・事業費調達に関する部分（公開部分を除く） 

・第１号議案の「平成９年度事業収支決算書」にお

ける補助金以外の収入に関する部分 

・第１号議案２ 

・第２号議案 

・第２号議案１ 

・第２号議案２ 

・第２号議案３ 

・第２号議案４（監査報告を除く） 

・第３号議案 

・第３号議案１ 

・第３号議案２ 

・第３号議案３ 

・第３号議案４ 

・第３号議案５ 

・第５号議案 

・第５号議案１ 

・第５号議案２ 

・第５号議案３ 

審査会で見分したところ、当該部分は、当該法人の資金調達、経費の収支予算・決算、

取引先に関する情報など内部管理に属する情報であり、これを当該法人の事業活動に関

わりなく、本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反

し、当該法人の財政状況が推測されるなど、当該法人の正当な利益を害するおそれがあ

ると認められるので、旧条例第６条第２号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断

される。 
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・第５号議案４ 

・第５号議案５ 

・第６号議案における金額、賦課基準の部分 

・第７号議案における借入先、借入最高額、利率、借

入先、借入時期、据置期限、償還期限、償還方法、償

還財源に関する部分 

・第８号議案における金融機関名の部分 

 

 

公開請求にかかる行政文書 4 ○○土地改良区にかかる平成１１年度通常総代会議案（平成１１年３月２８日開催） 

 

公開しない部分 審査会の判断 公開すべき部分 

・事業費調達に関する部分（公開部分を除く） 

・第１号議案～２ 

・第２号議案～１（補助金に関する部分及び○○維持管

理費の管理費、改修費に関する部分を除く） 

・第２号議案～２における補助金以外の収入に関する

部分 

・第２号議案～３における補助金以外の収入に関する

部分 

・第２号議案～４ 

・第２号議案～５ 

・第２号議案～６ 

・第３号議案～１（補助金に関する部分及び○○維持管

理費の管理費、改修費に関する部分を除く） 

・第３号議案～２における補助金以外の収入に関する

部分 

・第３号議案～３における補助金以外の収入に関する

部分及び事業費以外の支出に関する部分 

・第４号議案～２（補助金に関する部分及び○○維持管

理費の管理費、改修費に関する部分を除く） 

・第４号議案～３における補助金以外の収入に関する

部分 

・第４号議案～４ 

審査会で見分したところ、当該部分は、当該法人の資金調達、経費の収支予算・決

算、取引先に関する情報など内部管理に属する情報であり、これを当該法人の事業活

動に関わりなく、本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、

期待に反し、当該法人の財政状況が推測されるなど、当該法人の正当な利益を害する

おそれがあると認められるので、旧条例第６条第２号本文に該当し、ただし書に該当

しないと判断される。 

 

 



 ９ 

・第４号議案～５ 

・第４号議案～６ 

・第４号議案～７における補助金以外の収入に関する

部分及び単県、市単事業費以外の支出に関する部分 

・第５号議案における金額の部分 

・第６号議案における金額の部分 

・第７号議案における金融機関名、金額の部分 

 

 

公開請求にかかる行政文書 5 ○○土地改良区にかかる平成１１年度通常総代会議案（平成１１年３月３１日開催） 

 

公開しない部分 審査会の判断 公開すべき部分 

・個人の氏名（公開部分を除く） 審査会で見分したところ、処分庁が非公開としたのは、監査報告書の総括監事及び監

事の氏名であった。これは、個人に関する情報であって特定の個人を識別することがで

きるものであると判断され、旧条例第６条第１号本文に該当し、ただし書に該当しない

と判断される。 

 

・事業費調達に関する部分（公開部分を除く） 

・第１号議案の第２ 

・第１号議案Ⅱ 

・第２号議案の１（補助金及び事業費の工事費に関

する部分を除く） 

・第２号議案の２ 

・第２号議案の３（監査報告書を除く） 

・第３号議案（補助金及び事業費の工事費に関する

部分を除く） 

・第３号議案の２ 

・第４号議案の２（補助金及び事業費の工事費に関

する部分を除く） 

・第４号議案の３ 

・第４号議案の４ 

・第５号議案における金額の部分 

・第６号議案における借入金の限度額、借入先、借

入利率に関する部分 

・第７号議案における金融機関名の部分 

審査会で見分したところ、当該部分は、当該法人の資金調達、経費の収支予算・決算、

取引先に関する情報など内部管理に属する情報であり、これを当該法人の事業活動に関

わりなく、本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反

し、当該法人の財政状況が推測されるなど、当該法人の正当な利益を害するおそれがあ

ると認められるので、旧条例第６条第２号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断

される。 

 

 



 １０ 

 

 

公開請求にかかる行政文書 6 ○○土地改良区にかかる平成１１年度通常総代会議案（平成１１年３月２７日開催） 

 

公開しない部分 審査会の判断 公開すべき部分 

・個人の氏名（公開部分を除く） 審査会で見分したところ、処分庁が非公開としたのは、監査報告書の代表監事及び監

事の氏名、土地改良事業施行地区の組合員の代表者氏名であった。これは、個人に関す

る情報であって特定の個人を識別することができるものであると判断され、旧条例第６

条第１号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。 

 

・第１号議案の１ 

・第１号議案の２ 

・第１号議案の３ 

・第１号議案の４における補助金以外の収入に関す

る部分及び登記料、事業費以外の支出に関する部分 

・第１号議案の「平成１０年度単独市費補助土地改

良事業」「平成１０年度単独市費補助土地改良事業農

地災害復旧工事」における市補助金以外の収入に関

する部分及び工事請負金、工事雑費、労務費、資材費

以外の支出に関する部分並びに工事概要の請負業者

名の部分 

・第１号議案の「平成１０年度単独県費補助土地改

良事業農地災害復旧工事」における国、県補助金以

外の収入に関する部分及び工事請負費、工事雑費、

測量試験費、事務雑費以外の支出に関する部分並び

に工事概要の請負業社名の部分 

・第１号議案の「平成１０年度単独県費補助土地改

良事業」における県、市補助金以外の収入に関する

部分及び工事請負金、工事雑費、測量試験費、用地費

以外の支出に関する部分並びに工事概要の請負業者

名の部分 

・第１号議案の「基盤整備促進事業」における国、

県、市補助金以外の収入に関する部分 

・第１号議案の「農業基盤整備分筆登記事業」におけ

る登記委託業者の部分 

審査会で見分したところ、当該部分は、当該法人の資金調達、経費の収支予算・決算、

取引先に関する情報など内部管理に属する情報であり、これを当該法人の事業活動に関

わりなく、本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反

し、当該法人の財政状況が推測されるなど、当該法人の正当な利益を害するおそれがあ

ると認められるので、旧条例第６条第２号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断

される。 

 

 



 １１ 

・第１号議案の「総合計」の国、県、市補助金以外の

収入に関する部分及び工事請負金、測量試験費、工

事雑費、設計委託費、労務資材費、分筆登記経費、換

地費、事務雑費以外の支出に関する部分 

・第２号議案の２ 

・第２号議案の３ 

・第２号議案の４ 

・第２号議案の５ 

・第２号議案の６における補助金以外の収入に関す

る部分及び登記料、事業費以外の支出に関する部分 

・第２号議案の（１）の補助率における市以外に関す

る部分 

・第２号議案の（２）の補助率における県、市以外に

関する部分 

・第３号議案における金額の部分 

・第４号議案における金額の部分 

・第５号議案における借入金の限度額、借入先に関

する部分 

・第６号議案における金融機関名の部分 

・承認第１号における財産目録に関する部分 

・承認第２号の１ 

・承認第２号の２ 

・承認第２号の３ 

・承認第２号の４ 

・承認第２号の５における補助金以外の収入に関す

る部分及び登記料、事業費以外の支出に関する部分 

・承認第２号の「平成９年度単独市費補助土地改良

事業」における市補助金以外の収入に関する部分及

び工事請負金、工事雑費、資材費以外の支出に関す

る部分並びに工事概要の請負業者名の部分 

・承認第２号の「平成９年度単独県費補助土地改良

事業農地災害復旧工事」における国、県補助金以外

の収入に関する部分及び工事請負費、工事雑費、測

量試験費以外の支出に関する部分並びに工事概要の

請負業社名の部分 



 １２ 

・承認第２号の「団体営土地改良総合整備事業」にお

ける国、県、市補助金以外の収入に関する部分及び

請負工事費、測量試験費、工事雑費、用地費補償費、

換地費、換地委員費以外の支出に関する部分並びに

請負業者名の部分 

・承認第２号の「総合計」の国、県、市補助金以外の

収入に関する部分及び工事請負金、測量試験費、工

事雑費、労務資材費、分筆登記経費、換地費、換地委

員費、予算要求作成費以外の支出に関する部分 

 

 

公開請求にかかる行政文書 7 ○○土地改良区における平成１１年度通常総代会議案（平成１１年３月３０日開催） 

 

公開しない部分 審査会の判断 公開すべき部分 

・個人の氏名（公開部分を除く） 審査会で見分したところ、処分庁が非公開としたのは、監査報告書の代表監事及び監

事の氏名、工事箇所近隣住宅の住人氏名であった。これは、個人に関する情報であって

特定の個人を識別することができるものであると判断され、旧条例第６条第１号本文に

該当し、ただし書に該当しないと判断される。 

 

・事業費調達に関する部分（公開部分を除く） 

・第１号議案の（２） 

・基本財産退職給与積立金特別積立金報告書 

・平成９年度特別会計借入償還報告書 

・第２号議案の（１） 

・第２号議案の（２）における補助金以外の収入に関

する部分及び工事請負費、用地費、工事雑費以外の

支出に関する部分 

・第３号議案の（１） 

・第３号議案の（２）における補助金以外の収入に関

する部分及び工事請負費、用地費、工事雑費以外の

支出に関する部分 

・第４号議案の（２） 

・第４号議案の（３）における補助金以外の収入に関

する部分及び工事請負費、用地費、工事雑費以外の

支出に関する部分 

審査会で見分したところ、当該部分は、当該法人の資金調達、経費の収支予算・決算、

取引先に関する情報など内部管理に属する情報であり、これを当該法人の事業活動に関

わりなく、本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反

し、当該法人の財政状況が推測されるなど、当該法人の正当な利益を害するおそれがあ

ると認められるので、旧条例第６条第２号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断

される。 

 

 



 １３ 

・第５号議案における金額の部分 

・第６号議案における金額の部分 

・第７号議案における借入金最高限度、借入先に関

する部分 

・第８号議案における金融機関名の部分 

 

 

公開請求にかかる行政文書 8 ○○土地改良区にかかる第４８回通常総代会議案（平成１１年３月２１日開催） 

 

公開しない部分 審査会の判断 公開すべき部分 

・個人の氏名（公開部分を除く） 

 

審査会で見分したところ、処分庁が非公開としたのは、監査報告書の総括監事及び監

事の氏名であった。これは、個人に関する情報であって特定の個人を識別することがで

きるものであると判断され、旧条例第６条第１号本文に該当し、ただし書に該当しない

と判断される。 

 

・事業費調達に関する部分（公開部分を除く） 

・第１号議案の２ 

・第２号議案（補助金、工事請負費、工事雑費、設計

費に関する部分及び監査報告書を除く） 

・第３号議案における金額の部分 

・第４号議案（補助金、工事請負費、工事雑費、設計

費に関する部分に関する部分を除く） 

・第５号議案における賦課金額の部分 

・第６号議案における借入金限度額、借入先、借入

利息に関する部分 

・第７号議案における金融機関名の部分 

審査会で見分したところ、当該部分は、当該法人の資金調達、経費の収支予算・決算、

取引先に関する情報など内部管理に属する情報であり、これを当該法人の事業活動に関

わりなく、本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反

し、当該法人の財政状況が推測されるなど、当該法人の正当な利益を害するおそれがあ

ると認められるので、旧条例第６条第２号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断

される。 

 

 

 

 

公開請求にかかる行政文書 9 ○○土地改良区にかかる第７１回通常総代会（平成１１年３月２６日開催） 

 

公開しない部分 審査会の判断 公開すべき部分 

・事業費調達に関する部分（公開部分を除く） 

・第１号議案－１ 

・第１号議案－２ 

審査会で見分したところ、当該部分は、当該法人の資金調達、経費の収支予算・決算、

取引先に関する情報など内部管理に属する情報であり、これを当該法人の事業活動に関

わりなく、本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反 

 



 １４ 

・第１号議案－３ 

・第１号議案－４における補助金以外の収入に関す

る部分 

・第１号議案の「平成９年度事業」における非補助

土地改良事業に関する部分 

・財産目録 

・第２号議案－１ 

・第２号議案－２ 

・第２号議案－３における補助金以外の収入に関す

る部分 

・第２号議案の「平成１０年度事業」における非補

助土地改良事業に関する部分 

・第３号議案－１ 

・第３号議案－２ 

・第３号議案－３ 

・第３号議案－４における補助金以外の収入に関す

る部分 

・第５号議案における借入最高限度、利率、借入先

に関する部分 

・第６号議案における金融機関名の部分 

し、当該法人の財政状況が推測されるなど、当該法人の正当な利益を害するおそれが

あると認められるので、旧条例第６条第２号本文に該当し、ただし書に該当しないと判

断される。 

 

 

 

公開請求にかかる行政文書 10 ○○土地改良区にかかる第５２回通常総代会議案（平成１１年３月２２日開催） 

 

公開しない部分 審査会の判断 公開すべき部分 

・個人の氏名（公開部分を除く） 

 

審査会で見分したところ、処分庁が非公開としたのは、土地改良事業施行地区の組合

員の代表者氏名であった。これは、個人に関する情報であって特定の個人を識別するこ

とができるものであると判断され、旧条例第６条第１号本文に該当し、ただし書に該当

しないと判断される。 

 

・事業費調達に関する部分（公開部分を除く） 

・第２号議案 

・第３号議案における金額の部分 

・第４号議案における金額の部分 

・第５号議案における賦課率 

・第６号議案における金額及び備考の部分 

審査会で見分したところ、当該部分は、当該法人の資金調達、経費の収支予算・決算、

取引先に関する情報など内部管理に属する情報であり、これを当該法人の事業活動に関

わりなく、本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反

し、当該法人の財政状況が推測されるなど、当該法人の正当な利益を害するおそれがあ

ると認められるので、旧条例第６条第２号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断

される。 

 



 １５ 

・第７号議案における借入金限度額 

・第８号議案における金融機関名 
 

 

 

公開請求にかかる行政文書 11 ○○土地改良区通常総代会議案（平成１１年３月３０日開催） 

 

公開しない部分 審査会の判断 公開すべき部分 

・個人の氏名 審査会で見分したところ、処分庁が非公開としたのは、監査報告書の代表監事及び監

事の氏名、土地改良事業施行地区の組合員の代表者氏名であった。これは、個人に関す

る情報であって特定の個人を識別することができるものであると判断され、旧条例第６

条第１号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。 

 

・事業費調達に関する部分（公開部分を除く） 

・１号議案の「平成９年度一般会計収支決算書」 

・１号議案の「平成９年度特別会計収支決算書」に

おける補助金以外の収入、支出に関する部分 

・２号議案（監査報告書を除く） 

・３号議案の「平成１１年度一般会計収支予算書案」 

・３号議案の「平成１１年度特別会計収支予算書案」

における補助金以外の収入、支出に関する部分 

・３号議案の「平成１１年度○○土地改良区財政調

整基金収支予算書案」 

・４号議案における金額の部分 

・５号議案における金融機関名の部分 

審査会で見分したところ、当該部分は、当該法人の資金調達、経費の収支予算・決算、

取引先に関する情報など内部管理に属する情報であった。審査会で調査したところ、当

該法人は、処分時において他の法人と合併し、合併後の法人にその権利義務が承継され

ていることが確認された。よって、当該情報を本条例により広く一般に公開することは、

合併後の法人の正当な意思、期待に反し、財政状況が推測されるなど、正当な利益を害

するおそれがあると認められるので、旧条例第６条第２号本文に該当し、ただし書に該

当しないと判断される。 

 

 

 

公開請求にかかる行政文書 12 第４６回○○土地改良区総代会議書（平成１１年３月２３日開催） 

 

公開しない部分 審査会の判断 公開すべき部分 

・個人の氏名（公開部分を除く） 審査会で見分したところ、処分庁が非公開としたのは、監査報告書の代表監事及び

監事の氏名であった。これは、個人に関する情報であって特定の個人を識別すること

ができるものであると判断され、旧条例第６条第１号本文に該当し、ただし書に該当

しないと判断される。 

 

・第１号議案－１の報告（２）における附記の部分 

・第１号議案－２ 

審査会で見分したところ、当該部分は、当該法人の資金調達、経費の収支予算・決

算、取引先に関する情報など内部管理に属する情報であり、これを当該法人の事業活

 



 １６ 

・第２号議案－１ 

・第２号議案－２における補助金以外の収入に関する

部分及び事業費、請負費、工雑、委託設計料以外の支出

に関する部分 

・第３号議案（監査報告を除く） 

・第４号議案－２ 

・第４号議案－３における補助金以外の収入に関する

部分及び事業費、請負費、工雑、委託設計料以外の支出

に関する部分 

・第５号議案 

・第６号議案における金額の部分 

・第７号議案における金融機関名の部分 

動に関わりなく、本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、

期待に反し、当該法人の財政状況が推測されるなど、当該法人の正当な利益を害する

おそれがあると認められるので、旧条例第６条第２号本文に該当し、ただし書に該当

しないと判断される。 

 

 

 

公開請求にかかる行政文書 13 ○○土地改良区にかかる第三十八回通常総代会議案（平成１１年３月１７日開催） 

 

公開しない部分 審査会の判断 公開すべき部分 

・個人の氏名（公開部分を除く） 審査会で見分したところ、処分庁が非公開としたのは、監査報告書の代表監事及び

監事の氏名、第一理事、第二理事、理事の氏名であった。これは、個人に関する情報

であって特定の個人を識別することができるものであると判断され、旧条例第６条第

１号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。 

 

・土地改良区の印影 印影は、一般的に、法人等が事業活動を行う上での重要な内部管理に属する情報で 

あり、このような情報を外部に対して明らかにするかどうかは、本来、法人等が自ら

の業務の関わりの中で自主的に決定すべきことであり、法人等は、公開すべき相手方

を限定する利益を有しているというべきである。 

しかしながら、このような情報であっても、当該法人等がそのような管理をしてい

ないと認められる場合などには、これが公開されても、当該法人等の正当な利益を害

するものとは認められない。 

本件処分により非公開とされた印影は、総代会に議案を提出する際に押印されたも

のであり、当該法人がこのような文書を提出する相手方は、処分庁等に限定されてい

ると考えられる。 

すなわち、本件印影はいずれも当該法人が真正かつ真意に基づいて作成した文書で

あることを示す機能を有する性質のものであるとともに、特定の書類に限定して用い

られ、当該法人においてむやみに公にしていないものと認められることから、公にし

 



 １７ 

た場合には、当該法人の各種書類の偽造等に悪用されるなどが考えられる。 

よって、本件印影は、当該法人の内部管理情報として管理されているものと判断さ

れ、本件印影を当該法人の事業活動に関わりなく、本条例により広く一般に公開する

ことは、当該法人の正当な意思、期待に反し、当該法人の正当な利益を害するおそれ

があると認められるので、旧条例第６条第２号本文に該当し、ただし書に該当しない

と判断される。 

・事業費調達に関する部分（公開部分を除く） 

・第一号議案の二 

・第二号議案の一 

・第二号議案の二における国費、県費、市費補助金以外

の収入に関する部分 

・第二号議案の二の県営、団体営、災害復旧における工

事費、換地費、用地費、設計費、工雑、登記費、事務費

以外の支出に関する部分 

・第二号議案の二の単県、単市、舗装、登記における工

事費、換地費、用地費、設計費、工雑、登記費、市負担

金以外の支出に関する部分 

・第二号議案の事業別明細書の（三）における県費、市

費補助金以外の収入に関する部分及び工事費、設計費、

工雑、用地費以外の支出に関する部分 

・第二号議案の事業別明細書の（四）における市費補助

金以外の収入に関する部分及び工事費、工雑、市負担金、

用地費以外の支出に関する部分 

・第二号議案の事業別明細書の（五）における補助金以

外の収入に関する部分及び工事費、工雑以外の支出に関

する部分 

・第二号議案の事業別明細書の（六）における補助金以

外の収入に関する部分及び分筆登記、地目変更、所有権

移転以外の支出に関する部分 

・第二号議案の三、四（監査報告書を除く） 

・第三号議案の一 

・第三号議案の二における国費、県費、市費補助金以外

の収入に関する部分 

・第三号議案の二の県営、団体営、国費災害、市費災害

における工事費、換地費、用地費、設計費、工雑、登記

審査会で見分したところ、当該部分は、当該法人の資金調達、経費の収支予算・決

算、取引先に関する情報など内部管理に属する情報であり、これを当該法人の事業活

動に関わりなく、本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、

期待に反し、当該法人の財政状況が推測されるなど、当該法人の正当な利益を害する

おそれがあると認められるので、旧条例第６条第２号本文に該当し、ただし書に該当

しないと判断される。 

 

 



 １８ 

費、事務費以外の支出に関する部分 

・第三号議案の二の単県、単市、舗装、登記における工

事費、換地費、用地費、設計費、工雑、登記費、市負担

金以外の支出に関する部分 

・第三号議案の事業別明細書の（三）における県費、市

費補助金以外の収入に関する部分及び工事費、設計費、

工雑、用地費以外の支出に関する部分 

・第三号議案の事業別明細書の（四）における市費補助

金以外の収入に関する部分及び工事費、工雑、市負担金、

用地費以外の支出に関する部分 

・第三号議案の事業別明細書の（五）における補助金以

外の収入に関する部分及び工事費、工雑以外の支出に関

する部分 

・第三号議案の事業別明細書の（六）における補助金以

外の収入に関する部分及び分筆登記、地目変更、所有権

移転以外の支出に関する部分 

・第三号議案の事業別明細書の（七）における国費補助

金以外の収入に関する部分及び工事費、工雑、査定設計

費、変更設計費以外の支出に関する部分 

・第三号議案の事業別明細書の（八）における市費補助

金以外の収入に関する部分 

・第三号議案の三 

・第三号議案の四 

・第四号議案の一「一般会計収支予算（案）」 

・第四号議案の三 

・第四号議案の四 

・第五号議案における金額の部分 

・第六号議案における賦課率の部分 

・第七号議案、第八号議案、第九号議案における金額の

部分 

・第十号議案における借入額、借入先に関する部分 

・第十一号議案における金融機関名の部分 

 

 

公開請求にかかる行政文書 14 ○○土地改良区にかかる総代会議案綴（平成１１年３月２７日開催） 



 １９ 

 

公開しない部分 審査会の判断 公開すべき部分 

・個人の氏名、印影（公開部分を除く） 

 

審査会で見分したところ、処分庁が非公開としたのは、監査報告書の代表監事及び

監事の氏名及び印影、土地改良事業施行地区の組合員の代表者氏名であった。これは、

個人に関する情報であって特定の個人を識別することができるものであると判断さ

れ、旧条例第６条第１号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。 

 

・土地改良区理事長の印影 本件印影は、総代会に収支決算書を報告する際に押印されたものであり、既述のと

おり、当該法人の内部管理情報として管理されているものと判断され、本件印影を当

該法人の事業活動に関わりなく、本条例により広く一般に公開することは、当該法人

の正当な意思、期待に反し、当該法人の正当な利益を害するおそれがあると認められ

るので、旧条例第６条第２号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。 

 

・事業費調達に関する部分（公開部分を除く） 

・第１号議案における補助金以外の収入に関する部分

及び請負業者に関する部分 

・第２号議案の「平成９年度収支決算書」 

・第２号議案の「平成９年度特別会計決算書」における 

補助金以外の収入に関する部分及び県市補助金、工事

費、工事雑費、測量試験費以外の支出に関する部分 

・第３号議案 

・第４号議案における補助金以外の収入に関する部分

及び請負業者に関する部分 

・第５号議案の「平成１０年度現計表」 

・第５号議案の「平成１０年度特別会計現計表」におけ

る補助金以外の収入に関する部分及び補助金、工事費、

工事雑費、測量試験費以外の支出に関する部分 

・第５号議案の「平成１０年度農地転用月別表」 

・第６号議案の「平成１１年度予算書(案)」 

・第８号議案における金融機関名の部分 

・第１０号議案における金額及び料率に関する部分 

・第１１号議案における金額、金融機関名の部分 

・第１２号議案における金融機関名の部分 

審査会で見分したところ、当該部分は、当該法人の資金調達、経費の収支予算・決

算、取引先に関する情報など内部管理に属する情報であり、これを当該法人の事業活

動に関わりなく、本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、

期待に反し、当該法人の財政状況が推測されるなど、当該法人の正当な利益を害する

おそれがあると認められるので、旧条例第６条第２号本文に該当し、ただし書に該当

しないと判断される。 

 

 

 

 

公開請求にかかる行政文書 15 ○○土地改良区にかかる平成１１年度通常総代会議案（平成１１年３月３０日開催） 



 ２０ 

 

公開しない部分 審査会の判断 公開すべき部分 

・個人の氏名（公開部分を除く） 

 

審査会で見分したところ、処分庁が非公開としたのは、監査報告書の総括監事及び監

事の氏名であった。これは、個人に関する情報であって特定の個人を識別することがで

きるものであると判断され、旧条例第６条第１号本文に該当し、ただし書に該当しない

と判断される。 

 

・事業費調達に関する部分（公開部分を除く） 

・第１号議案－２ 

・第１号議案－３ 

・第１号議案－４ 

・第２号議案（監査報告書を除く） 

・第３号議案－２における県、市補助金以外の収入

に関する部分 

・第３号議案－３ 

・第３号議案－４ 

・第３号議案－５における補助金以外の収入に関す

る部分及び事業費以外の支出に関する部分 

・第３号議案－６ 

・第４号議案における金額、負担率に関する部分 

・第６号議案における借入最高限度額、借入先に関

する部分 

・第７号議案における金融機関名に関する部分 

審査会で見分したところ、当該部分は、当該法人の資金調達、経費の収支予算・決算、

取引先に関する情報など内部管理に属する情報であり、これを当該法人の事業活動に関

わりなく、本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反

し、当該法人の財政状況が推測されるなど、当該法人の正当な利益を害するおそれがあ

ると認められるので、旧条例第６条第２号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断

される。 

 

 

・第８号議案における金額の部分   

 

 

公開請求にかかる行政文書 16 ○○土地改良区にかかる平成１１年通常総代会議案（平成１１年３月３１日開催） 

 

公開しない部分 審査会の判断 公開すべき部分 

個人の氏名、印影（公開部分を除く） 

 

審査会で見分したところ、処分庁が非公開としたのは、監査報告書の代表監事及び監

事の氏名及び印影であった。これは、個人に関する情報であって特定の個人を識別する

ことができるものであると判断され、旧条例第６条第１号本文に該当し、ただし書に該

当しないと判断される。 

 

・事業費調達に関する部分（公開部分を除く） 

・第１号議案の一の第４ 

・第１号議案の二 

審査会で見分したところ、当該部分は、当該法人の資金調達、経費の収支予算・決算、

取引先に関する情報など内部管理に属する情報であり、これを当該法人の事業活動に関

わりなく、本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反

 



 ２１ 

・第１号議案の事業明細書における県費、市費補助

金以外の収入に関する部分 

・第２号議案（監査報告書を除く） 

・第３号議案の事業明細書における県費、市費補助

金以外の収入に関する部分 

・第５号議案 

・第６号議案における金額及び金融機関名の部分 

・第７号議案における負担割合、金額の部分 

・第８号議案における借入金限度額、利率、借入先、

償還財源、償還方法に関する部分 

・第９号議案における金融機関名の部分 

し、当該法人の財政状況が推測されるなど、当該法人の正当な利益を害するおそれがあ

ると認められるので、旧条例第６条第２号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断

される。 

 

 

 

公開請求にかかる行政文書 17 ○○土地改良区にかかる第３７回通常総代会議案（平成１１年３月３１日開催） 

 

公開しない部分 審査会の判断 公開すべき部分 

個人の氏名（公開部分を除く） 

 

審査会で見分したところ、処分庁が非公開としたのは、土地改良事業施行地区の組合

員の代表者氏名であった。これは、個人に関する情報であって特定の個人を識別するこ

とができるものであると判断され、旧条例第６条第１号本文に該当し、ただし書に該当

しないと判断される。 

 

・事業費調達に関する部分（公開部分を除く） 

・第１号議案の２における補助金以外の収入に関す

る部分 

・第１号議案の３ 

・第１号議案の４ 

・第２号議案の２における補助金以外の収入に関す

る部分 

・第２号議案の３ 

・第３号議案、第４号議案における金額の部分 

・第５号議案における借入金限度額 

・第６号議案における金融機関名の部分 

審査会で見分したところ、当該部分は、当該法人の資金調達、経費の収支予算・決算、

取引先に関する情報など内部管理に属する情報であり、これを当該法人の事業活動に関

わりなく、本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反

し、当該法人の財政状況が推測されるなど、当該法人の正当な利益を害するおそれがあ

ると認められるので、旧条例第６条第２号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断

される。 

 

 

 

 



 ２２ 

公開請求にかかる行政文書 18 ○○土地改良区にかかる平成１１年通常総代会議案（平成１１年１月２４日開催） 

 

公開しない部分 審査会の判断 公開すべき部分 

・個人の氏名（公開部分を除く） 

 

審査会で見分したところ、処分庁が非公開としたのは、監査報告書の代表監事及び監

事の氏名、土地改良事業施行地区の組合員の代表者氏名であった。これは、個人に関す

る情報であって特定の個人を識別することができるものであると判断され、旧条例第６

条第１号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。 

 

・事業費調達に関する部分（公開部分を除く） 

・第１号議案－２ 

・第２号議案－１における補助金以外の収入に関す

る部分 

・第２号議案－２ 

・第２号議案－３ 

・第２号議案－４ 

・第２号議案－５ 

・第２号議案－６（監査報告書を除く） 

・第３号議案－１における補助金以外の収入に関す

る部分 

・第３号議案－２ 

・第３号議案－３ 

・第５号議案における金額の部分 

・第７号議案における借入金、借入先、償還の方法

に関する部分 

・第８号議案における金融機関名の部分 

審査会で見分したところ、当該部分は、当該法人の資金調達、経費の収支予算・決算、

取引先に関する情報など内部管理に属する情報であり、これを当該法人の事業活動に関

わりなく、本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反

し、当該法人の財政状況が推測されるなど、当該法人の正当な利益を害するおそれがあ

ると認められるので、旧条例第６条第２号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断

される。 

 

 

 

 

公開請求にかかる行政文書 19 平成１１年度○○土地改良区通常総代会議案（平成１１年３月３１日開催） 

 

公開しない部分 審査会の判断 公開すべき部分 

・個人の氏名（公開部分を除く） 

 

審査会で見分したところ、処分庁が非公開としたのは、監査報告書の総括監事及び監

事の氏名であった。これは、個人に関する情報であって特定の個人を識別することがで

きるものであると判断され、旧条例第６条第１号本文に該当し、ただし書に該当しない

と判断される。 

 



 ２３ 

・事業費調達に関する部分（公開部分を除く） 

・第１号議案の第一の３ 

・第１号議案の第二の工事請負業者名に関する部分 

・第１号議案の「財産目録」 

・第２号議案（補助金に関する部分及び受託工事費

に関する部分を除く） 

・第３号議案 

・第４号議案 

・第５号議案 

・第６号議案 

・第７号議案 

・第８号議案（監査報告書を除く） 

・第９号議案（補助金に関する部分及び受託工事費

に関する部分を除く） 

・第１０号議案における補助金以外の収入に関する

部分及び市補助金繰出金以外の支出に関する部分 

・第１２号議案（補助金に関する部分及び受託工事

費に関する部分を除く） 

・第１３号議案 

・第１４号議案 

・第１５号議案 

・第１６号議案 

・第１７号議案 

・第１８号議案における補助金以外の収入に関する

部分及び繰出金以外の支出に関する部分 

・第２０号議案における金融機関名の部分 

・第２１号議案における金額の部分 

・第２２号議案における金額の部分 

・第２３号議案における借入金の総額、借入金の利

息、借入先の部分 

審査会で見分したところ、当該部分は、当該法人の資金調達、経費の収支予算・決算、

取引先に関する情報など内部管理に属する情報であり、これを当該法人の事業活動に関

わりなく、本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反

し、当該法人の財政状況が推測されるなど、当該法人の正当な利益を害するおそれがあ

ると認められるので、旧条例第６条第２号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断

される。 

 

 

 

 

公開請求にかかる行政文書 20 ○○土地改良区にかかる平成１１年度通常総代会議案（平成１１年３月２７日開催） 

 



 ２４ 

公開しない部分 審査会の判断 公開すべき部分 

・個人の氏名（公開部分を除く） 

 

審査会で見分したところ、処分庁が非公開としたのは、監査報告書の代表監事及び監

事の氏名であった。これは、個人に関する情報であって特定の個人を識別することがで

きるものであると判断され、旧条例第６条第１号本文に該当し、ただし書に該当しない

と判断される。 

 

・事業費調達に関する部分（公開部分を除く） 

・第１号議案の１の（２）、（３） 

・第１号議案の２ 

・第２号議案 

・第３号議案における補助金以外の収入に関する部

分及び事業費以外の支出に関する部分 

・第４号議案（監査報告書を除く） 

・第６号議案 

・第７号議案における補助金以外の収入に関する部

分及び事業費以外の支出に関する部分 

・第８号議案 

・第９号議案における金額の部分 

・第１０号議案における金額の部分 

・第１１号議案における借入金限度額、借入先に関

する部分 

・第１２号議案における金融機関名の部分 

審査会で見分したところ、当該部分は、当該法人の資金調達、経費の収支予算・決算、

取引先に関する情報など内部管理に属する情報であり、これを当該法人の事業活動に関

わりなく、本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反

し、当該法人の財政状況が推測されるなど、当該法人の正当な利益を害するおそれがあ

ると認められるので、旧条例第６条第２号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断

される。 

 

 

 

 

公開請求にかかる行政文書 21 ○○土地改良区にかかる平成１１年度通常総代会議案（平成１１年３月２８日開催） 

 

公開しない部分 審査会の判断 公開すべき部分 

個人の氏名、印影（公開部分を除く） 

 

審査会で見分したところ、処分庁が非公開としたのは、監査報告書の代表監事及び監

事の氏名及び印影、当該法人の事務局職員氏名であった。これは、個人に関する情報で

あって特定の個人を識別することができるものであると判断され、旧条例第６条第１号

本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。 

 

・第１号議案１の「財産目録」 

・第１号議案２（県、市補助金に関する部分を除く） 

・第１号議案３－（１） 

・第１号議案３－（２） 

審査会で見分したところ、当該部分は、当該法人の資金調達、経費の収支予算・決算、

取引先に関する情報など内部管理に属する情報であり、これを当該法人の事業活動に関

わりなく、本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反

し、当該法人の財政状況が推測されるなど、当該法人の正当な利益を害するおそれがあ

 



 ２５ 

・第１号議案３－（３） 

・第１号議案３－（４）の県営における補助金以外の

収入に関する部分及び工事費、測量試験費、工事雑

費、事務費以外の支出に関する部分 

・第１号議案３－（４）の県単、市単、衛生課におけ

る補助金以外の収入に関する部分及び工事費、測量

試験費、工事雑費以外の支出に関する部分 

・第１号議案３－（４）における請負業者の部分 

・第２号議案１（県、市補助金に関する部分を除く） 

・第２号議案２における補助金以外の収入に関する

部分 

・第３号議案２（県、市補助金に関する部分を除く） 

・第３号議案３における借入金最高限度額、借入先

に関する部分 

・第３号議案４における金額の部分 

・第３号議案５－（１） 

・第３号議案５－（２） 

・第３号議案５－（３） 

ると認められるので、旧条例第６条第２号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断

される。 

 

 

 

公開請求にかかる行政文書 22 ○○土地改良区にかかる第３２回通常総代会議案（平成１１年３月２６日開催） 

 

公開しない部分 審査会の判断 公開すべき部分 

個人の氏名、印影（公開部分を除く） 

 

審査会で見分したところ、処分庁が非公開としたのは、監査報告書の総括監事及び監

事の氏名及び印影であった。これは、個人に関する情報であって特定の個人を識別する

ことができるものであると判断され、旧条例第６条第１号本文に該当し、ただし書に該

当しないと判断される。 

 

・第１号議案の「平成９年度単独県費補助土地改良

事業」「平成９年度単独市費補助土地改良事業」にお

ける補助金以外の収入に関する部分 

・第１号議案の「平成９年度事業報告並びに、収支決

算承認について」における事業補助金以外の収入に

関する部分及び事業費以外の支出に関する部分 

・第２号議案 

審査会で見分したところ、当該部分は、当該法人の資金調達、経費の収支予算・決算、

取引先に関する情報など内部管理に属する情報であり、これを当該法人の事業活動に関

わりなく、本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反

し、当該法人の財政状況が推測されるなど、当該法人の正当な利益を害するおそれがあ

ると認められるので、旧条例第６条第２号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断

される。 

 

 



 ２６ 

・第３号議案の「平成１１年度団体営ため池等整備

事業」「団体営基盤整備促進事業」「平成１１年度単

独県費土地改良事業」「平成１１年度単独市費土地改

良事業」における補助金以外の収入に関する部分 

・第３号議案の「平成１１年度一般会計予算（案）」

における事業補助金以外の収入に関する部分及び事

業費以外の支出に関する部分 

・第４号議案における金額の部分 

・第５号議案における金額の部分 

・第６号議案における借入先、借入最高限度額、借入

方法に関する部分 

・第７号議案における金融機関名の部分 

・付表における賦課金算出基準に関する部分 

 

 

公開請求にかかる行政文書 23 平成１１年○○土地改良区通常総代会議案（平成１１年３月２３日開催） 

 

公開しない部分 審査会の判断 公開すべき部分 

・個人の氏名（公開部分を除く） 

 

審査会で見分したところ、処分庁が非公開としたのは、○○地区土地改良協議会総会

における土地改良功労表彰者の氏名であった。これは、個人に関する情報であって特定

の個人を識別することができるものであると判断され、旧条例第６条第１号本文に該当

し、ただし書に該当しないと判断される。 

 

・議案第１号における施行者、指名業者数に関する

部分 

・議案第２号（町補助金に関する部分を除く） 

・議案第３号における補助金以外の収入に関する部

分 

・議案第４号（監査報告書を除く） 

・議案第５号（町補助金に関する部分を除く） 

・議案第６号における基盤整備促進事業に関する部

分 

・議案第６号における補助金以外の収入に関する部

分 

・議案第７号（町補助金に関する部分を除く） 

審査会で見分したところ、当該部分は、当該法人の資金調達、経費の収支予算・決算、

取引先に関する情報など内部管理に属する情報であり、これを当該法人の事業活動に関

わりなく、本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反

し、当該法人の財政状況が推測されるなど、当該法人の正当な利益を害するおそれがあ

ると認められるので、旧条例第６条第２号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断

される。 

 

 



 ２７ 

・議案第９号における補助金以外の収入に関する部

分 

・議案第１０号における借入最高限度額、借入金融

機関、取扱金融機関、償還方法、利率、償還期間、償

還財源に関する部分 

・議案第１１号における借入最高限度額、借入機関、

利息に関する部分 

・議案第１２号における金融機関名の部分 

・債務負担行為で平成１１年度支出額及び１２年度

以降の支出予定額に関する調書 

 

 

公開請求にかかる行政文書 24 ○○土地改良区にかかる第３６回通常総代会議案（平成１１年３月２６日開催） 

 

公開しない部分 審査会の判断 公開すべき部分 

・議案第１号の「平成１０年度事業計画変更書」に

おける融資単独土地改良事業、維持管理適正化事業、

調査設計に関する部分 

・議案第２号の「平成１０年度一般会計補正予算承

認について」における金額の部分 

・議案第２号の「平成１０年度一般会計補正予算書」

（補助金に関する部分を除く） 

・議案第３号の「平成１０年度特別会計補正予算書」

における補助金以外の収入に関する部分 

・議案第３号の「平成１０年度特別会計補正予算書」

における融資単独土地改良事業、維持管理適正化事

業、調査設計事業に関する部分及び補助金以外の収

入に関する部分 

・議案第４号 

・議案第５号における融資単独土地改良事業に関す

る部分 

・議案第６号の「平成１１年度一般会計予算承認に

ついて」における金額の部分 

・議案第７号の「平成１１年度一般会計予算書」 

・議案第７号の「平成１１年度一般会計予算明細書」

審査会で見分したところ、当該部分は、当該法人の資金調達、経費の収支予算・決算、

取引先に関する情報など内部管理に属する情報であり、これを当該法人の事業活動に関

わりなく、本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反

し、当該法人の財政状況が推測されるなど、当該法人の正当な利益を害するおそれがあ

ると認められるので、旧条例第６条第２号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断

される。 

 

 



 ２８ 

（補助金に関する部分を除く） 

・議案第７号の「平成１１年度特別会計予算書」に

おける融資単独土地改良事業に関する部分及び補助

金以外の収入に関する部分 

・議案第８号における金額および区債目的、借入金

融機関、取扱金融機関、償還方法、利率、償還期間、

償還財源に関する部分 

・議案第９号における最高限度額、借入機関、利息

に関する部分 

・議案第１０号における金融機関名の部分 

・議案第１２号における金額の部分及び「利子軽減

の特別措置分一覧表」並びに「平成１１年度借入金

償還金に伴う特別賦課金」 

・議案第１３号における金額及び事業費割の部分 

 

 

公開請求にかかる行政文書 25 平成１１年度○○土地改良区総代会議案（平成１１年３月２８日開催） 

 

公開しない部分 審査会の判断 公開すべき部分 

・個人の氏名、印影（公開部分を除く） 

 

審査会で見分したところ、処分庁が非公開としたのは、監査報告書の代表監事及び監

事の氏名及び印影、土地改良事業施行地区の組合員の代表者氏名であった。これは、個

人に関する情報であって特定の個人を識別することができるものであると判断され、旧

条例第６条第１号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。 

 

・第１号議案の「財産目録」 

・第２号議案の「平成９年度一般会計収支決算書」

（補助金に関する部分を除く） 

・第２号議案の「平成９年度特別会計収支決算書」

における補助金以外の収入に関する部分 

・第３号議案（監査報告書を除く） 

・第４号議案の「平成１０年度特別会計収支補正予

算書」における補助金以外の収入に関する部分及び

工事費、工事雑費以外の支出に関する部分 

・第５号議案 

・第６号議案における補助金以外の収入に関する部

審査会で見分したところ、当該部分は、当該法人の資金調達、経費の収支予算・決算、

取引先に関する情報など内部管理に属する情報であり、これを当該法人の事業活動に関

わりなく、本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反

し、当該法人の財政状況が推測されるなど、当該法人の正当な利益を害するおそれがあ

ると認められるので、旧条例第６条第２号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断

される。 

 

 



 ２９ 

分及び工事費、工事雑費以外の支出に関する部分 

・第７号議案 

・第８号議案における借入金、利率、借入先、償還期

間、償還方法、借入限度額に関する部分 

・第９号議案における賦課基準に関する部分 

 

 

公開請求にかかる行政文書 26 ○○土地改良区にかかる総代会議案（平成１１年３月２８日開催） 

 

公開しない部分 審査会の判断 公開すべき部分 

個人の氏名（公開部分を除く） 

 

審査会で見分したところ、処分庁が非公開としたのは、監査書の代表監事及び監事の

氏名であった。これは、個人に関する情報であって特定の個人を識別することができる

ものであると判断され、旧条例第６条第１号本文に該当し、ただし書に該当しないと判

断される。 

 

・事業費調達に関する部分（公開部分を除く） 

・第１号議案（補助金に関する部分及び監査書を除

く） 

・第３号議案（ロ） 

・第３号議案（二） 

・第４号議案（ロ） 

・第４号議案（二）における補助金以外の収入に関す

る部分 

・第５号議案における負担割合の部分 

・第６号議案における金額の部分 

・第７号議案における金額の部分 

・第８号議案における金融機関名の部分 

・第１０号議案（補助金に関する部分を除く） 

審査会で見分したところ、当該部分は、当該法人の資金調達、経費の収支予算・決算、

取引先に関する情報など内部管理に属する情報であり、これを当該法人の事業活動に関

わりなく、本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反

し、当該法人の財政状況が推測されるなど、当該法人の正当な利益を害するおそれがあ

ると認められるので、旧条例第６条第２号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断

される。 

 

 

第９号議案 審査会で見分したところ、当該部分は、当該法人の財産に関する内部管理に属する情

報であり、これを当該法人の事業活動に関わりなく、本条例により広く一般に公開する

ことは、当該法人の正当な意思、期待に反し、当該法人の財政状況が推測されるなど、

当該法人の正当な利益を害するおそれがあると認められるので、旧条例第６条第２号本

文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。 

 

 



 ３０ 

 

公開請求にかかる行政文書 27 ○○土地改良区にかかる平成１１年度総代会資料（平成１１年７月２８日開催） 

 

公開しない部分 審査会の判断 公開すべき部分 

個人の氏名、印影 

 

審査会で見分したところ、処分庁が非公開としたのは、監査報告書の監事の氏名及び

印影であった。 

これは、個人に関する情報であって特定の個人を識別することができるものであるか

ら、旧条例第６条第１号本文に該当すると判断される。 

 次に、ただし書の該当性について検討する。 

審査会で調査したところ、監査報告書には、監事全員の氏名が表示されていた。土地

改良区の監事氏名については、土地改良法第１８条第１７項の規定により、県知事によ

って公告されていることから、これらの氏名については、法令の規定により公にされて

いる情報と認められるので、ただし書イに該当すると判断される。 

印影については、ただし書のいずれにも該当しないと判断される。 

監査報告書の監

事の氏名 

 

・事業費調達に関する部分（公開部分を除く） 

・第１号議案「平成１０年度○○土地改良区歳入歳

出決算書」（町助成金に関する部分を除く） 

・第２号議案「平成１１年度○○土地改良区予算書

（案）」（町助成金に関する部分を除く） 

審査会で見分したところ、当該部分は、当該法人の資金調達、経費の収支予算・決算

に関する情報など内部管理に属する情報であり、これを当該法人の事業活動に関わりな

く、本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、当

該法人の財政状況が推測されるなど、当該法人の正当な利益を害するおそれがあると認

められるので、旧条例第６条第２号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。 

 

 

 

公開請求にかかる行政文書 28 ○○土地改良区にかかる平成１０年度通常総代会議案（平成１１年３月３日開催） 

 

公開しない部分 審査会の判断 公開すべき部分 

個人の氏名、印影 

 

審査会で見分したところ、処分庁が非公開としたのは、監査報告書の監事の氏名及び

印影であった。 

これは、個人に関する情報であって特定の個人を識別することができるものであるか

ら、旧条例第６条第１号本文に該当すると判断される。 

 次に、ただし書の該当性について検討する。 

審査会で調査したところ、監査報告書には、監事全員の氏名が表示されていた。土地

改良区の監事氏名については、土地改良法第１８条第１７項の規定により、県知事によ

って公告されていることから、これらの氏名については、法令の規定により公にされて

いる情報と認められるので、ただし書イに該当すると判断される。 

監査報告書の監

事の氏名 
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印影については、ただし書のいずれにも該当しないと判断される。 

・事業費調達に関する部分（公開部分を除く） 

・議案第１号の１（助成金に関する部分を除く） 

・議案第１号の２における補助金以外の収入に関す

る部分及び会議費、事業費以外の支出に関する部分 

・議案第１号の３における補助金以外の収入に関す

る部分 

・議案第１号の４における補助金以外の収入に関す

る部分及び会議費、事業費以外の支出に関する部分 

・議案第１号の５（意見書を除く） 

・議案第２号の４における補助金以外の収入に関す

る部分及び会議費、事業費以外の支出に関する部分 

・議案第３号の１（助成金を除く） 

・議案第３号の２における補助金以外の収入に関す

る部分及び会議費、事業費以外の支出に関する部分 

・議案第３号の３における借入金の最高限度額、利

子、借入先、借入時期、償還時期、償還財源に関する

部分 

・議案第６号における補助金以外の収入に関する部

分 

・議案第７号における借入金の最高限度額、利子、

借入先、借入時期、据置期間、償還財源の部分 

審査会で見分したところ、当該部分は、当該法人の資金調達、経費の収支予算・決算、

取引先に関する情報など内部管理に属する情報であり、これを当該法人の事業活動に関

わりなく、本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反

し、当該法人の財政状況が推測されるなど、当該法人の正当な利益を害するおそれがあ

ると認められるので、旧条例第６条第２号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断

される。 

 

 

 

 

公開請求にかかる行政文書 29 第３３回○○土地改良区通常総代会議案（平成１１年３月１８日開催） 

 

公開しない部分 審査会の判断 公開すべき部分 

・事業費調達に関する部分（公開部分を除く） 

・第２号議案の「平成９年度一般会計収支決算書」

（補助金に関する部分を除く） 

・第２号議案の「平成９年度特別会計収支決算書」

における補助金以外の収入に関する部分 

・「財産目録の承認について」 

審査会で見分したところ、当該部分は、当該法人の資金調達、経費の収支予算・決算、

取引先に関する情報など内部管理に属する情報であり、これを当該法人の事業活動に関

わりなく、本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反

し、当該法人の財政状況が推測されるなど、当該法人の正当な利益を害するおそれがあ

ると認められるので、旧条例第６条第２号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断

される。 
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・第３号議案の「平成１０年度一般会計収支補正予

算書」（補助金に関する部分を除く） 

・第３号議案の「平成１０年度特別会計収支補正予

算書」における補助金以外の収入に関する部分 

・第５号議案の「平成１１年度一般会計収支予算書」

（補助金に関する部分を除く） 

・第５号議案の「平成１１年度特別会計収支予算書」

における補助金以外の収入に関する部分 

・第６号議案における金融機関名の部分 

・第８号議案における金額の部分 

・第９号議案における歳入費目、徴収金額の部分 

・別表１ 

 

 

 

公開請求にかかる行政文書 30 第２９回○○土地改良区通常総代会議案（平成１１年３月２７日開催） 

 

公開しない部分 審査会の判断 公開すべき部分 

個人の氏名、印影（公開部分を除く） 

 

審査会で見分したところ、処分庁が非公開としたのは、監査報告書の総括監事及び監

事の氏名及び印影であった。これは、個人に関する情報であって特定の個人を識別する

ことができるものであると判断され、旧条例第６条第１号本文に該当し、ただし書に該

当しないと判断される。 

 

・事業費調達に関する部分（公開部分を除く） 

・第１号議案の第２における施工業者名に関する部

分 

・第１号議案の第４の１，３、借入金の状況及び財産

目録 

・第２号議案の「一般会計収支決算書」（補助金に関

する部分を除く） 

・第２号議案の「平成９年度土地改良事業特別会計

収支決算書」における補助金以外の収入に関する部

分 

・第２号議案の「平成９年度決済金積立特別会計収

支決算書」 

審査会で見分したところ、当該部分は、当該法人の資金調達、経費の収支予算・決算、

取引先に関する情報など内部管理に属する情報であり、これを当該法人の事業活動に関

わりなく、本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反

し、当該法人の財政状況が推測されるなど、当該法人の正当な利益を害するおそれがあ

ると認められるので、旧条例第６条第２号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断

される。 
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・第２号議案の「平成９年度財政調整積立特別会計

収支決算書」 

・第２号議案の「平成９年度職員退職給与積立金特

別会計収支決算書」 

・第３号議案の「平成１０年度収支補正予算につい

て」の一般会計、職員退職給与積立金特別会計の部

分 

・第３号議案の「平成１０年度一般会計収支補正予

算書」（補助金に関する部分を除く） 

・第３号議案の「平成１０年度特別会計収支補正予

算書」における県、町補助金以外の収入に関する部

分 

・第３号議案の「農林漁業資金借入実行について」 

・第３号議案の「平成１０年度職員退職給与積立金

特別会計収支補正予算書」 

・第５号議案の「平成１１年度一般会計収支予算書

（案）」（補助金に関する部分を除く） 

・第５号議案の「平成１１年度土地改良事業特別会

計収支予算書（案）」における補助金以外の収入に関

する部分 

・第５号議案の「平成１１年度職員退職給与積立金

特別会計収支予算書（案）」 

・第５号議案における「一般会計組合費の内訳」 

・第５号議案における「平成１１年度土地改良事業

賦課金及び借入予定額」 

・第６号議案における事業費賦課金賦課基準に関す

る部分及び「平成１１年度土地改良事業長期資金借

入金償還賦課金」 

・第７号議案における借入金額、内訳、借入先、資金

使途、借入金の利率に関する部分 

・第８号議案における借入金額、内訳、借入先、資金

使途、借入金の利率に関する部分 

・第９号議案における金融機関名の部分 
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公開請求にかかる行政文書 31 ○○土地改良区にかかる平成１０年度通常総代会議案（平成１１年３月２９日開催） 

 

公開しない部分 審査会の判断 公開すべき部分 

・個人の氏名、印影（公開部分を除く） 

 

審査会で見分したところ、処分庁が非公開としたのは、監査報告書の代表監事及び監

事の氏名及び印影であった。これは、個人に関する情報であって特定の個人を識別する

ことができるものであると判断され、旧条例第６条第１号本文に該当し、ただし書に該

当しないと判断される。 

 

・事業費調達に関する部分（公開部分を除く） 

・第１号議案（公開部分を除く） 

・第２号議案の「平成９年度一般会計収支決算書」

（補助金に関する部分を除く） 

・第２号議案の「平成９年度特別会計収支決算書」

における国、県、町補助金以外の収入に関する部分 

・第２号議案の５ 

・第３号議案 

・第４号議案の「平成１０年度一般会計収支補正予

算書」（補助金に関する部分を除く） 

・第４号議案の「平成１０年度特別会計収支補正予

算書」における国、県、町補助金以外の収入に関す

る部分 

・第６号議案の「平成１１年度一般会計収支予算書」

（補助金に関する部分を除く） 

・第６号議案の「平成１１年度特別会計収支予算書」

における国、県、町補助金以外の収入に関する部分 

・第７号議案における借入金額、借入利率、元金の

償還方法及び利息の支払方法並びに時期に関する部

分 

・第８号議案における金額の部分 

・第９号議案における金融機関名及び金額の部分 

審査会で見分したところ、当該部分は、当該法人の資金調達、経費の収支予算・決算、

取引先に関する情報など内部管理に属する情報であり、これを当該法人の事業活動に関

わりなく、本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反

し、当該法人の財政状況が推測されるなど、当該法人の正当な利益を害するおそれがあ

ると認められるので、旧条例第６条第２号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断

される。 

 

 

・第１２号議案 審査会で見分したところ、当該部分は、当該法人の財産に関する内部管理に属する情

報であり、これを当該法人の事業活動に関わりなく、本条例により広く一般に公開する

ことは、当該法人の正当な意思、期待に反し、当該法人の財政状況が推測されるなど、

当該法人の正当な利益を害するおそれがあると認められるので、旧条例第６条第２号本
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文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。 

 

 

公開請求にかかる行政文書 32 ○○土地改良区にかかる平成１１年度通常総代会議案書（平成１１年２月２６日開催） 

 

公開しない部分 審査会の判断 公開すべき部分 

・議案第１号の１（補助金に関する部分を除く） 

・議案第１号の２ 

・議案第１号の４ 

・議案第１号の５ 

・議案第２号の１（補助金及び土地改良事業費に関

する部分を除く） 

・議案第２号の２ 

・議案第３号の１（補助金及び土地改良事業費に関

する部分を除く） 

・議案第４号の１ 

・議案第５号の１（補助金に関する部分を除く） 

・議案第５号の２ 

・議案第６号（補助金及び土地改良事業費に関する

部分を除く） 

・議案第７号（補助金及び土地改良事業費に関する

部分を除く） 

・議案第８号 

・議案第９号における金額の部分 

・議案第１０号における借入金額、借入利率、借入

先、借入期間、償還財源の部分 

・議案第１１号における金融機関名の部分 

審査会で見分したところ、当該部分は、当該法人の資金調達、経費の収支予算・決算、

取引先に関する情報など内部管理に属する情報であり、これを当該法人の事業活動に関

わりなく、本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反

し、当該法人の財政状況が推測されるなど、当該法人の正当な利益を害するおそれがあ

ると認められるので、旧条例第６条第２号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断

される。 

 

 

 

 

公開請求にかかる行政文書 33 ○○土地改良区にかかる第５２回通常総代会議案（平成１１年３月２０日開催） 

 

公開しない部分 審査会の判断 公開すべき部分 

個人の氏名（公開部分を除く） 審査会で見分したところ、処分庁が非公開としたのは、監査報告書の総括監事及び監  
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 事の氏名、議長及び議事録署名人の氏名であった。これは、個人に関する情報であって

特定の個人を識別することができるものであると判断され、旧条例第６条第１号本文に

該当し、ただし書に該当しないと判断される。 

・事業費調達に関する部分（公開部分を除く） 

・報告２における工事施工業者に関する部分 

・報告５（補助金に関する部分及び監査報告書を除

く） 

・第１号議案の報告２における工事施工業者に関す

る部分 

・第１号議案の報告５の１、２ 

・第１号議案の３（公開部分を除く） 

・第１号議案の財産目録 

・第２号議案（補助金及び事業費に関する部分を除

く） 

・第３号議案 

・第４号議案 

・第５号議案 

・第６号議案 

・第７号議案（監査報告書を除く） 

・第８号議案（補助金及び事業費に関する部分を除

く） 

・第９号議案２（補助金及び事業費に関する部分を

除く） 

・第１０号議案 

・第１１号議案 

・第１２号議案 

・第１３号議案 

・第１４号議案 

・第１５号議案における借入金の限度額、借入金の

利息、借入先、償還の方法、預入先金融機関に関す

る部分 

・第１６号議案における金額の部分 

審査会で見分したところ、当該部分は、当該法人の資金調達、経費の収支予算・決算、

取引先に関する情報など内部管理に属する情報であり、これを当該法人の事業活動に関

わりなく、本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反

し、当該法人の財政状況が推測されるなど、当該法人の正当な利益を害するおそれがあ

ると認められるので、旧条例第６条第２号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断

される。 
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公開請求にかかる行政文書 34 ○○土地改良区にかかる第４４回総代会議案（平成１１年３月７日開催） 

 

公開しない部分 審査会の判断 公開すべき部分 

・事業費調達に関する部分（公開部分を除く） 

・第１号議案の２における施工業者に関する部分 

・第１号議案の３ 

・第２号議案（補助金及び新設改良費に関する部分

を除く） 

・第３号議案 

・第４号議案 

・第５号議案（監査報告書を除く） 

・第６号議案（補助金及び新設改良費に関する部分

を除く） 

・第７号議案（２）（補助金及び新設改良費に関する

部分を除く） 

・第８号議案 

・第９号議案 

・第１０号議案 

・第１１号議案における金融機関名の部分 

・第１３号議案における金額の部分 

審査会で見分したところ、当該部分は、当該法人の資金調達、経費の収支予算・決算、

取引先に関する情報など内部管理に属する情報であり、これを当該法人の事業活動に関

わりなく、本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反

し、当該法人の財政状況が推測されるなど、当該法人の正当な利益を害するおそれがあ

ると認められるので、旧条例第６条第２号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断

される。 

 

 

 

 

公開請求にかかる行政文書 35 ○○土地改良区にかかる第２０回通常総代会議案（平成１１年３月２８日開催） 

 

公開しない部分 審査会の判断 公開すべき部分 

・個人の氏名（公開部分を除く） 

 

審査会で見分したところ、処分庁が非公開としたのは、監査報告書の代表監事及

び監事の氏名であった。これは、個人に関する情報であって特定の個人を識別する

ことができるものであると判断され、旧条例第６条第１号本文に該当し、ただし書

に該当しないと判断される。 

 

・第１号議案における施工業者に関する部分 

・第２号議案 

・第３号議案（補助金に関する部分を除く） 

・第４号議案 

・第５号議案 

審査会で見分したところ、当該部分は、当該法人の資金調達、経費の収支予算・

決算、取引先に関する情報など内部管理に属する情報であり、これを当該法人の事

業活動に関わりなく、本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な

意思、期待に反し、当該法人の財政状況が推測されるなど、当該法人の正当な利益

を害するおそれがあると認められるので、旧条例第６条第２号本文に該当し、ただ

 



 ３８ 

・第６号議案 

・第７号議案 

・第８号議案 

・第９号議案における補助金以外の収入に関する部分 

・第１０号議案における補助金以外の収入に関する部分 

・第１１号議案における補助金以外の収入に関する部分 

・第１２号議案（監査報告書を除く） 

・第１３号議案（補助金に関する部分を除く） 

・第１４号議案 

・第１５号議案 

・第１６号議案 

・第１７号議案 

・第１８号議案における補助金以外の収入に関する部分 

・第１９号議案における補助金以外の収入に関する部分 

・第２０号議案 

・第２１号議案における補助金以外の収入に関する部分 

・第２２号議案（補助金に関する部分を除く） 

・第２３号議案 

・第２４号議案 

・第２５号議案 

・第２６号議案 

・第２７号議案における補助金以外の収入に関する部分 

・第２８号議案 

・第３０号議案における金額及び負担率の部分 

・第３１号議案における金額の部分 

・第３２号議案における金融機関名の部分 

・第３３号議案における金融機関名、借入金の限度額、借

入金の利息、借入先、償還方法に関する部分 

し書に該当しないと判断される。 

 

 

 

公開請求にかかる行政文書 36 ○○土地改良区にかかる第１３回通常総代会議案（平成１１年３月２６日開催） 

 

公開しない部分 審査会の判断 公開すべき部分 

・個人の氏名、印影（公開される部分を除く） 審査会で見分したところ、処分庁が非公開としたのは、監査報告書の総括監事及び監  



 ３９ 

 事の氏名及び印影であった。これは、個人に関する情報であって特定の個人を識別する

ことができるものであると判断され、旧条例第６条第１号本文に該当し、ただし書に該

当しないと判断される。 

・第１号議案～１の４ 

・第１号議案～２ 

・第２号議案（補助金に関する部分及び監査報告書

を除く） 

・第３号議案 

・第４号議案～１（補助金に関する部分を除く） 

・第４号議案～２ 

・第５号議案における金額の部分 

・第６号議案における金融機関名、借入金額、借入

利率、償還の方法、償還財源に関する部分 

・第７号議案における借入金の最高限度額、借入利

率、借入先に関する部分 

・第８号議案における金融機関名の部分 

審査会で見分したところ、当該部分は、当該法人の資金調達、経費の収支予算・決算、

取引先に関する情報など内部管理に属する情報であった。審査会で調査したところ、当

該法人は、処分時において他の法人と合併し、合併後の法人にその権利義務が承継され

ていることが確認された。よって、当該情報を本条例により広く一般に公開することは、

合併後の法人の正当な意思、期待に反し、財政状況が推測されるなど、正当な利益を害

するおそれがあると認められるので、旧条例第６条第２号本文に該当し、ただし書に該

当しないと判断される。 

 

 

 

公開請求にかかる行政文書 37 ○○土地改良区にかかる平成１２年度通常総代会議案（平成１２年３月３１日開催） 

 

公開しない部分 審査会の判断 公開すべき部分 

・個人の氏名（公開部分を除く） 審査会で見分したところ、処分庁が非公開としたのは、監査報告書の代表監事及び監

事の氏名、土地改良事業施行地区の組合員の代表者氏名であった。これは、個人に関す

る情報であって特定の個人を識別することができるものであると判断され、旧条例第６

条第１号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。 

 

・事業費調達に関する部分（公開部分を除く） 

・第１号議案の「平成１０年度一般会計歳入歳出決

算書」（県、市補助金に関する部分を除く） 

・第１号議案の「平成１０年度基本財産積立金収支

決算書」 

・第１号議案の「平成１０年度特別会計（役職員退職

積立金）収支決算書」 

・第１号議案の「平成１０年度特別会計（県営かんが

い排水事業）負担金決算書」 

審査会で見分したところ、当該部分は、当該法人の資金調達、経費の収支予算・決算、

取引先に関する情報など内部管理に属する情報であり、これを当該法人の事業活動に関

わりなく、本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反

し、当該法人の財政状況が推測されるなど、当該法人の正当な利益を害するおそれがあ

ると認められるので、旧条例第６条第２号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断

される。 

 

 



 ４０ 

・第１号議案の「平成１０年度特別会計（○○対策事

業○○水路）負担金決算書」 

・第２号議案における補助金以外の収入に関する部

分及び工事請負費、測量試験費、工事雑費以外の支

出に関する部分並びに請負業者に関する部分 

・第３号議案の財産目録 

・第４号議案の「平成１１年度一般会計歳入歳出補

正予算書（案）」（県、市補助金に関する部分を除く） 

・第４号議案の「平成１１年度特別会計（役職員退職

積立金）収支補正予算（案）」 

・第４号議案の「平成１１年度基本財産積立金収支

補正予算書（案）」 

・第４号議案の「平成１１年度特別会計（県営かんが

い排水事業）負担金補正予算書（案）」 

・第４号議案の「平成１１年度特別会計（○○対策事

業○○水路）負担金補正予算書（案）」 

・第５号議案における県、市補助金以外の収入に関

する部分及び工事請負費、測量試験費、工事雑費以

外の支出に関する部分並びに請負業者に関する部分 

・第７号議案の「平成１２年度一般会計歳入歳出予

算書（案）」（県、市補助金に関する部分を除く） 

・第７議案の「平成１２年度特別会計（役職員退職積

立金）収支予算書（案）」 

・第７号議案の「平成１２年度特別会計（県営かんが

い排水事業）負担金予算書（案）」 

・第７号議案の「平成１２年度特別会計（○○対策事

業○○水路）負担金予算書（案）」 

・第８号議案の「平成１２年度基本財産積立金収支

予算書（案）」 

・第１０号議案の金額の部分 

・第１１号議案の金融機関名の部分 

・第１２号議案の金額の部分 

・第１３号議案における金額及び金融機関名の部分 

・第６号議案 審査会で見分したところ、当該部分は、当該法人の財産に関する内部管理に属する情

報であり、これを当該法人の事業活動に関わりなく、本条例により広く一般に公開する

 



 ４１ 

ことは、当該法人の正当な意思、期待に反し、当該法人の財政状況が推測されるなど、

当該法人の正当な利益を害するおそれがあると認められるので、旧条例第６条第２号本

文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。 

 

公開請求にかかる行政文書 38 ○○土地改良区にかかる平成１２年度通常総代会議案書（平成１２年３月２７日開催） 

公開しない部分 審査会の判断 公開すべき部分 

・個人の氏名、印影 審査会で見分したところ、処分庁が非公開としたのは、監査報告書の総括監事及び監

事の氏名及び印影、土地改良事業施行地区の組合員の代表者氏名であった。これは、個

人に関する情報であって特定の個人を識別することができるものであると判断され、旧

条例第６条第１号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。 

 

・事業費調達に関する部分（公開部分を除く） 

・第１号議案の「平成１０年度事業収支決算書」に

おける補助金以外の収入に関する部分 

・第１号議案２ 

・第２号議案（監査報告を除く） 

・第３号議案 

・第５号議案 

･第６号議案における金額及び事業賦課金基準に関

する部分 

・第７号議案における借入先、借入最高額、利率、借

入先、借入時期、据置期限、償還期限、償還方法、償

還財源に関する部分 

・第８号議案における金融機関名の部分 

審査会で見分したところ、当該部分は、当該法人の資金調達、経費の収支予算・決算、

取引先に関する情報など内部管理に属する情報であり、これを当該法人の事業活動に関

わりなく、本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反

し、当該法人の財政状況が推測されるなど、当該法人の正当な利益を害するおそれがあ

ると認められるので、旧条例第６条第２号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断

される。 

 

 

 

 

公開請求にかかる行政文書 39 ○○土地改良区にかかる平成１２年度通常総代会議案（平成１２年３月２５日開催） 

 

公開しない部分 審査会の判断 公開すべき部分 

・事業費調達に関する部分（公開部分を除く） 

・第１号議案～２ 

・第２号議案～１の「○○土地改良区平成１０年度一般会計

収支決算書」（補助金及び○○維持管理費の管理費、改修費に

関する部分を除く） 

・第２号議案～１の「平成１０年度県市費補助土地改良事業

審査会で見分したところ、当該部分は、当該法人の資金調達、経費の収支予

算・決算、取引先に関する情報など内部管理に属する情報であり、これを当該

法人の事業活動に関わりなく、本条例により広く一般に公開することは、当該

法人の正当な意思、期待に反し、当該法人の財政状況が推測されるなど、当該

法人の正当な利益を害するおそれがあると認められるので、旧条例第６条第２

号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。 

 



 ４２ 

収支決算書」における補助金以外の収入に関する部分 

・第２号議案～２ 

・第２号議案～３ 

・第２号議案～４ 

・第２号議案～５における補助金以外の収入に関する部分及

び事業費以外の支出に関する部分 

・第２号議案～６における補助金以外の収入に関する部分及

び借入金以外の支出に関する部分 

・第３号議案～１の「○○土地改良区平成１１年度一般会計

収支補正予算書」（補助金及び○○維持管理費の管理費、改修

費に関する部分を除く） 

・第３号議案～１の「「平成１１年度県市費補助土地改良事業

収支決算書」における補助金以外の収入に関する部分 

・第３号議案～２ 

・第３号議案～３における補助金以外の収入に関する部分及

び県単、市単事業費以外の支出に関する部分 

・第４号議案～２の「○○土地改良区平成１２年度一般会計

予算書（案）」（補助金に関する部分及び○○維持管理費の管

理費、改修費に関する部分を除く） 

・第４号議案～２の「平成１２年度県市費補助土地改良事業

収支予算書（案）」における補助金以外の収入に関する部分 

・第４号議案～３ 

・第４号議案～４ 

・第４号議案～５ 

・第４号議案～６における補助金以外の収入に関する部分及

び県単、市単事業費、委託料以外の支出に関する部分 

・第５号議案における金額の部分 

・第６号議案における金額の部分 

・第７号議案における金融機関名及び一時借入金最高限度額

の部分 

 

 

 

公開請求にかかる行政文書 40 ○○土地改良区にかかる平成１２年度通常総代会議案（平成１２年３月３１日開催） 

 

公開しない部分 審査会の判断 公開すべき部分 



 ４３ 

・個人の氏名、住所（公開部分を除く） 審査会で見分したところ、処分庁が非公開としたのは、監査報告書の総括監

事及び監事の氏名、役員候補者の氏名、住所であった。これは、個人に関する

情報であって特定の個人を識別することができるものであると判断され、旧条

例第６条第１号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。 

 

・事業費調達に関する部分（公開部分を除く） 

・第１号議案の第２の１、２における金額の部分及び内訳の部

分 

・第１号議案Ⅱ 

・第２号議案の１（補助金に関する部分及び事業費の工事費に

関する部分を除く） 

・第２号議案の２ 

・第２号議案の３（監査報告書を除く） 

・第３号議案の１（補助金に関する部分及び事業費の工事費に

関する部分を除く） 

・第３号議案の２ 

・第４号議案の１における非補助土地改良事業に関する部分 

・第４号議案の２（補助金及び事業費の工事費に関する部分） 

・第４号議案の３ 

・第４号議案の４ 

・第５号議案における金額の部分及び負担割合の部分 

・第６号議案における借入金の限度額、借入先、借入利率に関

する部分 

・第７号議案における金融機関名の部分 

審査会で見分したところ、当該部分は、当該法人の資金調達、経費の収支予

算・決算、取引先に関する情報など内部管理に属する情報であり、これを当該

法人の事業活動に関わりなく、本条例により広く一般に公開することは、当該

法人の正当な意思、期待に反し、当該法人の財政状況が推測されるなど、当該

法人の正当な利益を害するおそれがあると認められるので、旧条例第６条第２

号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。 

 

 

報告事項の（２）（公開部分を除く）  審査会で見分したところ、当該部分には、個人の過去の行動に関する情報が

記載されていることが確認された。これは、個人に関する情報であって特定の

個人を識別することができるものであり、たとえ氏名などの個人が識別される

部分を除いたとしても、公にすることにより当該個人の権利利益を害するおそ

れがあることから、旧条例第６条第１号本文に該当し、ただし書に該当しない

と判断される。 

 

 

 

公開請求にかかる行政文書 41 ○○土地改良区にかかる平成１２年度総代会議案（平成１２年３月２５日開催） 

 

公開しない部分 審査会の判断 公開すべき部分 



 ４４ 

・個人の氏名（公開部分を除く） 審査会で見分したところ、処分庁が非公開としたのは、監査報告書の代表監事及び監

事の氏名、土地改良事業施行地区の組合員の代表者氏名であった。これは、個人に関す

る情報であって特定の個人を識別することができるものであると判断され、旧条例第６

条第１号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。 

 

・第１号議案の１，２ 

・第１号議案の３における補助金以外の収入に関す

る部分及び登記料、事業費以外の支出に関する部分 

・第１号議案の「平成１１年度単独市費補助土地改

良事業」における市補助金以外の収入に関する部分

及び工事請負金、工事雑費、労務費、資材費以外の支

出に関する部分並びに工事概要の請負業者名の部分 

・第２号議案の「平成１１年度単独県費補助土地改

良事業」における県、市補助金以外の収入に関する

部分及び工事請負金、工事雑費、測量試験費、用地費

以外の支出に関する部分並びに工事概要の請負業者

名の部分 

・第１号議案の「農業基盤整備分筆登記事業」におけ

る登記委託業者の部分 

・第１号議案の「総合計」の県、市補助金以外の収入

に関する部分及び工事請負金、測量試験費、労務資

材費、分筆登記経費、以外の支出に関する部分 

・第２号議案の２ 

・第２号議案の３ 

・第２号議案の４ 

・第２号議案の５ 

・第２号議案の６における補助金以外の収入に関す

る部分及び登記料、事業費以外の支出に関する部分 

・第２号議案の（１）における市以外の補助率に関す

る部分 

・第２号議案の（２）における県、市以外の補助率に

関する部分 

・第３号議案における金額の部分 

・第４号議案における金額の部分 

・第５号議案における借入金の限度額、借入先に関

する部分 

審査会で見分したところ、当該部分は、当該法人の資金調達、経費の収支予算・決算、

取引先に関する情報など内部管理に属する情報であり、これを当該法人の事業活動に関

わりなく、本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反

し、当該法人の財政状況が推測されるなど、当該法人の正当な利益を害するおそれがあ

ると認められるので、旧条例第６条第２号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断

される。 

 

 



 ４５ 

・第６号議案における金融機関名の部分 

・承認第１号のⅡ 

・承認第２号の１ 

・承認第２号の２ 

・承認第２号の３ 

・承認第２号の４ 

・承認第２号の５における補助金以外の収入に関す

る部分及び登記料、工事請負費、工事雑費、測量試験

費、資材労務費、換地費、事務雑費以外の支出に関す

る部分 

・承認第２号の「平成１０年度単独市費補助土地改

良事業」における市補助金以外の収入に関する部分

及び工事請負金、工事雑費、労務費、資材費以外の支

出に関する部分並びに工事概要の請負業者名の部分 

・承認第２号の「平成１０年度災害復旧事業」におけ

る補助金以外の収入に関する部分及び工事請負金、

工事雑費、測量試験費、事務雑費以外の支出に関す

る部分並びに工事概要の請負業者名の部分 

・承認第２号の「平成１０年度単独県費補助土地改

良事業」における補助金以外の収入に関する部分及

び工事請負費、工事雑費、測量試験費、用地費以外の

支出に関する部分並びに工事概要の請負業社名の部

分 

・承認第２号の「基盤整備促進事業」における国、

県、市補助金以外の収入に関する部分 

・承認第２号の「総合計」の国、県、市補助金以外の

収入に関する部分及び工事請負金、測量試験費、工

事雑費、事務費、労務資材費、分筆登記経費、換地

費、事務雑費以外の支出に関する部分 

 

 

公開請求にかかる行政文書 42 ○○土地改良区における平成１２年度通常総代会議案（平成１２年３月２６日開催） 

 

公開しない部分 審査会の判断 公開すべき部分 



 ４６ 

・個人の氏名、印影（公開部分を除く） 審査会で見分したところ、処分庁が非公開としたのは、監査報告書の代表監事及び監

事の氏名及び印影、工事箇所近隣住宅の住人氏名であった。 

これは、個人に関する情報であって特定の個人を識別することができるものであると

判断され、旧条例第６条第１号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。 

また、処分庁は第４号議案に記載された法人名を非公開としているが、これは、土地

改良区が行う工事の工事箇所を単に表示するために、工事箇所近隣の法人名を記載した

ものであり、これを公開することによって当該土地改良区及び当該法人の権利、競争上

の地位その他正当な利益を害するおそれがあるとまでは認められず、旧条例第６条第２

号に該当しないと判断される。 

第４号議案に記

載された法人名 

・事業費調達に関する部分（公開部分を除く） 

・第１号議案の（２） 

・基本財産退職給与積立金特別積立金報告書 

・平成１０年度特別会計借入償還報告 

・第２号議案の（１） 

・第２号議案の（２）における補助金以外の収入に関

する部分及び工事請負費、用地費、工事雑費以外の

支出に関する部分（監査報告書を除く） 

・第３号議案の（１） 

・第３号議案の（２）における補助金以外の収入に関

する部分及び工事請負費、用地費、工事雑費以外の

支出に関する部分 

・第４号議案の（２） 

・第４号議案の（３）における補助金以外の収入に関

する部分及び工事請負費、用地費、工事雑費以外の

支出に関する部分 

・第５号議案における金額の部分 

・第６号議案における金額の部分 

・第７号議案における借入金最高限度、借入先に関

する部分 

・第８号議案における金融機関名の部分 

審査会で見分したところ、当該部分は、当該法人の資金調達、経費の収支予算・決算、

取引先に関する情報など内部管理に属する情報であり、これを当該法人の事業活動に関

わりなく、本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反

し、当該法人の財政状況が推測されるなど、当該法人の正当な利益を害するおそれがあ

ると認められるので、旧条例第６条第２号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断

される。 

 

 

 

 

公開請求にかかる行政文書 43 ○○土地改良区にかかる第４９回通常総代会議案（平成１２年３月１９日開催） 

 



 ４７ 

公開しない部分 審査会の判断 公開すべき部分 

・個人の氏名（公開部分を除く） 

 

審査会で見分したところ、処分庁が非公開としたのは、監査報告書の総括監事及び監

事の氏名、役員候補者の氏名であった。これは、個人に関する情報であって特定の個人

を識別することができるものであると判断され、旧条例第６条第１号本文に該当し、た

だし書に該当しないと判断される。 

 

・事業費調達に関する部分（公開部分を除く） 

・第１号議案の２ 

・第２号議案（補助金及び事業費に関する部分並び

に監査報告書を除く） 

・第３号議案（補助金及び工事請負費、工事雑費、設

計費に関する部分を除く） 

・第４号議案の第１における金額の部分 

・第４号議案の第２（補助金及び工事請負費、工事

雑費、設計費に関する部分を除く） 

・第４号議案の第３ 

・第５号議案における賦課金額の部分 

・第６号議案における借入先、借入金限度額、借入

利息に関する部分 

・第７号議案における金融機関名の部分 

審査会で見分したところ、当該部分は、当該法人の資金調達、経費の収支予算・決算、

取引先に関する情報など内部管理に属する情報であり、これを当該法人の事業活動に関

わりなく、本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反

し、当該法人の財政状況が推測されるなど、当該法人の正当な利益を害するおそれがあ

ると認められるので、旧条例第６条第２号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断

される。 

 

 

 

 

公開請求にかかる行政文書 44 ○○土地改良区にかかる第７２回通常総代会（平成１２年３月２４日開催） 

 

公開しない部分 審査会の判断 公開すべき部分 

・事業費調達に関する部分（公開部分を除く） 

・第１号議案－１ 

・第１号議案－２ 

・第１号議案－３ 

・第１号議案－４における補助金以外の収入に関す

る部分 

・第１号議案の「財産目録」 

審査会で見分したところ、当該部分は、当該法人の資金調達、経費の収支予算・決算、

取引先に関する情報など内部管理に属する情報であり、これを当該法人の事業活動に関

わりなく、本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反

し、当該法人の財政状況が推測されるなど、当該法人の正当な利益を害するおそれがあ

ると認められるので、旧条例第６条第２号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断

される。 

 

 

・第２号議案－１ 

・第２号議案－２ 
  



 ４８ 

・第２号議案－３における補助金以外の収入に関す

る部分 

・第３号議案－１ 

・第３号議案－２ 

・第３号議案－３ 

・第３号議案－４における県、市補助金以外の収入

に関する部分 

・第５号議案における借入最高限度額、利率、借入

先に関する部分 

・第６号議案における金融機関名の部分 

 

公開請求にかかる行政文書 45 ○○土地改良区にかかる第５３回通常総代会（平成１２年３月１８日開催） 

 

公開しない部分 審査会の判断 公開すべき部分 

・個人の氏名、印影 

 

審査会で見分したところ、処分庁が非公開としたのは、監査報告書の総括監事及び監

事の氏名及び印影、土地改良事業施行地区の組合員の代表者氏名であった。これは、個

人に関する情報であって特定の個人を識別することができるものであると判断され、旧

条例第６条第１号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。 

 

・事業費調達に関する部分（公開部分を除く） 

・第１号議案の１における請負業者に関する部分 

・第１号議案の２における補助金以外の収入に関す

る部分及び工事費、測量費、工雑、雑費以外の支出

に関する部分 

・第２号議案の１ 

・第２号議案の２ 

・第２号議案の３ 

・第２号議案の４ 

・第２号議案の５（監査報告書を除く） 

・第３号議案における請負業者名に関する部分 

・第４号議案の１ 

・第４号議案の２ 

・第６号議案の１ 

・第６号議案の２ 

審査会で見分したところ、当該部分は、当該法人の資金調達、経費の収支予算・決算、

取引先に関する情報など内部管理に属する情報であり、これを当該法人の事業活動に関

わりなく、本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反

し、当該法人の財政状況が推測されるなど、当該法人の正当な利益を害するおそれがあ

ると認められるので、旧条例第６条第２号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断

される。 

 

 



 ４９ 

・第６号議案の３ 

・第６号議案の４ 

・第７号議案における金額の部分 

・第８号議案における金額の部分 

・第９号議案における賦課率の部分 

・第１０号議案における金額及び備考の部分 

・第１１号議案における金額の部分 

・第１２号議案における金融機関名の部分 

 

 

公開請求にかかる行政文書 46 ○○土地改良区通常総代会議案（平成１２年３月３０日開催） 

 

公開しない部分 審査会の判断 公開すべき部分 

・個人の氏名 審査会で見分したところ、処分庁が非公開としたのは、監査報告書の代表監事及び監

事の氏名、土地改良事業施行地区の組合員の代表者氏名であった。これは、個人に関す

る情報であって特定の個人を識別することができるものであると判断され、旧条例第６

条第１号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。 

 

・事業費調達に関する部分（公開部分を除く） 

・１号議案の「平成１０年度一般会計収支決算書」 

・２号議案の「平成１０年度特別会計収支決算書」

における補助金以外の収入、支出に関する部分 

・２号議案（監査報告書を除く） 

・３号議案の「平成１２年度一般会計収支予算書案」 

・３号議案の「平成１２年度特別会計収支予算書案」

における補助金以外の収入、支出に関する部分 

・３号議案の「平成１２年度○○土地改良区財政調

整基金収支予算書案」 

・４号議案における金額の部分 

・５号議案における金融機関名の部分 

審査会で見分したところ、当該部分は、当該法人の資金調達、経費の収支予算・決算、

取引先に関する情報など内部管理に属する情報であった。審査会で調査したところ、当

該法人は、処分時において他の法人と合併し、合併後の法人にその権利義務が承継され

ていることが確認された。よって、当該情報を本条例により広く一般に公開することは、

合併後の法人の正当な意思、期待に反し、財政状況が推測されるなど、正当な利益を害

するおそれがあると認められるので、旧条例第６条第２号本文に該当し、ただし書に該

当しないと判断される。 

 

 

 

公開請求にかかる行政文書 47 ○○土地改良区にかかる平成１２年度通常総代会議案書（平成１２年３月２８日開催） 

 

公開しない部分 審査会の判断 公開すべき部分 



 ５０ 

・個人の氏名、印影（公開部分を除く） 審査会で見分したところ、処分庁が非公開としたのは、監査報告書の代表監事及び

監事の氏名及び印影、土地改良事業施行地区の組合員の代表者氏名であった。これは、

個人に関する情報であって特定の個人を識別することができるものであると判断さ

れ、旧条例第６条第１号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。 

 

・事業費調達に関する部分（公開部分を除く） 

・第１号議案の２における金額及び金融機関名の部分 

・第１号議案の財産目録 

・第１号議案の「平成１０年度一般会計収支決算書」（県

費、市費、災害補助金及び工事費に関する部分を除く） 

・第１号議案の「平成１０年度財政調整資金積立金特別

会計収支決算書」 

・第１号議案の「平成１０年度退職給与積立金特別会計

収支決算書」 

・第２号議案の「平成１１年度補正予算算定表」（県費、

市費、災害補助金及び請負費、設計費、用地補償費、災

害復旧費に関する部分を除く） 

・第３号議案の「平成１２年度一般会計収支予算書」（県

費、市費、災害補助金及び請負金、設計料、用地補償費、

災害復旧費に関する部分を除く） 

・第３号議案の「平成１２年度特別会計財調資金収支予

算書」 

・第３号議案の「平成１２年度退職給与積立金特別会計

収支予算書」 

・第５号議案の金額の部分 

・第８号議案における金融機関名の部分 

審査会で見分したところ、当該部分は、当該法人の資金調達、経費の収支予算・決

算、取引先に関する情報など内部管理に属する情報であり、これを当該法人の事業活

動に関わりなく、本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、

期待に反し、当該法人の財政状況が推測されるなど、当該法人の正当な利益を害する

おそれがあると認められるので、旧条例第６条第２号本文に該当し、ただし書に該当

しないと判断される。 

 

 

 

 

公開請求にかかる行政文書 48 第４７回○○土地改良区総代会議案書（平成１２年３月２８日開催） 

公開しない部分 審査会の判断 公開すべき部分 

・個人の氏名（公開部分を除く） 審査会で見分したところ、処分庁が非公開としたのは、監査報告書の代表監事及び

監事の氏名であった。これは、個人に関する情報であって特定の個人を識別すること

ができるものであると判断され、旧条例第６条第１号本文に該当し、ただし書に該当

しないと判断される。 

 



 ５１ 

・第１号議案－１における請負業者名の部分 

・第１号議案－２ 

・第２号議案－１ 

・第２号議案－２における補助金以外の収入に関する

部分及び請負費、工雑、委託設計料以外の支出に関する

部分 

・第３号議案（監査報告を除く） 

・第４号議案－２ 

・第４号議案－３における補助金以外の収入に関する

部分及び請負費、工雑、委託設計料以外の支出に関する

部分 

・第５号議案 

・第６号議案における金額、負担割合の部分 

・第７号議案における金融機関名の部分 

審査会で見分したところ、当該部分は、当該法人の資金調達、経費の収支予算・決

算、取引先に関する情報など内部管理に属する情報であり、これを当該法人の事業活

動に関わりなく、本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、

期待に反し、当該法人の財政状況が推測されるなど、当該法人の正当な利益を害する

おそれがあると認められるので、旧条例第６条第２号本文に該当し、ただし書に該当

しないと判断される。 

 

 

 

 

公開請求にかかる行政文書 49 ○○土地改良区にかかる第三十九回通常総代会議案（平成１２年３月１６日開催） 

 

公開しない部分 審査会の判断 公開すべき部分 

・個人の氏名（公開部分を除く） 審査会で見分したところ、処分庁が非公開としたのは、第一理事、第二理事及び理

事の氏名、監査報告書の代表監事及び監事の氏名、工事箇所近隣住宅の住人氏名であ

った。これは、個人に関する情報であって特定の個人を識別することができるもので

あると判断され、旧条例第６条第１号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断さ

れる。 

また、処分庁はＰ３０に記載された法人名を非公開としているが、これは、土地改

良区が行う工事の工事箇所を単に表示するために、工事箇所近隣の法人名を記載した

ものであり、これを公開することによって当該土地改良区及び当該法人の権利、競争

上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるとまでは認められず、旧条例第６条

第２号に該当しないと判断される。 

Ｐ３０に記載さ

れた法人名 

・土地改良区の印影 本件印影は、議案を提出する際に押印したものであり、既述のとおり、当該法人の

内部管理情報として管理されているものと判断され、本件印影を当該法人の事業活動

に関わりなく、本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期

待に反し、当該法人の正当な利益を害するおそれがあると認められるので、旧条例第

６条第２号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。 

 



 ５２ 

・事業費調達に関する部分（公開部分を除く） 

・第一号議案の二 

・第二号議案の一 

・第二号議案の二の（１）における補助金以外の収入に

関する部分 

・第二号議案の二の（２）の県営、団体営、国費災害、

市費災害における工事費、換地費、用地費、設計登記費、

工雑、事務費以外の支出に関する部分 

・第二号議案の二の（２）の単県、単市、舗装、登記に

おける工事費、換地費、用地費、設計費、工雑、登記費、、

市負担金以外の支出に関する部分 

・第二号議案の事業別明細書の（三）における補助金以

外の収入に関する部分及び工事費、設計費、工雑、用地

費以外の支出に関する部分 

・第二号議案の事業別明細書の（四）における補助金以

外の収入に関する部分及び工事費、工雑、市負担金、用

地費以外の支出に関する部分 

・第二号議案の事業費明細書の（五）における補助金以

外の収入に関する部分及び工事費、工雑以外の支出に関

する部分 

・第二号議案の事業費明細書の（六）における補助金以

外の収入に関する部分及び分筆登記、地目変更、所有権

移転以外の支出に関する部分 

・第二号議案の（七）（八）における補助金以外の収入

に関する部分 

・第二号議案の三、四（監査報告書を除く） 

・第三号議案の一 

・第三号議案の二の（１）における補助金以外の収入に

関する部分 

・第三号議案の二の（２）における工事費、設計費、工

雑、用地補償、市負担金、分筆登記、地目変更、所有権

移転以外の支出に関する部分 

・第三号議案の事業別明細書（一）における補助金以外

の収入に関する部分及び工事費、設計費、工雑、用地補

償費以外の支出に関する部分 

審査会で見分したところ、当該部分は、当該法人の資金調達、経費の収支予算・決

算、取引先に関する情報など内部管理に属する情報であり、これを当該法人の事業活

動に関わりなく、本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、

期待に反し、当該法人の財政状況が推測されるなど、当該法人の正当な利益を害する

おそれがあると認められるので、旧条例第６条第２号本文に該当し、ただし書に該当

しないと判断される。 

 

 



 ５３ 

・第三号議案の事業別明細書（二）における補助金以外

の収入に関する部分及び工事費、工雑、市負担金、用地

費以外の支出に関する部分 

・第三号議案の事業別明細書（三）における補助金以外

の収入に関する部分及び工事費以外の支出に関する部

分 

・第三号議案の事業別明細書（四）における補助金以外

の収入に関する部分及び分筆登記、地目変更、所有権移

転以外の支出に関する部分 

・第三号議案の三 

・第三号議案の四 

・第四号議案の一 

・第四号議案の三、四 

・第五号議案における金額の部分 

・第六号議案における金額及び賦課率の部分 

・第七号議案における金額の部分 

・第八号議案における金額の部分 

・第九号議案における金額の部分 

・第十号議案における借入額、借入先 

・第十一号議案における金融機関名の部分 
 

 

公開請求にかかる行政文書 50 ○○土地改良区にかかる総代会議案綴（平成１２年３月２５日開催） 

 

公開しない部分 審査会の判断 公開すべき部分 

・個人の氏名、印影（公開部分を除く） 

 

審査会で見分したところ、処分庁が非公開としたのは、監査報告書の代表監事及び

監事の氏名及び印影、土地改良事業施行地区の組合員の代表者氏名であった。これは、

個人に関する情報であって特定の個人を識別することができるものであると判断さ

れ、旧条例第６条第１号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。 

 

・事業費調達に関する部分（公開部分を除く） 

・第１号議案の補助金以外の収入に関する部分及び請

負業者に関する部分 

・第２号議案の「平成１０年度収支決算書（一般会計）」 

・第２号議案の「平成１０年度特別会計決算書」におけ

る補助金以外の収入に関する部分及び県市補助金、工事

審査会で見分したところ、当該部分は、当該法人の資金調達、経費の収支予算・決

算、取引先に関する情報など内部管理に属する情報であり、これを当該法人の事業活

動に関わりなく、本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、

期待に反し、当該法人の財政状況が推測されるなど、当該法人の正当な利益を害する

おそれがあると認められるので、旧条例第６条第２号本文に該当し、ただし書に該当

しないと判断される。 

 



 ５４ 

費、工事雑費、測量試験費以外の支出に関する部分 

・第３号議案 

・第４号議案における補助金以外の収入に関する部分

及び請負業者に関する部分 

・第５号議案の「平成１１年度現計表」 

・第５号議案の「平成１１年度特別会計現計表」におけ

る補助金以外の収入に関する部分及び事業費以外の支

出に関する部分 

・第５号議案の「平成１１年度農地転用月別表」 

・第７号議案の「平成１２年度予算書（案）」 

・第８号議案における金融機関名の部分 

・第９号議案における料率に関する部分 

・第１０号議案における金額、金融機関名の部分 

・第１１号議案における金融機関名の部分 

 

 

 

公開請求にかかる行政文書 51 ○○土地改良区にかかる平成１２年度通常総代会議案（平成１２年３月３０日開催） 

 

公開しない部分 審査会の判断 公開すべき部分 

・個人の氏名（公開部分を除く） 

 

審査会で見分したところ、処分庁が非公開としたのは、監査報告書の総括監事及び監

事の氏名であった。これは、個人に関する情報であって特定の個人を識別することがで

きるものであると判断され、旧条例第６条第１号本文に該当し、ただし書に該当しない

と判断される。 

 

・事業費調達に関する部分（公開部分を除く） 

・第１号議案－２ 

・第１号議案－３ 

・第１号議案－４ 

・第２号議案（監査報告書を除く） 

・第３号議案－２における県、市補助金以外の収入

に関する部分及び工事費、測試、工雑以外の支出に

関する部分 

・第３号議案－３ 

・第３号議案－４ 

・第３号議案－５ 

審査会で見分したところ、当該部分は、当該法人の資金調達、経費の収支予算・決算、

取引先に関する情報など内部管理に属する情報であり、これを当該法人の事業活動に関

わりなく、本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反

し、当該法人の財政状況が推測されるなど、当該法人の正当な利益を害するおそれがあ

ると認められるので、旧条例第６条第２号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断

される。 

 

 



 ５５ 

・第４号議案における金額、負担率に関する部分 

・第６号議案における借入最高限度額、借入先に関

する部分 

・第７号議案における金融機関名に関する部分 

 

 

公開請求にかかる行政文書 52 ○○土地改良区にかかる平成１２年通常総代会議案（平成１２年３月２９日開催） 

 

公開しない部分 審査会の判断 公開すべき部分 

個人の氏名、印影（公開部分を除く） 

 

審査会で見分したところ、処分庁が非公開としたのは、監査報告書の代表監事及び監

事の氏名及び印影であった。これは、個人に関する情報であって特定の個人を識別する

ことができるものであると判断され、旧条例第６条第１号本文に該当し、ただし書に該

当しないと判断される。 

 

・事業費調達に関する部分（公開部分を除く） 

・第１号議案の「賦課金納入状況」「経理の状況」 

・第１号議案の「事業明細書」の（１）における市費

以外の収入に関する部分及び工事費、工雑以外の支

出に関する部分 

・第１号議案の「事業明細書」の（２）における市費

以外の収入に関する部分 

・第１号議案の「財産目録」 

・第２号議案（監査報告書を除く） 

・第３号議案 

・第４号議案の１ 

審査会で見分したところ、当該部分は、当該法人の資金調達、経費の収支予算・決算

に関する情報など内部管理に属する情報であり、これを当該法人の事業活動に関わりな

く、本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、当

該法人の財政状況が推測されるなど、当該法人の正当な利益を害するおそれがあると認

められるので、旧条例第６条第２号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。 

 

 

 

 

公開請求にかかる行政文書 53 ○○土地改良区にかかる第３８回通常総代会議案（平成１２年３月２５日開催） 

 

公開しない部分 審査会の判断 公開すべき部分 

・個人の氏名（公開部分を除く） 

 

審査会で見分したところ、処分庁が非公開としたのは、監査報告書の代表監事及び監

事の氏名、土地改良事業施行地区の組合員の代表者氏名であった。これは、個人に関す

る情報であって特定の個人を識別することができるものであると判断され、旧条例第６

条第１号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。 

 

・事業費調達に関する部分（公開部分を除く） 審査会で見分したところ、当該部分は、当該法人の資金調達、経費の収支予算・決算、  



 ５６ 

・第１号議案の１の（４） 

・第１号議案の２ 

・第１号議案の３における補助金以外の収入に関す

る部分 

・第１号議案の４（監査報告書を除く） 

・第２号議案の１における補助金以外の収入に関す

る部分 

・第２号議案の２ 

・第３号議案の３ 

・第４号議案における金額及び賦課率の部分 

・第５号議案における金額の部分 

・第６号議案における金額の部分 

・第７号議案における金融機関名の部分 

取引先に関する情報など内部管理に属する情報であり、これを当該法人の事業活動に関

わりなく、本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反

し、当該法人の財政状況が推測されるなど、当該法人の正当な利益を害するおそれがあ

ると認められるので、旧条例第６条第２号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断

される。 

 

 

 

公開請求にかかる行政文書 54 ○○土地改良区にかかる平成１２年通常総代会議案（平成１２年３月１７日開催） 

 

公開しない部分 審査会の判断 公開すべき部分 

・個人の氏名（公開部分を除く） 

 

審査会で見分したところ、処分庁が非公開としたのは、監査報告書の代表監事及び監

事の氏名、土地改良事業施行地区の組合員の代表者氏名であった。これは、個人に関す

る情報であって特定の個人を識別することができるものであると判断され、旧条例第６

条第１号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。 

 

・第１号議案－２ 

・第２号議案－１における補助金以外の収入に関す

る部分 

・第２号議案－２ 

・第２号議案－３ 

・第２号議案－４ 

・第２号議案－５ 

・第２号議案－６（監査報告書を除く） 

・第３号議案－１における補助金以外の収入に関す

る部分 

・第３号議案－２ 

・第３号議案－３ 

審査会で見分したところ、当該部分は、当該法人の資金調達、経費の収支予算・決算、

取引先に関する情報など内部管理に属する情報であり、これを当該法人の事業活動に関

わりなく、本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反

し、当該法人の財政状況が推測されるなど、当該法人の正当な利益を害するおそれがあ

ると認められるので、旧条例第６条第２号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断

される。 

 

 



 ５７ 

・第５号議案における金額の部分 

・第７号議案における借入金、借入先、償還の方法 

・第８号議案における金融機関名の部分 

 

 

公開請求にかかる行政文書 55 平成１２年度○○土地改良区通常総代会議案（平成１２年３月３１日開催） 

 

公開しない部分 審査会の判断 公開すべき部分 

・個人の氏名（公開部分を除く） 

 

審査会で見分したところ、処分庁が非公開としたのは、監査報告書の総括監事及び監

事の氏名であった。これは、個人に関する情報であって特定の個人を識別することがで

きるものであると判断され、旧条例第６条第１号本文に該当し、ただし書に該当しない

と判断される。 

 

・事業費調達に関する部分（公開部分を除く） 

・第１号議案の第一の３ 

・第１号議案の第二の工事請負業者に関する部分 

・第１号議案の第四 

・第１号議案の「財産目録」 

・第２号議案（補助金に関する部分及び事業費の受

託工事費に関する部分を除く） 

・第３号議案 

・第４号議案 

・第５号議案 

・第６号議案 

・第７号議案 

・第８号議案における市補助金以外の収入に関する

部分および市補助金繰出金以外の支出に関する部分 

・第９号議案の「平成１１年度一般会計収支出予算

書」（補助金に関する部分及び事業費の受託工事費に

関する部分を除く） 

・第１０号議案 

・第１１号議案における市補助金以外の収入に関す

る部分および市補助金繰出金以外の支出に関する部

分 

・第１３号議案（補助金に関する部分及び事業費の

審査会で見分したところ、当該部分は、当該法人の資金調達、経費の収支予算・決算、

取引先に関する情報など内部管理に属する情報であり、これを当該法人の事業活動に関

わりなく、本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反

し、当該法人の財政状況が推測されるなど、当該法人の正当な利益を害するおそれがあ

ると認められるので、旧条例第６条第２号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断

される。 

 

 



 ５８ 

受託工事費に関する部分並びに平成１２年度単独県

費・市費補助土地改良事業計画書を除く） 

・第１４号議案 

・第１５号議案 

・第１６号議案 

・第１７号議案 

・第１８号議案 

・第１９号議案における市補助金以外の収入に関す

る部分および市補助金繰出金以外の支出に関する部

分 

・第２１号議案における金融機関名の部分 

・第２２号議案における金額の部分 

・第２３号議案における金額の部分 

・第２４号議案における借入金の総額、借入金の利

息、借入先に関する部分 

 

 

公開請求にかかる行政文書 56 ○○土地改良区にかかる平成１０年度通常総代会議案（平成１２年３月２５日開催） 

 

公開しない部分 審査会の判断 公開すべき部分 

・個人の氏名、印影（公開部分を除く） 

 

審査会で見分したところ、処分庁が非公開としたのは、監査報告書の代表監事及び監

事の氏名及び印影、工事箇所近隣住宅の住人氏名であった。これは、個人に関する情報

であって特定の個人を識別することができるものであると判断され、旧条例第６条第１

号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。 

また、処分庁は第６号議案に記載された法人名を非公開としているが、これは、土地

改良区が行う工事の工事箇所を単に表示するために、工事箇所近隣の法人名を記載した

ものであり、これを公開することによって当該土地改良区及び当該法人の権利、競争上

の地位その他正当な利益を害するおそれがあるとまでは認められず、旧条例第６条第２

号に該当しないと判断される。 

第６号議案に記

載された法人名 

・事業費調達に関する部分（公開部分を除く） 

・第１号議案の３における金額の部分 

・第１号議案の４ 

・第１号議案の「財産目録報告書」 

・第２号議案 

審査会で見分したところ、当該部分は、当該法人の資金調達、経費の収支予算・決算、

取引先に関する情報など内部管理に属する情報であり、これを当該法人の事業活動に関

わりなく、本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反

し、当該法人の財政状況が推測されるなど、当該法人の正当な利益を害するおそれがあ

ると認められるので、旧条例第６条第２号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断

 



 ５９ 

・第３号議案における補助金以外の収入に関する部

分及び事業費以外の支出に関する部分 

・第４号議案 

・第５号議案（監査報告書を除く） 

・第７号議案 

・第８号議案における補助金以外の収入に関する部

分及び事業費以外の支出に関する部分 

・第９号議案 

・第１０号議案 

・第１１号議案における金額の部分 

・第１２号議案における金額の部分 

・第１３号議案における借入金限度額、借入先に関

する部分 

・第１４号議案における預入先に関する部分 

される。 

 

 

 

公開請求にかかる行政文書 57 ○○土地改良区にかかる平成１２年度通常総代会議案（平成１２年３月３０日開催） 

 

公開しない部分 審査会の判断 公開すべき部分 

・個人の氏名、印影（公開部分を除く） 

 

審査会で見分したところ、処分庁が非公開としたのは、監査報告書の代表監事及び監

事の氏名及び印影、当該法人の事務局職員氏名であった。これは、個人に関する情報で

あって特定の個人を識別することができるものであると判断され、旧条例第６条第１号

本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。 

 

・第１号議案１の財産目録 

・第１号議案２（県、市補助金に関する部分を除く） 

・第１号議案３－１ 

・第１号議案３－２ 

・第１号議案３－３ 

・第１号議案３－４における請負業者名 

・第１号議案３－４の県営における県、市補助金以

外の収入に関する部分及び工事費、測量試験費、工

事雑費、事務費以外の支出に関する部分 

・第１号議案３－４の県単、市単、衛生課における

県、市補助金以外の収入に関する部分及び工事費、

審査会で見分したところ、当該部分は、当該法人の資金調達、経費の収支予算・決算、

取引先に関する情報など内部管理に属する情報であり、これを当該法人の事業活動に関

わりなく、本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反

し、当該法人の財政状況が推測されるなど、当該法人の正当な利益を害するおそれがあ

ると認められるので、旧条例第６条第２号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断

される。 

 

 



 ６０ 

測量試験費、工事雑費以外の支出に関する部分 

・第１号議案３－４の国災、市災における県、市補助

金以外の収入に関する部分及び工事費、測量試験費、

工事雑費、事務雑費以外の支出に関する部分 

・第２号議案１（県、市補助金に関する部分を除く） 

・第２号議案２における県、市補助金以外の収入に

関する部分を除く 

・第３号議案２（県、市補助金に関する部分を除く） 

・第３号議案３における金額及び金融機関名の部分 

・第３号議案４における金額の部分 

・第３号議案５－１ 

・第３号議案５－２ 

・第３号議案５－３ 

 

 

公開請求にかかる行政文書 58 ○○土地改良区にかかる第３３回通常総代会議案（平成１２年３月１９日開催） 

 

公開しない部分 審査会の判断 公開すべき部分 

個人の氏名（公開部分を除く） 

・第１号議案 

審査会で見分したところ、処分庁が非公開としたのは、監査報告書の総括監事及び監

事の氏名、役員候補者の氏名であった。これは、個人に関する情報であって特定の個人

を識別することができるものであると判断され、旧条例第６条第１号本文に該当し、た

だし書に該当しないと判断される。 

 

・事業費調達に関する部分（公開部分を除く） 

・第２号議案の「平成１０年度単独県費補助土地改

良事業」における補助金以外の収入に関する部分 

・第２号議案の「平成１０年度単独市費補助土地改

良事業」における補助金以外の収入に関する部分 

・第２号議案の「平成１０年度災害復旧事業」におけ

る補助金以外の収入に関する部分 

・第２号議案の「平成１０年度事業報告並びに収支

決算承認について」（事業補助金及び事業費に関する

部分を除く） 

・第３号議案 

・第４号議案の「平成１２年度団体営基盤整備促進

審査会で見分したところ、当該部分は、当該法人の資金調達、経費の収支予算・決算、

取引先に関する情報など内部管理に属する情報であり、これを当該法人の事業活動に関

わりなく、本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反

し、当該法人の財政状況が推測されるなど、当該法人の正当な利益を害するおそれがあ

ると認められるので、旧条例第６条第２号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断

される。 

 

 



 ６１ 

事業」における補助金以外の収入に関する部分 

・第４号議案の「平成１２年度単独県費補助土地改

良事業」における補助金以外の収入に関する部分 

・第４号議案の「平成１２年度単独市費補助土地改

良事業」における補助金以外の収入に関する部分 

・第４号議案の「平成１２年度一般会計予算（案）」

（事業補助金及び事業費に関する部分を除く） 

・第５号議案における金額の部分 

・第６号議案における金額の部分 

・第７号議案における借入先、借入最高限度額、借入

方法に関する部分 

・第８号議案における金融機関名の部分 

・附表における賦課金算出基準に関する部分 

 

 

公開請求にかかる行政文書 59 平成１２年○○土地改良区通常総代会議案（平成１２年３月２８日開催） 

 

公開しない部分 審査会の判断 公開すべき部分 

・個人の氏名（公開部分を除く） 

 

審査会で見分したところ、処分庁が非公開としたのは、○○地区土地改良協議会総会

における土地改良功労表彰者の氏名であった。これは、個人に関する情報であって特定

の個人を識別することができるものであると判断され、旧条例第６条第１号本文に該当

し、ただし書に該当しないと判断される。 

 



 ６２ 

・議案第１号における基盤整備促進事業に関する部

分 

・議案第１号における施行者、指名業者数に関する

部分 

・議案第２号（補助金に関する部分を除く） 

・議案第３号における基盤整備促進事業及び補助金

以外の収入に関する部分 

・議案第４号（監査報告書を除く） 

・議案第５号（補助金に関する部分を除く） 

・議案第６号における補助金以外の収入に関する部

分 

・議案第７号（補助金に関する部分を除く） 

・議案第９号における補助金以外の収入に関する部

分 

・議案第１０号における借入最高限度額、借入金融

機関、取扱金融機関、償還方法、利率、償還期間、償

還財源に関する部分 

・議案第１１号における最高限度額、借入機関、利

息に関する部分 

・議案第１２号における金融機関名の部分 

・債務負担行為で平成１２年度支出額及び１３年度

以降の支出予定額に関する調書 

審査会で見分したところ、当該部分は、当該法人の資金調達、経費の収支予算・決算、

取引先に関する情報など内部管理に属する情報であり、これを当該法人の事業活動に関

わりなく、本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反

し、当該法人の財政状況が推測されるなど、当該法人の正当な利益を害するおそれがあ

ると認められるので、旧条例第６条第２号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断

される。 

 

 

 

 

公開請求にかかる行政文書 60 ○○土地改良区にかかる第３７回通常総代会議案（平成１２年３月２９日開催） 

 

公開しない部分 審査会の判断 公開すべき部分 

・議案第１号の「平成１１年度事業計画変更書」に

おける融資単独土地改良事業、町単独土地改良事業、

調査設計事業に関する部分 

・議案第２号の「平成１１年度一般会計補正予算承

認について」における金額の部分 

・議案第２号の「平成１１年度一般会計補正予算書」

（補助金に関する部分を除く） 

審査会で見分したところ、当該部分は、当該法人の資金調達、経費の収支予算・決算、

取引先に関する情報など内部管理に属する情報であり、これを当該法人の事業活動に関

わりなく、本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反

し、当該法人の財政状況が推測されるなど、当該法人の正当な利益を害するおそれがあ

ると認められるので、旧条例第６条第２号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断

される。 

 

 



 ６３ 

・議案第３号の「平成１１年度特別会計補正予算書」

における融資単独土地改良事業、調査設計事業、町

単独土地改良事業に関する部分及び補助金以外の収

入に関する部分 

・議案第４号 

・議案第５号における維持管理適正化事業及び単独

土地改良事業に関する部分 

・議案第６号の「平成１２年度一般会計予算承認に

ついて」における金額の部分 

・議案第６号の「平成１２年度一般会計予算書」（町

補助金に関する部分を除く） 

・議案第７号の「平成１２年度特別会計予算書」に

おける維持管理適正化事業、単独土地改良事業に関

する部分及び補助金以外の収入に関する部分 

・議案第８号における金額および区債目的、借入金

融機関、取扱金融機関、償還方法、利率、償還期間、

償還財源に関する部分 

・議案第９号における最高限度額、借入機関、利息

に関する部分 

・議案第１０号における金融機関名の部分 

・議案第１２号における金額の部分、「平成１２年度

借入金償還金に伴う特別賦課金」 

・議案第１３号における金額及び徴収基準に関する

部分 

 

 

公開請求にかかる行政文書 61 平成１２年度○○土地改良区総代会議案（平成１２年３月２３日開催） 

 

公開しない部分 審査会の判断 公開すべき部分 

・個人の氏名（公開部分を除く） 

 

審査会で見分したところ、処分庁が非公開としたのは、土地改良事業施行地区の組合

員の代表者氏名であった。これは、個人に関する情報であって特定の個人を識別するこ

とができるものであると判断され、旧条例第６条第１号本文に該当し、ただし書に該当

しないと判断される。 

 



 ６４ 

・第１号議案の（１）の（ロ）における補助金以外の

収入に関する部分 

・第２号議案の「平成１２年度一般会計収支予算書」

（補助金に関する部分を除く） 

・第３号議案の（１）の（ロ）における補助金以外の

収入に関する部分 

・第４号議案 

・第５号議案の「借入限度額」における借入金、利

率、借入先、償還期間、償還方法に関する部分 

・第５号議案の「一時借入限度額」における借入限度

額、利率、借入先に関する部分 

・第６号議案における賦課基準及び徴収額、徴収方

法に関する部分 

審査会で見分したところ、当該部分は、当該法人の資金調達、経費の収支予算・決算、

取引先に関する情報など内部管理に属する情報であり、これを当該法人の事業活動に関

わりなく、本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反

し、当該法人の財政状況が推測されるなど、当該法人の正当な利益を害するおそれがあ

ると認められるので、旧条例第６条第２号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断

される。 

 

 

 

 

公開請求にかかる行政文書 62 ○○土地改良区にかかる総代会議案（平成１２年３月２５日開催） 

 

公開しない部分 審査会の判断 公開すべき部分 

・個人の氏名（公開部分を除く） 

 

審査会で見分したところ、処分庁が非公開としたのは、監査報告書の代表監事及び監

事の氏名であった。これは、個人に関する情報であって特定の個人を識別することがで

きるものであると判断され、旧条例第６条第１号本文に該当し、ただし書に該当しない

と判断される。 

 

・事業費調達に関する部分（公開部分を除く） 

・第１号議案（補助金に関する部分及び監査書を除

く） 

・第３号議案（ロ） 

・第３号議案（二）における補助金以外の収入に関す

る部分 

・第４号議案における賦課基準 

・第５号議案における金額の部分 

・第６号議案における金額の部分 

・第７号議案における金融機関名の部分 

・第９号議案（補助金に関する部分を除く） 

審査会で見分したところ、当該部分は、当該法人の資金調達、経費の収支予算・決算、

取引先に関する情報など内部管理に属する情報であり、これを当該法人の事業活動に関

わりなく、本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反

し、当該法人の財政状況が推測されるなど、当該法人の正当な利益を害するおそれがあ

ると認められるので、旧条例第６条第２号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断

される。 

 

 



 ６５ 

・第８号議案 審査会で見分したところ、当該部分は、当該法人の財産に関する内部管理に属する情

報であり、これを当該法人の事業活動に関わりなく、本条例により広く一般に公開する

ことは、当該法人の正当な意思、期待に反し、当該法人の財政状況が推測されるなど、

当該法人の正当な利益を害するおそれがあると認められるので、旧条例第６条第２号本

文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。 

 

 

 

公開請求にかかる行政文書 63 ○○土地改良区にかかる平成１０年度総代会資料（平成１２年６月９日開催） 

 

公開しない部分 審査会の判断 公開すべき部分 

・個人の氏名、印影 

 

審査会で見分したところ、処分庁が非公開としたのは、監査報告書の監事の氏名及び

印影であった。 

これは、個人に関する情報であって特定の個人を識別することができるものであるか

ら、旧条例第６条第１号本文に該当すると判断される。 

 次に、ただし書の該当性について検討する。 

審査会で調査したところ、監査報告書には、監事全員の氏名が表示されていた。土地

改良区の監事氏名については、土地改良法第１８条第１７項の規定により、県知事によ

って公告されていることから、これらの氏名については、法令の規定により公にされて

いる情報と認められるので、ただし書イに該当すると判断される。 

印影については、ただし書のいずれにも該当しないと判断される。 

監査報告書の監

事の氏名 

 

・事業費調達に関する部分（公開部分を除く） 

・第１号議案「平成１１年度○○土地改良区歳入歳

出決算書」（町助成金に関する部分を除く） 

・第２号議案「平成１２年度○○土地改良区予算書

（案）」（町助成金に関する部分を除く） 

審査会で見分したところ、当該部分は、当該法人の資金調達、経費の収支予算・決算

に関する情報など内部管理に属する情報であり、これを当該法人の事業活動に関わりな

く、本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、当

該法人の財政状況が推測されるなど、当該法人の正当な利益を害するおそれがあると認

められるので、旧条例第６条第２号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。 

 

 

 

公開請求にかかる行政文書 64 ○○土地改良区にかかる平成１１年度総代会議案（平成１２年３月２２日開催） 

 

公開しない部分 審査会の判断 公開すべき部分 

・個人の氏名、印影 

 

審査会で見分したところ、処分庁が非公開としたのは、監査報告書の監事の氏名及び

印影であった。 

監査報告書の監

事の氏名 



 ６６ 

これは、個人に関する情報であって特定の個人を識別することができるものであるか

ら、旧条例第６条第１号本文に該当すると判断される。 

 次に、ただし書の該当性について検討する。 

審査会で調査したところ、監査報告書には、監事全員の氏名が表示されていた。土地

改良区の監事氏名については、土地改良法第１８条第１７項の規定により、県知事によ

って公告されていることから、これらの氏名については、法令の規定により公にされて

いる情報と認められるので、ただし書イに該当すると判断される。 

印影については、ただし書のいずれにも該当しないと判断される。 

 

・事業費調達に関する部分（公開部分を除く） 

・議案第１号の１（助成金に関する部分を除く） 

・議案第１号の２における補助金以外の収入に関す

る部分及び会議費、事業費以外の支出に関する部分 

・議案第１号の３における補助金以外の収入に関す

る部分 

・議案第１号の４における補助金以外の収入に関す

る部分及び会議費、事業費以外の支出に関する部分 

・議案第１号の５（意見書を除く） 

・議案第２号の１（助成金を除く） 

・議案第２号の２における補助金以外の収入に関す

る部分 

・議案第２号の３における補助金以外の収入に関す

る部分及び会議費、事業費以外の支出に関する部分 

・議案第３号の１（助成金に関する部分を除く） 

・議案第３号の２における補助金以外の収入に関す

る部分及び会議費、事業費以外の支出に関する部分 

・議案第３号の３における補助金以外の収入に関す

る部分及び会議費、事業費以外の支出に関する部分 

・議案第３号の４における借入金の最高限度額、利

子、借入先、借入時期、償還時期、償還財源の部分 

審査会で見分したところ、当該部分は、当該法人の資金調達、経費の収支予算・決算、

取引先に関する情報など内部管理に属する情報であり、これを当該法人の事業活動に関

わりなく、本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反

し、当該法人の財政状況が推測されるなど、当該法人の正当な利益を害するおそれがあ

ると認められるので、旧条例第６条第２号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断

される。 

 

 

 

 

公開請求にかかる行政文書 65 第３４回○○土地改良区通常総代会議案（平成１２年３月２８日開催） 

 



 ６７ 

公開しない部分 審査会の判断 公開すべき部分 

・事業費調達に関する部分（公開部分を除く） 

・第２号議案の「平成１０年度一般会計収支決算書」

（補助金に関する部分を除く） 

・第２号議案の「平成１０年度特別会計収支決算書」

における補助金以外の収入に関する部分 

・第２号議案の「財産目録」 

・第３号議案の農道水路改修工事に関する部分 

・第４号議案の「平成１２年度一般会計収支予算書」

（補助金に関する部分を除く） 

・第４号議案の「平成１２年度特別会計収支予算書」

における補助金以外の収入に関する部分 

・第５号議案における金融機関名の部分 

・第７号議案における金額の部分 

・第８号議案における歳入費目、徴収金額の部分 

・１２年度償還金 

審査会で見分したところ、当該部分は、当該法人の資金調達、経費の収支予算・決算、

取引先に関する情報など内部管理に属する情報であり、これを当該法人の事業活動に関

わりなく、本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反

し、当該法人の財政状況が推測されるなど、当該法人の正当な利益を害するおそれがあ

ると認められるので、旧条例第６条第２号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断

される。 

 

 

 

 

公開請求にかかる行政文書 66 第３０回○○土地改良区通常総代会議案（平成１２年３月２５日開催） 

 

公開しない部分 審査会の判断 公開すべき部分 

・個人の氏名、印影（公開部分を除く） 

 

審査会で見分したところ、処分庁が非公開としたのは、監査報告書の総括監事及び監

事の氏名及び印影であった。これは、個人に関する情報であって特定の個人を識別する

ことができるものであると判断され、旧条例第６条第１号本文に該当し、ただし書に該

当しないと判断される。 

 

・事業費調達に関する部分（公開部分を除く） 

・第１号議案の第２における施工業者名に関する部

分 

・第１号議案の第４の１，３ 

・第１号議案の「借入金の状況」 

・第１号議案の「財産目録」 

・第２号議案の１「一般会計収支決算書」（補助金に

関する部分を除く） 

審査会で見分したところ、当該部分は、当該法人の資金調達、経費の収支予算・決算、

取引先に関する情報など内部管理に属する情報であり、これを当該法人の事業活動に関

わりなく、本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反

し、当該法人の財政状況が推測されるなど、当該法人の正当な利益を害するおそれがあ

ると認められるので、旧条例第６条第２号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断

される。 

 

 



 ６８ 

・第２号議案の「平成１０年度土地改良事業特別会

計収支決算書」における補助金以外の収入に関する

部分 

・第２号議案の「平成１０年度財政調整積立特別会

計収支決算書」 

・第２号議案の「平成１０年度職員退職給与積立金

特別会計収支決算書」 

・第３号議案の「平成１１年度収支補正予算につい

て」における一般会計、財政調整積立金特別会計、職

員退職給与積立金特別会計 

・第３号議案の「平成１１年度一般会計収支補正予

算書」 

（補助金に関する部分を除く） 

・第３号議案の「平成１１年度土地改良事業特別会

計収支補正予算書」における県、町補助金以外の収

入に関する部分 

・第３号議案の「農林漁業資金借入実行について」 

・第３号議案の「平成１１年度財政調整積立金特別

会計収支補正予算書」 

・第３号議案の「平成１１年度職員退職給与積立金

特別会計収支補正予算書」 

・第５号議案の「平成１２年度一般会計収支予算書

（案）」（補助金に関する部分を除く） 

・第５号議案の「平成１２年度土地改良事業特別会

計収支予算書（案）」における県、町補助金以外の収

入に関する部分 

・第５号議案の「平成１２年度財政調整積立金特別

会計収支予算書（案）」 

・第５号議案の「平成１２年度職員退職給与積立金

特別会計収支予算書（案）」 

・第５号議案の「一般会計組合費の内訳」 

・第６号議案の賦課金賦課基準に関する部分 

・第６号議案の「平成１２年度土地改良事業長期資

金借入金償還賦課金」 

・第６号議案の「平成１２年度○○賦課金」 



 ６９ 

・第７号議案における一時借入金の最高限度額、内

訳、借入先、資金使途、借入金の利率の部分 

・第８号議案の金融機関名の部分 

 

 

公開請求にかかる行政文書 67 ○○土地改良区にかかる平成１１年度通常総代会議案（平成１２年３月３０日開催） 

 

公開しない部分 審査会の判断 公開すべき部分 

・個人の氏名、印影（公開部分を除く） 

 

審査会で見分したところ、処分庁が非公開としたのは、監査報告書の代表監事及び監

事の氏名及び印影であった。これは、個人に関する情報であって特定の個人を識別する

ことができるものであると判断され、旧条例第６条第１号本文に該当し、ただし書に該

当しないと判断される。 

 

・事業費調達に関する部分（公開部分を除く） 

・第１号議案（公開部分を除く） 

・第２号議案の「平成１０年度一般会計収支決算書」

（補助金に関する部分を除く） 

・第２号議案の「平成１０年度特別会計収支決算書」

における国、町補助金以外の収入に関する部分 

・第３号議案（監査報告書を除く） 

・第４号議案の「平成１１年度一般会計収支補正予

算書」（補助金に関する部分を除く） 

・第４号議案の「平成１１年度特別会計収支補正予

算書」における国、町補助金以外の収入に関する部

分 

・第６号議案の「平成１２年度一般会計収支予算書」

（補助金に関する部分を除く） 

・第６議案の「平成１２年度特別会計収支予算書」

における国、町補助金以外の収入に関する部分 

・第７号議案における借入金額、借入利率、元金の

償還方法及び利息の支払方法並びに時期に関する部

分 

・第８号議案における金額の部分 

・第９号議案における金融機関名及び金額の部分 

審査会で見分したところ、当該部分は、当該法人の資金調達、経費の収支予算・決算、

取引先に関する情報など内部管理に属する情報であり、これを当該法人の事業活動に関

わりなく、本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反

し、当該法人の財政状況が推測されるなど、当該法人の正当な利益を害するおそれがあ

ると認められるので、旧条例第６条第２号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断

される。 

 

 

 



 ７０ 

 

公開請求にかかる行政文書 68 ○○土地改良区にかかる平成１２年度通常総代会議案書（平成１２年３月２９日開催） 

 

公開しない部分 審査会の判断 公開すべき部分 

・議案第１号の１（補助金に関する部分を除く） 

・議案第１号の２ 

・議案第１号の４ 

・議案第１号の５ 

・議案第２号の１における（補助金及び土地改良事

業費に関する部分を除く） 

・議案第２号の２ 

・議案第３号の１（補助金及び土地改良事業費に関

する部分を除く） 

・議案第４号の１ 

・議案第５号の１（補助金に関する部分を除く） 

・議案第５号の２ 

・議案第６号（補助金及び土地改良事業費に関する

部分を除く） 

・議案第７号（補助金及び土地改良事業費に関する

部分を除く） 

・議案第８号 

・議案第９号における金額の部分 

・議案第１０号における借入金額、借入利率、借入

先、借入期間、償還財源に関する部分 

・議案第１１号における金融機関名の部分 

審査会で見分したところ、当該部分は、当該法人の資金調達、経費の収支予算・決算、

取引先に関する情報など内部管理に属する情報であり、これを当該法人の事業活動に関

わりなく、本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反

し、当該法人の財政状況が推測されるなど、当該法人の正当な利益を害するおそれがあ

ると認められるので、旧条例第６条第２号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断

される。 

 

 

 

 

公開請求にかかる行政文書 69 ○○土地改良区にかかる第５３回通常総代会議案（平成１２年３月１８日開催） 

 

公開しない部分 審査会の判断 公開すべき部分 

個人の氏名（公開部分を除く） 

 

審査会で見分したところ、処分庁が非公開としたのは、監査報告書の総括監事及び監

事の氏名、議長及び議事録署名人の氏名であった。これは、個人に関する情報であって

特定の個人を識別することができるものであると判断され、旧条例第６条第１号本文に

 



 ７１ 

該当し、ただし書に該当しないと判断される。 

・事業費調達に関する部分（公開部分を除く） 

・報告２における工事施工業者に関する部分 

・報告５の１ 

・報告５の２（補助金に関する部分を除く） 

・報告５の３ 

・第１号議案の報告２における工事施工業者に関す

る部分 

・第１号議案の報告５の１、２ 

・第１号議案の報告５の３における単独県費補助土

地改良事業及び単独県費補助土地改良事業、香川県

○○土地改良事業に関する部分 

・第１号議案の「財産目録」 

・第２号議案（補助金及び補修改良費、災害復旧費

に関する部分を除く） 

・第３号議案 

・第４号議案 

・第５号議案 

・第６号議案 

・第７号議案（監査報告書を除く） 

・第８号議案 

・第９号議案２（補助金及び補修改良費、災害復旧

費に関する部分を除く） 

・第１０号議案 

・第１１号議案 

・第１２号議案 

・第１３号議案 

・第１４号議案 

・第１５号議案における借入金の限度額、借入金の

利息、借入先、償還の方法、預入先金融機関に関す

る部分 

・第１６号議案における金額の部分 

審査会で見分したところ、当該部分は、当該法人の資金調達、経費の収支予算・決算、

取引先に関する情報など内部管理に属する情報であり、これを当該法人の事業活動に関

わりなく、本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反

し、当該法人の財政状況が推測されるなど、当該法人の正当な利益を害するおそれがあ

ると認められるので、旧条例第６条第２号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断

される。 

 

 

 

 



 ７２ 

公開請求にかかる行政文書 70 ○○土地改良区にかかる第４５回総代会議案（平成１２年３月２６日開催） 

 

公開しない部分 審査会の判断 公開すべき部分 

・事業費調達に関する部分（公開部分を除く） 

・第１号議案における施工業者に関する部分 

・第２号議案（補助金、水道局収入及び事業費の新

設改良費、災害復旧費に関する部分を除く） 

・第３号議案 

・第４号議案 

・第５号議案（監査報告書を除く） 

・第６号議案（２）（補助金、水道局収入及び事業費

の新設改良費、災害復旧費に関する部分を除く） 

・第７号議案 

・第８号議案 

・第９号議案 

・第１０号議案における金融機関名の部分 

・第１２号議案における金額の部分 

審査会で見分したところ、当該部分は、当該法人の資金調達、経費の収支予算・決算、

取引先に関する情報など内部管理に属する情報であり、これを当該法人の事業活動に関

わりなく、本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反

し、当該法人の財政状況が推測されるなど、当該法人の正当な利益を害するおそれがあ

ると認められるので、旧条例第６条第２号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断

される。 

 

 

 

 

公開請求にかかる行政文書 71 ○○土地改良区にかかる第４７回通常総代会議案（平成１２年３月２６日開催） 

 

公開しない部分 審査会の判断 公開すべき部分 

・個人の氏名（公開部分を除く） 

 

審査会で見分したところ、処分庁が非公開としたのは、監査報告書の総括監事及び監

事の氏名であった。これは、個人に関する情報であって特定の個人を識別することがで

きるものであると判断され、旧条例第６条第１号本文に該当し、ただし書に該当しない

と判断される。 

 

・事業費調達に関する部分（公開部分を除く） 

・第１号議案における請負業者に関する部分 

・第２号議案の１（補助金及び使用料に関する部分

を除く） 

・第２号議案の２ 

・第２号議案の３ 

・第２号議案の４ 

・第２号議案の５ 

審査会で見分したところ、当該部分は、当該法人の資金調達、経費の収支予算・決算、

取引先に関する情報など内部管理に属する情報であり、これを当該法人の事業活動に関

わりなく、本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反

し、当該法人の財政状況が推測されるなど、当該法人の正当な利益を害するおそれがあ

ると認められるので、旧条例第６条第２号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断

される。 

 

 



 ７３ 

・第２号議案の６ 

・第２号議案の７ 

・第２号議案の８ 

・第２号議案の９ 

・第２号議案の１０ 

・第２号議案の１１ 

・第２号議案の１２における県、町補助金以外の収

入に関する部分 

・第３号議案（監査報告書を除く） 

・第５号議案の１（補助金及び使用料に関する部分

を除く） 

・第５号議案の２ 

・第５号議案の３ 

・第５号議案の４ 

・第５号議案の５（一般会計より補助金を除く） 

・第５号議案の６ 

・第５号議案の７ 

・第５号議案の８ 

・第６号議案における金額の部分 

・第７号議案における一時借入最高限度額金額と償

還方法に関する部分 

・第８号議案における金融機関名の部分 

・第９号議案における金額の部分 

・第１０号議案における金額の部分 

 

 

公開請求にかかる行政文書 72 ○○土地改良区にかかる第２１回通常総代会議案（平成１２年３月２６日開催） 

 

公開しない部分 審査会の判断 公開すべき部分 

・個人の氏名（公開部分を除く） 

 

審査会で見分したところ、処分庁が非公開としたのは、監査報告書の代表監事及び監

事の氏名であった。これは、個人に関する情報であって特定の個人を識別することがで

きるものであると判断され、旧条例第６条第１号本文に該当し、ただし書に該当しない

と判断される。 

 



 ７４ 

・事業費調達に関する部分（公開部分を除く） 

・第１号議案における施工業者に関する部分 

・第２号議案 

・第３号議案（補助金に関する部分を除く） 

・第４号議案 

・第５号議案 

・第６号議案 

・第７号議案 

・第８号議案における補助金以外の収入に関する部

分 

・第９号議案における補助金以外の収入に関する部

分 

・第１０号議案における補助金以外の収入に関する

部分 

・第１１号議案（監査報告書を除く） 

・第１２号議案（補助金に関する部分を除く） 

・第１３号議案 

・第１４号議案 

・第１５号議案 

・第１６号議案 

・第１７号議案における補助金以外の収入に関する

部分 

・第１８号議案 

・第１９号議案（補助金に関する部分を除く） 

・第２０号議案 

・第２１号議案 

・第２２号議案 

・第２３号議案 

・第２４号議案における補助金以外の収入に関する

部分 

・第２５号議案における補助金以外の収入に関する

部分 

・第２６号議案における補助金以外の収入に関する

部分 

・第２７号議案 

審査会で見分したところ、当該部分は、当該法人の資金調達、経費の収支予算・決算、

取引先に関する情報など内部管理に属する情報であり、これを当該法人の事業活動に関

わりなく、本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反

し、当該法人の財政状況が推測されるなど、当該法人の正当な利益を害するおそれがあ

ると認められるので、旧条例第６条第２号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断

される。 
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・第２９号議案における金額及び負担割合に関する

部分 

・第３０号議案における金額の部分 

・第３１号議案における金融機関名の部分 

・第３２号議案における金融機関名、借入金の限度

額、借入金の利息、借入先、償還方法に関する部分 

 

公開請求にかかる行政文書 73 ○○土地改良区にかかる第１４回通常総代会議案（平成１２年３月２４日開催） 

 

公開しない部分 審査会の判断 公開すべき部分 

・個人の氏名、印影（公開部分を除く） 

 

審査会で見分したところ、処分庁が非公開としたのは、監査報告書の総括監事及び監

事の氏名及び印影であった。これは、個人に関する情報であって特定の個人を識別する

ことができるものであると判断され、旧条例第６条第１号本文に該当し、ただし書に該

当しないと判断される。 

 

・第１号議案～１の４ 

・第１号議案～２ 

・第２号議案～１（補助金に関する部分を除く） 

・第２号議案～２（監査報告書を除く） 

・第３号議案 

・第４号議案～１（補助金に関する部分を除く） 

・第４号議案～２ 

・第５号議案における金額の部分 

・第６号議案における金融機関名、借入金額、借入

利率、償還の方法及び償還財源に関する部分 

・第７号議案における借入金の最高限度額、借入利

率、借入先に関する部分 

・第８号議案における金融機関名の部分 

審査会で見分したところ、当該部分は、当該法人の資金調達、経費の収支予算・決算、

取引先に関する情報など内部管理に属する情報であった。審査会で調査したところ、当

該法人は、処分時において他の法人と合併し、合併後の法人にその権利義務が承継され

ていることが確認された。よって、当該情報を本条例により広く一般に公開することは、

合併後の法人の正当な意思、期待に反し、財政状況が推測されるなど、正当な利益を害

するおそれがあると認められるので、旧条例第６条第２号本文に該当し、ただし書に該

当しないと判断される。 

 

 

 



 ７６ 

別表２  

1 ○○土地改良区にかかる平成１１年度通常総代会提出議案書（平成１１年３月３１日開催） 

2 ○○土地改良区にかかる平成１１年通常総代会議案（平成１１年３月２３日開催） 

3 ○○土地改良区にかかる平成１１年度通常総代会議案書（平成１１年３月３０日開催） 

4 ○○土地改良区にかかる平成１１年度通常総代会議案（平成１１年３月２８日開催） 

5 ○○土地改良区にかかる平成１１年度通常総代会議案（平成１１年３月３１日開催） 

6 ○○土地改良区にかかる平成１１年度通常総代会議案（平成１１年３月２７日開催） 

7 ○○土地改良区にかかる平成１１年度通常総代会議案（平成１１年３月３０日開催） 

8 ○○土地改良区にかかる第４８回通常総代会議案（平成１１年３月２１日開催） 

9 ○○土地改良区にかかる第７１回通常総代会（平成１１年３月２６日開催） 

10 ○○土地改良区にかかる第５２回通常総代会議案（平成１１年３月２２日開催） 

11 ○○土地改良区通常総代会議案（平成１１年３月３０日開催） 

12 第４６回○○土地改良区総代会議書（平成１１年３月２３日開催） 

13 ○○土地改良区にかかる第三十八回通常総代会議案（平成１１年３月１７日開催） 

14 ○○土地改良区にかかる総代会議案綴（平成１１年３月２７日開催） 

15 ○○土地改良区にかかる平成１１年度通常総代会議案（平成１１年３月３０日開催） 

16 ○○土地改良区にかかる平成１１年通常総代会議案（平成１１年３月３１日開催） 

17 ○○土地改良区にかかる第３７回通常総代会議案（平成１１年３月３１日開催） 

18 ○○土地改良区にかかる平成１１年通常総代会議案（平成１１年１月２４日開催） 

19 平成１１年度○○土地改良区通常総代会議案（平成１１年３月３１日開催） 

20 ○○土地改良区にかかる平成１１年度通常総代会議案（平成１１年３月２７日開催） 

21 ○○土地改良区にかかる平成１１年度通常総代会議案（平成１１年３月２８日開催） 

22 ○○土地改良区にかかる第３２回通常総代会議案（平成１１年３月２６日開催） 

23 平成１１年○○土地改良区通常総代会議案（平成１１年３月２３日開催） 

24 ○○土地改良区にかかる第３６回通常総代会議案（平成１１年３月２６日開催） 

25 平成１１年度○○土地改良区総代会議案（平成１１年３月２８日開催） 

26 ○○土地改良区にかかる総代会議案（平成１１年３月２８日開催） 

27 ○○土地改良区にかかる平成１１年度総代会資料（平成１１年７月２８日開催） 

28 ○○土地改良区にかかる平成１０年度総代会議案（平成１１年３月３日開催） 

29 第３３回○○土地改良区通常総代会議案（平成１１年３月１８日開催） 

30 第２９回○○土地改良区通常総代会議案（平成１１年３月２７日開催） 

31 ○○土地改良区にかかる平成１０年度通常総代会議案（平成１１年３月２９日開催） 

32 ○○土地改良区にかかる平成１１年度通常総代会議案書（平成１１年２月２６日開催） 

33 ○○土地改良区にかかる第５２回通常総代会議案（平成１１年３月２０日開催） 

34 ○○土地改良区にかかる第４４回総代会議案（平成１１年３月７日開催） 

35 ○○土地改良区にかかる第２０回通常総代会議案（平成１１年３月２８日開催） 

36 ○○土地改良区にかかる第１３回通常総代会議案（平成１１年３月２６日開催） 
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37 ○○土地改良区にかかる平成１２年度通常総代会議案（平成１２年３月３１日開催） 

38 ○○土地改良区にかかる平成１２年度通常総代会議案書（平成１２年３月２７日開催） 

39 ○○土地改良区にかかる平成１２年度通常総代会議案（平成１２年３月２５日開催） 

40 ○○土地改良区にかかる平成１２年度通常総代会議案（平成１２年３月３１日開催） 

41 ○○土地改良区にかかる平成１２年度通常総代会議案（平成１２年３月２５日開催） 

42 ○○土地改良区にかかる平成１２年度通常総代会議案（平成１２年３月２６日開催） 

43 ○○土地改良区にかかる第４９回通常総代会議案（平成１２年３月１９日開催） 

44 ○○土地改良区にかかる第７２回通常総代会（平成１２年３月２４日開催） 

45 ○○土地改良区にかかる第５３回通常総代会議案（平成１２年３月１８日開催） 

46 ○○土地改良区通常総代会議案（平成１２年３月３０日開催） 

47 ○○土地改良区にかかる平成１２年度通常総代会議案書（平成１２年３月２８日開催） 

48 第４７回○○土地改良区総代会議案書（平成１２年３月２８日開催） 

49 ○○土地改良区にかかる第三十九回通常総代会議案（平成１２年３月１６日開催） 

50 ○○土地改良区にかかる総代会議案綴（平成１２年３月２５日開催） 

51 ○○土地改良区にかかる平成１２年度通常総代会議案（平成１２年３月３０日開催） 

52 ○○土地改良区にかかる平成１２年通常総代会議案（平成１２年３月２９日開催） 

53 ○○土地改良区にかかる第３８回通常総代会議案（平成１２年３月２５日開催） 

54 ○○土地改良区にかかる平成１２年通常総代会議案（平成１２年３月１７日開催） 

55 平成１２年度○○土地改良区通常総代会議案（平成１２年３月３１日開催） 

56 ○○土地改良区にかかる平成１２年度通常総代会議案（平成１２年３月２５日開催） 

57 ○○土地改良区にかかる平成１２年度通常総代会議案（平成１２年３月３０日開催） 

58 ○○土地改良区にかかる第３３回通常総代会議案（平成１２年３月１９日開催） 

59 平成１２年○○土地改良区通常総代会議案（平成１２年３月２８日開催） 

60 ○○土地改良区にかかる第３７回通常総代会議案（平成１２年３月２９日開催） 

61 平成１２年度○○土地改良区総代会議案（平成１２年３月２３日開催） 

62 ○○土地改良区にかかる総代会議案（平成１２年３月２５日開催） 

63 ○○土地改良区にかかる平成１２年度総代会資料（平成１２年６月９日開催） 

64 ○○土地改良区にかかる平成１１年度総代会議案（平成１２年３月２２日開催） 

65 第３４回○○土地改良区通常総代会議案（平成１２年３月２８日開催） 

66 第３０回○○土地改良区通常総代会議案（平成１２年３月２５日開催） 

67 ○○土地改良区にかかる平成１１年度通常総代会議案（平成１２年３月３０日開催） 

68 ○○土地改良区にかかる平成１２年度通常総代会議案書（平成１２年３月２９日開催） 

69 ○○土地改良区にかかる第５３回通常総代会議案（平成１２年３月１８日開催） 

70 ○○土地改良区にかかる第４５回総代会議案（平成１２年３月２６日開催） 

71 ○○土地改良区にかかる第４７回通常総代会議案（平成１２年３月２６日開催） 

72 ○○土地改良区にかかる第２１回通常総代会議案（平成１２年３月２６日開催） 

73 ○○土地改良区にかかる第１４回通常総代会議案（平成１２年３月２４日開催） 
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別表３  

公開請求にかかる行政文書 1 ○○土地改良区にかかる平成１１年度通常総

代会提出議案書（平成１１年３月３１日開催） 

公開しない部分 公開しない理由 

・個人の氏名 旧条例第６条第１号該当 

 

特定の個人が識別される個人の情報に該当するた

め 

・事業費調達に関する部分（公開部分を除く） 

・第１号議案の「平成９年度一般会計歳入歳出決算

書」（県市補助金に関する部分を除く） 

・第１号議案の「平成９年度特別会計（役職員退職積

立金）収支決算書」 

・第１号議案の「平成９年度基本財産積立金収支決

算書」 

・第１号議案の「平成９年度特別会計（県営かんがい

排水事業）負担金決算書」 

・第１号議案の「平成９年度特別会計（○○対策事業

○○水路）負担金決算書」 

・第２号議案における補助金以外の収入に関する部

分及び工事請負費、測量試験費、工事雑費以外の支

出に関する部分並びに請負業者に関する部分 

・第３号議案における財産目録（監査報告書を除く） 

・第４号議案の「平成１０年度一般会計歳入歳出補

正予算書（案）」（県、市補助金に関する部分を除く） 

・第４号議案の「平成１０年度特別会計（役職員退職

積立金）収支補正予算（案）」 

・第４号議案の「平成１０年度基本財産積立金収支

補正予算書（案）」 

・第４号議案の「平成１０年度特別会計（県営かんが

い排水事業）負担金補正予算書（案）」 

・第４号議案の「平成１０年度特別会計（○○対策事

業○○水路）負担金補正予算書（案）」 

・第５号議案の「平成１０年度土地改良事業特別会

計収支補正予算書（案）」における補助金以外の収入

に関する部分及び工事請負費、測量試験費、工事雑

費以外の支出に関する部分並びに請負業者に関する

部分 

・第６号議案の「平成１１年度一般会計歳入歳出予

算書（案）」（県、市補助金に関する部分を除く） 

・第６号議案の「平成１１年度特別会計（役職員退職

積立金）収支予算書（案）」 

・第６号議案の「平成１１年度特別会計（県営かんが

い排水事業）負担金予算書（案）」 

・第７号議案 

・第９号議案における金額の部分 

・第１０号議案における金融機関名の部分 

・第１１号議案における金額の部分 

・第１２号議案における金額及び金融機関名の部分 

旧条例第６条第２号該当 

 

当該法人の収入・支出・経理・資金調達又は事業等

に係る内部管理に関する情報であり、公にするこ

とにより、当該法人等の自由な事業活動や正当な

利益を害するおそれがあるため 
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公開請求にかかる行政文書 2 ○○土地改良区にかかる平成１１年通常総代会

議案（平成１１年３月２３日開催） 

公開しない部分 公開しない理由 

・個人の氏名（公開部分を除く） 

 

 

旧条例第６条第１号該当 

 

特定の個人が識別される個人の情報に該当するた

め 

・事業費調達に関する部分（公開部分を除く） 

・第１号議案―１の４ 

・第１号議案―２ 

・第２号議案―１（補助金に関する部分を除く） 

・第２号議案－２ 

・第２号議案－３における補助金以外の収入に関す

る部分 

・第２号議案－４（監査報告書を除く） 

・第３号議案－１ 

・第３号議案－２における補助金以外の収入に関す

る部分 

・第３号議案－３ 

・第４号議案－１（補助金に関する部分を除く） 

・平成１１年度償還明細 

・第４号議案－２ 

・第４号議案－４における金額の部分 

・第４号議案－５における借入限度額、利率、借入

先、償還方法、償還財源、借入償還方法の部分 

・第４号議案－６における金融機関名の部分 

旧条例第６条第２号該当 

 

当該法人の収入・支出・経理・資金調達又は事業等

に係る内部管理に関する情報であり、公にすること

により、当該法人等の自由な事業活動や正当な利益

を害するおそれがあるため 

 

 

公開請求にかかる行政文書 3 ○○土地改良区にかかる平成１１年度通常総代

会議案書（平成１１年３月３０日開催） 

 

公開しない部分 公開しない理由 

・個人の氏名、印影 旧条例第６条第１号該当 

 

特定の個人が識別される個人の情報に該当するた

め 

・事業費調達に関する部分（公開部分を除く） 

・第１号議案の「平成９年度事業収支決算書」にお

ける補助金以外の収入に関する部分 

・第１号議案２ 

・第２号議案 

・第２号議案１ 

・第２号議案２ 

・第２号議案３ 

・第２号議案４（監査報告を除く） 

・第３号議案 

・第３号議案１ 

・第３号議案２ 

・第３号議案３ 

・第３号議案４ 

・第３号議案５ 

・第５号議案 

旧条例第６条第２号該当 

 

当該法人の収入・支出・経理・資金調達又は事業等

に関わる情報であり、公にすることにより、当該法

人等の自由な事業活動や正当な利益を害するおそ

れがあるため 



 ８０ 

・第５号議案１ 

・第５号議案２ 

・第５号議案３ 

・第５号議案４ 

・第５号議案５ 

・第６号議案における金額、賦課基準の部分 

・第７号議案における借入先、借入最高額、利率、借

入先、借入時期、据置期限、償還期限、償還方法、償

還財源に関する部分 

・第８号議案における金融機関名の部分 

 

 

公開請求にかかる行政文書 4 ○○土地改良区にかかる平成１１年度通常

総代会議案（平成１１年３月２８日開催） 

 

公開しない部分 公開しない理由 

・事業費調達に関する部分（公開部分を除く） 

・第１号議案～２ 

・第２号議案～１（補助金に関する部分及び○○維持管

理費の管理費、改修費に関する部分を除く） 

・第２号議案～２における補助金以外の収入に関する

部分 

・第２号議案～３における補助金以外の収入に関する

部分 

・第２号議案～４ 

・第２号議案～５ 

・第２号議案～６ 

・第３号議案～１（補助金に関する部分及び○○維持管

理費の管理費、改修費に関する部分を除く） 

・第３号議案～２における補助金以外の収入に関する

部分 

・第３号議案～３における補助金以外の収入に関する

部分及び事業費以外の支出に関する部分 

・第４号議案～２（補助金に関する部分及び○○維持管

理費の管理費、改修費に関する部分を除く） 

・第４号議案～３における補助金以外の収入に関する

部分 

・第４号議案～４ 

・第４号議案～５ 

・第４号議案～６ 

・第４号議案～７における補助金以外の収入に関する

部分及び単県、市単事業費以外の支出に関する部分 

・第５号議案における金額の部分 

・第６号議案における金額の部分 

・第７号議案における金融機関名、金額の部分 

旧条例第６条第２号該当 

 

当該法人の収入・支出・経理・資金調達又は事

業等にかかる内部管理に関する情報であり、公

にすることにより、当該法人等の自由な事業活

動や正当な利益を害するおそれがあるため 

 

 

公開請求にかかる行政文書 5 ○○土地改良区にかかる平成１１年度通常総代

会議案（平成１１年３月３１日開催） 

 



 ８１ 

公開しない部分 公開しない理由 

・個人の氏名（公開部分を除く） 旧条例第６条第１号該当 

 

特定の個人が識別される個人の情報に該当するた

め 

・事業費調達に関する部分（公開部分を除く） 

・第１号議案の第２ 

・第１号議案Ⅱ 

・第２号議案の１（補助金及び事業費の工事費に関

する部分を除く） 

・第２号議案の２ 

・第２号議案の３（監査報告書を除く） 

・第３号議案（補助金及び事業費の工事費に関する

部分を除く） 

・第３号議案の２ 

・第４号議案の２（補助金及び事業費の工事費に関

する部分を除く） 

・第４号議案の３ 

・第４号議案の４ 

・第５号議案における金額の部分 

・第６号議案における借入金の限度額、借入先、借

入利率に関する部分 

・第７号議案における金融機関名の部分 

旧条例第６条第２号該当 

 

当該法人の収入・支出・経理・資金調達又は事業等

にかかる内部管理に関する情報であり、公にするこ

とにより、当該法人等の自由な事業活動や正当な利

益を害するおそれがあるため 

 

 

公開請求にかかる行政文書 6 ○○土地改良区にかかる平成１１年度通常総

代会議案（平成１１年３月２７日開催） 

 

公開しない部分 公開しない理由 

・個人の氏名（公開部分を除く） 旧条例第６条第１号該当 

 

特定の個人が識別される個人の情報に該当するた

め 

・第１号議案の１ 

・第１号議案の２ 

・第１号議案の３ 

・第１号議案の４における補助金以外の収入に関す

る部分及び登記料、事業費以外の支出に関する部分 

・第１号議案の「平成１０年度単独市費補助土地改

良事業」「平成１０年度単独市費補助土地改良事業農

地災害復旧工事」における市補助金以外の収入に関

する部分及び工事請負金、工事雑費、労務費、資材費

以外の支出に関する部分並びに工事概要の請負業者

名の部分 

・第１号議案の「平成１０年度単独県費補助土地改

良事業農地災害復旧工事」における国、県補助金以

外の収入に関する部分及び工事請負費、工事雑費、

測量試験費、事務雑費以外の支出に関する部分並び

に工事概要の請負業社名の部分 

・第１号議案の「平成１０年度単独県費補助土地改

良事業」における県、市補助金以外の収入に関する

旧条例第６条第２号該当 

 

当該法人の収入・支出・経理・資金調達又は事業等

に関わる情報であり、公にすることにより、当該法

人等の自由な事業活動や正当な利益を害するおそ

れがあるため 



 ８２ 

部分及び工事請負金、工事雑費、測量試験費、用地費

以外の支出に関する部分並びに工事概要の請負業者

名の部分 

・第１号議案の「基盤整備促進事業」における国、

県、市補助金以外の収入に関する部分 

・第１号議案の「農業基盤整備分筆登記事業」におけ

る登記委託業者の部分 

・第１号議案の「総合計」の国、県、市補助金以外の

収入に関する部分及び工事請負金、測量試験費、工

事雑費、設計委託費、労務資材費、分筆登記経費、換

地費、事務雑費以外の支出に関する部分 

・第２号議案の２ 

・第２号議案の３ 

・第２号議案の４ 

・第２号議案の５ 

・第２号議案の６における補助金以外の収入に関す

る部分及び登記料、事業費以外の支出に関する部分 

・第２号議案の（１）の補助率における市以外に関す

る部分 

・第２号議案の（２）の補助率における県、市以外に

関する部分 

・第３号議案における金額の部分 

・第４号議案における金額の部分 

・第５号議案における借入金の限度額、借入先に関

する部分 

・第６号議案における金融機関名の部分 

・承認第１号における財産目録に関する部分 

・承認第２号の１ 

・承認第２号の２ 

・承認第２号の３ 

・承認第２号の４ 

・承認第２号の５における補助金以外の収入に関す

る部分及び登記料、事業費以外の支出に関する部分 

・承認第２号の「平成９年度単独市費補助土地改良

事業」における市補助金以外の収入に関する部分及

び工事請負金、工事雑費、資材費以外の支出に関す

る部分並びに工事概要の請負業者名の部分 

・承認第２号の「平成９年度単独県費補助土地改良

事業農地災害復旧工事」における国、県補助金以外

の収入に関する部分及び工事請負費、工事雑費、測

量試験費以外の支出に関する部分並びに工事概要の

請負業社名の部分 

・承認第２号の「団体営土地改良総合整備事業」にお

ける国、県、市補助金以外の収入に関する部分及び

請負工事費、測量試験費、工事雑費、用地費補償費、

換地費、換地委員費以外の支出に関する部分並びに

請負業者名の部分 

・承認第２号の「総合計」の国、県、市補助金以外の

収入に関する部分及び工事請負金、測量試験費、工

事雑費、労務資材費、分筆登記経費、換地費、換地委

員費、予算要求作成費以外の支出に関する部分 

 



 ８３ 

 

公開請求にかかる行政文書 7 ○○土地改良区における平成１１年度通常総

代会議案（平成１１年３月３０日開催） 

 

公開しない部分 公開しない理由 

・個人の氏名（公開部分を除く） 旧条例第６条第１号該当 

 

特定の個人が識別される個人の情報に該当するた

め 

・事業費調達に関する部分（公開部分を除く） 

・第１号議案の（２） 

・基本財産退職給与積立金特別積立金報告書 

・平成９年度特別会計借入償還報告書 

・第２号議案の（１） 

・第２号議案の（２）における補助金以外の収入に関

する部分及び工事請負費、用地費、工事雑費以外の

支出に関する部分 

・第３号議案の（１） 

・第３号議案の（２）における補助金以外の収入に関

する部分及び工事請負費、用地費、工事雑費以外の

支出に関する部分 

・第４号議案の（２） 

・第４号議案の（３）における補助金以外の収入に関

する部分及び工事請負費、用地費、工事雑費以外の

支出に関する部分 

・第５号議案における金額の部分 

・第６号議案における金額の部分 

・第７号議案における借入金最高限度、借入先に関

する部分 

・第８号議案における金融機関名の部分 

旧条例第６条第２号該当 
 

当該法人の収入・支出・経理・資金調達又は事業等

に関わる情報であり、公にすることにより、当該法

人等の自由な事業活動や正当な利益を害するおそ

れがあるため 

 

 

 

公開請求にかかる行政文書 8 ○○土地改良区にかかる第４８回通常総代会議

案（平成１１年３月２１日開催） 

 

公開しない部分 公開しない理由 

・個人の氏名（公開部分を除く） 

 

旧条例第６条第１号該当 

 

特定の個人が識別される個人の情報に該当するた

め 



 ８４ 

・事業費調達に関する部分（公開部分を除く） 

・第１号議案の２ 

・第２号議案（補助金、工事請負費、工事雑費、設計

費に関する部分及び監査報告書を除く） 

・第３号議案における金額の部分 

・第４号議案（補助金、工事請負費、工事雑費、設計

費に関する部分に関する部分を除く） 

・第５号議案における賦課金額の部分 

・第６号議案における借入金限度額、借入先、借入

利息に関する部分 

・第７号議案における金融機関名の部分 

旧条例第６条第２号該当 
 

当該法人の収入・支出・経理・資金調達又は事業等

に関わる情報であり、公にすることにより、当該法

人等の自由な事業活動や正当な利益を害するおそ

れがあるため 

 

 

 

 

公開請求にかかる行政文書 9 ○○土地改良区にかかる第７１回通常総代会

（平成１１年３月２６日開催） 

 

公開しない部分 公開しない理由 

・事業費調達に関する部分（公開部分を除く） 

・第１号議案－１ 

・第１号議案－２ 

・第１号議案－３ 

・第１号議案－４における補助金以外の収入に関す

る部分 

・第１号議案の「平成９年度事業」における非補助

土地改良事業に関する部分 

・財産目録 

・第２号議案－１ 

・第２号議案－２ 

・第２号議案－３における補助金以外の収入に関す

る部分 

・第２号議案の「平成１０年度事業」における非補

助土地改良事業に関する部分 

・第３号議案－１ 

・第３号議案－２ 

・第３号議案－３ 

・第３号議案－４における補助金以外の収入に関す

る部分 

・第５号議案における借入最高限度、利率、借入先

に関する部分 

・第６号議案における金融機関名の部分 

旧条例第６条第２号該当 

 

当該法人の収入・支出・経理・資金調達又は事業等

に関わる情報であり、公にすることにより、当該法

人等の自由な事業活動や正当な利益を害するおそ

れがあるため 

 

 

公開請求にかかる行政文書 10 ○○土地改良区にかかる第５２回通常総代会

議案（平成１１年３月２２日開催） 

 

公開しない部分 公開しない理由 

・個人の氏名（公開部分を除く） 

 

旧条例第６条第１号該当 

 

特定の個人が識別される個人の情報に該当するた

め 



 ８５ 

・事業費調達に関する部分（公開部分を除く） 

・第２号議案 

・第３号議案における金額の部分 

・第４号議案における金額の部分 

・第５号議案における賦課率 

・第６号議案における金額及び備考の部分 

・第７号議案における借入金限度額 

・第８号議案における金融機関名 

旧条例第６条第２号該当 

 

当該法人の収入・支出・経理・資金調達又は事業等

に関わる情報であり、公にすることにより、当該法

人等の自由な事業活動や正当な利益を害するおそ

れがあるため 

 

 

公開請求にかかる行政文書 11 ○○土地改良区通常総代会議案（平成１１年３

月３０日開催） 

 

公開しない部分 公開しない理由 

・個人の氏名 旧条例第６条第１号該当 

 

特定の個人が識別される個人の情報に該当するた

め 

・事業費調達に関する部分（公開部分を除く） 

・１号議案の「平成９年度一般会計収支決算書」 

・１号議案の「平成９年度特別会計収支決算書」に

おける補助金以外の収入、支出に関する部分 

・２号議案（監査報告書を除く） 

・３号議案の「平成１１年度一般会計収支予算書案」 

・３号議案の「平成１１年度特別会計収支予算書案」

における補助金以外の収入、支出に関する部分 

・３号議案の「平成１１年度○○土地改良区財政調

整基金収支予算書案」 

・４号議案における金額の部分 

・５号議案における金融機関名の部分 

旧条例第６条第２号該当 

 

当該法人の収入・支出・経理・資金調達又は事業等

に関わる情報であり、公にすることにより、当該法

人等の自由な事業活動や正当な利益を害するおそ

れがあるため 

 

 

公開請求にかかる行政文書 12 第４６回○○土地改良区総代会議書（平成

１１年３月２３日開催） 

 

公開しない部分 公開しない理由 

・個人の氏名（公開部分を除く） 旧条例第６条第１号該当 

 

特定の個人が識別され得る個人の情報に該当す

るため 

・第１号議案－１の報告（２）における附記の部分 

・第１号議案－２ 

・第２号議案－１ 

・第２号議案－２における補助金以外の収入に関する

部分及び事業費、請負費、工雑、委託設計料以外の支出

に関する部分 

・第３号議案（監査報告を除く） 

・第４号議案－２ 

・第４号議案－３における補助金以外の収入に関する

部分及び事業費、請負費、工雑、委託設計料以外の支出

に関する部分 

旧条例第６条第２号該当 

 

当該法人の収入・支出・経理・資金調達又は事

業等に関わる情報であり、公にすることにより、

当該法人等の自由な事業活動や正当な利益を害

するおそれがあるため 



 ８６ 

・第５号議案 

・第６号議案における金額の部分 

・第７号議案における金融機関名の部分 

 

 

公開請求にかかる行政文書 13 ○○土地改良区にかかる第三十八回通常総

代会議案（平成１１年３月１７日開催） 

 

公開しない部分 公開しない理由 

・個人の氏名（公開部分を除く） 旧条例第６条第１号該当 

 

特定の個人が識別され得る個人の情報に該当す

るため 

・土地改良区の印影 旧条例第６条第２号該当 

 

当該法人の内部管理に関する部分であり、公に

することにより、当該法人の正当な利益を害す

るおそれがあるため 

・事業費調達に関する部分（公開部分を除く） 

・第一号議案の二 

・第二号議案の一 

・第二号議案の二における国費、県費、市費補助金以外

の収入に関する部分 

・第二号議案の二の県営、団体営、災害復旧における工

事費、換地費、用地費、設計費、工雑、登記費、事務費

以外の支出に関する部分 

・第二号議案の二の単県、単市、舗装、登記における工

事費、換地費、用地費、設計費、工雑、登記費、市負担

金以外の支出に関する部分 

・第二号議案の事業別明細書の（三）における県費、市

費補助金以外の収入に関する部分及び工事費、設計費、

工雑、用地費以外の支出に関する部分 

・第二号議案の事業別明細書の（四）における市費補助

金以外の収入に関する部分及び工事費、工雑、市負担金、

用地費以外の支出に関する部分 

・第二号議案の事業別明細書の（五）における補助金以

外の収入に関する部分及び工事費、工雑以外の支出に関

する部分 

・第二号議案の事業別明細書の（六）における補助金以

外の収入に関する部分及び分筆登記、地目変更、所有権

移転以外の支出に関する部分 

・第二号議案の三、四（監査報告書を除く） 

・第三号議案の一 

・第三号議案の二における国費、県費、市費補助金以外

の収入に関する部分 

・第三号議案の二の県営、団体営、国費災害、市費災害

における工事費、換地費、用地費、設計費、工雑、登記

費、事務費以外の支出に関する部分 

・第三号議案の二の単県、単市、舗装、登記における工

事費、換地費、用地費、設計費、工雑、登記費、市負担

金以外の支出に関する部分 

旧条例第６条第２号該当 

 

当該法人の収入・支出・経理・資金調達又は事

業等に関わる情報であり、公にすることにより、

当該法人等の自由な事業活動や正当な利益を害

するおそれがあるため 



 ８７ 

・第三号議案の事業別明細書の（三）における県費、市

費補助金以外の収入に関する部分及び工事費、設計費、

工雑、用地費以外の支出に関する部分 

・第三号議案の事業別明細書の（四）における市費補助

金以外の収入に関する部分及び工事費、工雑、市負担金、

用地費以外の支出に関する部分 

・第三号議案の事業別明細書の（五）における補助金以

外の収入に関する部分及び工事費、工雑以外の支出に関

する部分 

・第三号議案の事業別明細書の（六）における補助金以

外の収入に関する部分及び分筆登記、地目変更、所有権

移転以外の支出に関する部分 

・第三号議案の事業別明細書の（七）における国費補助

金以外の収入に関する部分及び工事費、工雑、査定設計

費、変更設計費以外の支出に関する部分 

・第三号議案の事業別明細書の（八）における市費補助

金以外の収入に関する部分 

・第三号議案の三 

・第三号議案の四 

・第四号議案の一「一般会計収支予算（案）」 

・第四号議案の三 

・第四号議案の四 

・第五号議案における金額の部分 

・第六号議案における賦課率の部分 

・第七号議案、第八号議案、第九号議案における金額の

部分 

・第十号議案における借入額、借入先に関する部分 

・第十一号議案における金融機関名の部分 

 

 

公開請求にかかる行政文書 14 ○○土地改良区にかかる総代会議案綴（平

成１１年３月２７日開催） 

 

公開しない部分 公開しない理由 

・個人の氏名、印影（公開部分を除く） 

 
旧条例第６条第１号該当 

 

特定の個人が識別される個人の情報に該当する

ため 

・土地改良区理事長の印影 旧条例第６条第２号該当 

 

当該法人の内部管理に関する部分であり、公に

することにより、当該法人の正当な利益を害す

るおそれがあるため 

・事業費調達に関する部分（公開部分を除く） 

・第１号議案における補助金以外の収入に関する部分

及び請負業者に関する部分 

・第２号議案の「平成９年度収支決算書」 

・第２号議案の「平成９年度特別会計決算書」における 

補助金以外の収入に関する部分及び県市補助金、工事

費、工事雑費、測量試験費以外の支出に関する部分 

・第３号議案 

旧条例第６条第２号該当 

 

当該法人の収入・支出・経理・資金調達又は事

業等に関わる情報であり、公にすることにより、

当該法人等の自由な事業活動や正当な利益を害

するおそれがあるため 

 

 



 ８８ 

・第４号議案における補助金以外の収入に関する部分

及び請負業者に関する部分 

・第５号議案の「平成１０年度現計表」 

・第５号議案の「平成１０年度特別会計現計表」におけ

る補助金以外の収入に関する部分及び補助金、工事費、

工事雑費、測量試験費以外の支出に関する部分 

・第５号議案の「平成１０年度農地転用月別表」 

・第６号議案の「平成１１年度予算書(案)」 

・第８号議案における金融機関名の部分 

・第１０号議案における金額及び料率に関する部分 

・第１１号議案における金額、金融機関名の部分 

・第１２号議案における金融機関名の部分 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公開請求にかかる行政文書 15 ○○土地改良区にかかる平成１１年度通常総

代会議案（平成１１年３月３０日開催） 

 

公開しない部分 公開しない理由 

・個人の氏名（公開部分を除く） 

 
旧条例第６条第１号該当 

 

特定の個人が識別される個人の情報に該当するた

め 

・事業費調達に関する部分（公開部分を除く） 

・第１号議案－２ 

・第１号議案－３ 

・第１号議案－４ 

・第２号議案（監査報告書を除く） 

・第３号議案－２における県、市補助金以外の収入

に関する部分 

・第３号議案－３ 

・第３号議案－４ 

・第３号議案－５における補助金以外の収入に関す

る部分及び事業費以外の支出に関する部分 

・第３号議案－６ 

・第４号議案における金額、負担率に関する部分 

・第６号議案における借入最高限度額、借入先に関

する部分 

・第７号議案における金融機関名に関する部分 

旧条例第６条第２号該当 

 

当該法人の収入・支出・経理・資金調達又は事業等

に関わる情報であり、公にすることにより、当該法

人等の自由な事業活動や正当な利益を害するおそ

れがあるため 

・第８号議案における金額の部分  

 

 

公開請求にかかる行政文書 16 ○○土地改良区にかかる平成１１年通常総代

会議案（平成１１年３月３１日開催） 

 

公開しない部分 公開しない理由 

個人の氏名、印影（公開部分を除く） 

 
旧条例第６条第１号該当 

 

特定の個人が識別される個人の情報に該当するた

め 

・事業費調達に関する部分（公開部分を除く） 旧条例第６条第２号該当 



 ８９ 

・第１号議案の一の第４ 

・第１号議案の二 

・第１号議案の事業明細書における県費、市費補助

金以外の収入に関する部分 

・第２号議案（監査報告書を除く） 

・第３号議案の事業明細書における県費、市費補助

金以外の収入に関する部分 

・第５号議案 

・第６号議案における金額及び金融機関名の部分 

・第７号議案における負担割合、金額の部分 

・第８号議案における借入金限度額、利率、借入先、

償還財源、償還方法に関する部分 

・第９号議案における金融機関名の部分 

 

当該法人の収入・支出・経理・資金調達又は事業等

に関わる情報であり、公にすることにより、当該法

人等の自由な事業活動や正当な利益を害するおそ

れがあるため 

 

 

公開請求にかかる行政文書 17 ○○土地改良区にかかる第３７回通常総代会

議案（平成１１年３月３１日開催） 

 

公開しない部分 公開しない理由 

個人の氏名（公開部分を除く） 

 
旧条例第６条第１号該当 

 

特定の個人が識別される個人の情報に該当するた

め 

・事業費調達に関する部分（公開部分を除く） 

・第１号議案の２における補助金以外の収入に関す

る部分 

・第１号議案の３ 

・第１号議案の４ 

・第２号議案の２における補助金以外の収入に関す

る部分 

・第２号議案の３ 

・第３号議案、第４号議案における金額の部分 

・第５号議案における借入金限度額 

・第６号議案における金融機関名の部分 

旧条例第６条第２号該当 

 

当該法人の収入・支出・経理・資金調達又は事業等

に関わる情報であり、公にすることにより、当該法

人等の自由な事業活動や正当な利益を害するおそ

れがあるため 

 

 

公開請求にかかる行政文書 18 ○○土地改良区にかかる平成１１年通常総代

会議案（平成１１年１月２４日開催） 

 

公開しない部分 公開しない理由 

・個人の氏名（公開部分を除く） 

 
旧条例第６条第１号該当 

 

特定の個人が識別される個人の情報に該当するた

め 



 ９０ 

・事業費調達に関する部分（公開部分を除く） 

・第１号議案－２ 

・第２号議案－１における補助金以外の収入に関す

る部分 

・第２号議案－２ 

・第２号議案－３ 

・第２号議案－４ 

・第２号議案－５ 

・第２号議案－６（監査報告書を除く） 

・第３号議案－１における補助金以外の収入に関す

る部分 

・第３号議案－２ 

・第３号議案－３ 

・第５号議案における金額の部分 

・第７号議案における借入金、借入先、償還の方法

に関する部分 

・第８号議案における金融機関名の部分 

旧条例第６条第２号該当 

 

当該法人の収入・支出・経理・資金調達又は事業等

に関わる情報であり、公にすることにより、当該法

人等の自由な事業活動や正当な利益を害するおそ

れがあるため 

 

 

公開請求にかかる行政文書 19 平成１１年度○○土地改良区通常総代会議案

（平成１１年３月３１日開催） 

 

公開しない部分 公開しない理由 

・個人の氏名（公開部分を除く） 

 
旧条例第６条第１号該当 

 

特定の個人が識別される個人の情報に該当するた

め 

・事業費調達に関する部分（公開部分を除く） 

・第１号議案の第一の３ 

・第１号議案の第二の工事請負業者名に関する部分 

・第１号議案の「財産目録」 

・第２号議案（補助金に関する部分及び受託工事費

に関する部分を除く） 

・第３号議案 

・第４号議案 

・第５号議案 

・第６号議案 

・第７号議案 

・第８号議案（監査報告書を除く） 

・第９号議案（補助金に関する部分及び受託工事費

に関する部分を除く） 

・第１０号議案における補助金以外の収入に関する

部分及び市補助金繰出金以外の支出に関する部分 

・第１２号議案（補助金に関する部分及び受託工事

費に関する部分を除く） 

・第１３号議案 

・第１４号議案 

・第１５号議案 

・第１６号議案 

・第１７号議案 

旧条例第６条第２号該当 

 

当該法人の収入・支出・経理・資金調達又は事業等

に関わる情報であり、公にすることにより、当該法

人等の自由な事業活動や正当な利益を害するおそ

れがあるため 



 ９１ 

・第１８号議案における補助金以外の収入に関する

部分及び繰出金以外の支出に関する部分 

・第２０号議案における金融機関名の部分 

・第２１号議案における金額の部分 

・第２２号議案における金額の部分 

・第２３号議案における借入金の総額、借入金の利

息、借入先の部分 

 

 

公開請求にかかる行政文書 20 ○○土地改良区にかかる平成１１年度通常総

代会議案（平成１１年３月２７日開催） 

 

公開しない部分 公開しない理由 

・個人の氏名（公開部分を除く） 

 
旧条例第６条第１号該当 

 

特定の個人が識別される個人の情報に該当するた

め 

・事業費調達に関する部分（公開部分を除く） 

・第１号議案の１の（２）、（３） 

・第１号議案の２ 

・第２号議案 

・第３号議案における補助金以外の収入に関する部

分及び事業費以外の支出に関する部分 

・第４号議案（監査報告書を除く） 

・第６号議案 

・第７号議案における補助金以外の収入に関する部

分及び事業費以外の支出に関する部分 

・第８号議案 

・第９号議案における金額の部分 

・第１０号議案における金額の部分 

・第１１号議案における借入金限度額、借入先に関

する部分 

・第１２号議案における金融機関名の部分 

旧条例第６条第２号該当 

 

当該法人の収入・支出・経理・資金調達又は事業等

に関わる情報であり、公にすることにより、当該法

人等の自由な事業活動や正当な利益を害するおそ

れがあるため 

 

 

公開請求にかかる行政文書 21 ○○土地改良区にかかる平成１１年度通常総

代会議案（平成１１年３月２８日開催） 

 

公開しない部分 公開しない理由 

個人の氏名、印影（公開部分を除く） 

 
旧条例第６条第１号該当 

 

特定の個人が識別される個人の情報に該当するた

め 

・第１号議案１の「財産目録」 

・第１号議案２（県、市補助金に関する部分を除く） 

・第１号議案３－（１） 

・第１号議案３－（２） 

・第１号議案３－（３） 

・第１号議案３－（４）の県営における補助金以外の

旧条例第６条第２号該当 

 

当該法人の収入・支出・経理・資金調達又は事業等

に関わる情報であり、公にすることにより、当該法

人等の自由な事業活動や正当な利益を害するおそ

れがあるため 



 ９２ 

収入に関する部分及び工事費、測量試験費、工事雑

費、事務費以外の支出に関する部分 

・第１号議案３－（４）の県単、市単、衛生課におけ

る補助金以外の収入に関する部分及び工事費、測量

試験費、工事雑費以外の支出に関する部分 

・第１号議案３－（４）における請負業者の部分 

・第２号議案１（県、市補助金に関する部分を除く） 

・第２号議案２における補助金以外の収入に関する

部分 

・第３号議案２（県、市補助金に関する部分を除く） 

・第３号議案３における借入金最高限度額、借入先

に関する部分 

・第３号議案４における金額の部分 

・第３号議案５－（１） 

・第３号議案５－（２） 

・第３号議案５－（３） 

 

 

公開請求にかかる行政文書 22 ○○土地改良区にかかる第３２回通常総代会

議案（平成１１年３月２６日開催） 

 

公開しない部分 公開しない理由 

個人の氏名、印影（公開部分を除く） 

 
旧条例第６条第１号該当 

 

特定の個人が識別される個人の情報に該当するた

め 

・第１号議案の「平成９年度単独県費補助土地改良

事業」「平成９年度単独市費補助土地改良事業」にお

ける補助金以外の収入に関する部分 

・第１号議案の「平成９年度事業報告並びに、収支決

算承認について」における事業補助金以外の収入に

関する部分及び事業費以外の支出に関する部分 

・第２号議案 

・第３号議案の「平成１１年度団体営ため池等整備

事業」「団体営基盤整備促進事業」「平成１１年度単

独県費土地改良事業」「平成１１年度単独市費土地改

良事業」における補助金以外の収入に関する部分 

・第３号議案の「平成１１年度一般会計予算（案）」

における事業補助金以外の収入に関する部分及び事

業費以外の支出に関する部分 

・第４号議案における金額の部分 

・第５号議案における金額の部分 

・第６号議案における借入先、借入最高限度額、借入

方法に関する部分 

・第７号議案における金融機関名の部分 

・付表における賦課金算出基準に関する部分 

旧条例第６条第２号該当 

 

当該法人の収入・支出・経理・資金調達又は事業等

に関わる情報であり、公にすることにより、当該法

人等の自由な事業活動や正当な利益を害するおそ

れがあるため 

 

 

公開請求にかかる行政文書 23 平成１１年○○土地改良区通常総代会議案（平

成１１年３月２３日開催） 



 ９３ 

 

公開しない部分 公開しない理由 

・個人の氏名（公開部分を除く） 

 
旧条例第６条第１号該当 

 

特定の個人が識別される個人の情報に該当するた

め 

・議案第１号における施行者、指名業者数に関する

部分 

・議案第２号（町補助金に関する部分を除く） 

・議案第３号における補助金以外の収入に関する部

分 

・議案第４号（監査報告書を除く） 

・議案第５号（町補助金に関する部分を除く） 

・議案第６号における基盤整備促進事業に関する部

分 

・議案第６号における補助金以外の収入に関する部

分 

・議案第７号（町補助金に関する部分を除く） 

・議案第９号における補助金以外の収入に関する部

分 

・議案第１０号における借入最高限度額、借入金融

機関、取扱金融機関、償還方法、利率、償還期間、償

還財源に関する部分 

・議案第１１号における借入最高限度額、借入機関、

利息に関する部分 

・議案第１２号における金融機関名の部分 

・債務負担行為で平成１１年度支出額及び１２年度

以降の支出予定額に関する調書 

旧条例第６条第２号該当 

 

当該法人の収入・支出・経理・資金調達又は事業等

に関わる情報であり、公にすることにより、当該法

人等の自由な事業活動や正当な利益を害するおそ

れがあるため 

 

 

公開請求にかかる行政文書 24 ○○土地改良区にかかる第３６回通常総代会

議案（平成１１年３月２６日開催） 

 

公開しない部分 公開しない理由 

・議案第１号の「平成１０年度事業計画変更書」に

おける融資単独土地改良事業、維持管理適正化事業、

調査設計に関する部分 

・議案第２号の「平成１０年度一般会計補正予算承

認について」における金額の部分 

・議案第２号の「平成１０年度一般会計補正予算書」

（補助金に関する部分を除く） 

・議案第３号の「平成１０年度特別会計補正予算書」

における補助金以外の収入に関する部分 

・議案第３号の「平成１０年度特別会計補正予算書」

における融資単独土地改良事業、維持管理適正化事

業、調査設計事業に関する部分及び補助金以外の収

入に関する部分 

・議案第４号 

・議案第５号における融資単独土地改良事業に関す

る部分 

・議案第６号の「平成１１年度一般会計予算承認に

旧条例第６条第２号該当 

 

当該法人の収入・支出・経理・資金調達又は事業等

に関わる情報であり、公にすることにより、当該法

人等の自由な事業活動や正当な利益を害するおそ

れがあるため 



 ９４ 

ついて」における金額の部分 

・議案第７号の「平成１１年度一般会計予算書」 

・議案第７号の「平成１１年度一般会計予算明細書」

（補助金に関する部分を除く） 

・議案第７号の「平成１１年度特別会計予算書」に

おける融資単独土地改良事業に関する部分及び補助

金以外の収入に関する部分 

・議案第８号における金額および区債目的、借入金

融機関、取扱金融機関、償還方法、利率、償還期間、

償還財源に関する部分 

・議案第９号における最高限度額、借入機関、利息

に関する部分 

・議案第１０号における金融機関名の部分 

・議案第１２号における金額の部分及び「利子軽減

の特別措置分一覧表」並びに「平成１１年度借入金

償還金に伴う特別賦課金」 

・議案第１３号における金額及び事業費割の部分 

 

 

公開請求にかかる行政文書 25 平成１１年度○○土地改良区総代会議案（平成

１１年３月２８日開催） 

 

公開しない部分 公開しない理由 

・個人の氏名、印影（公開部分を除く） 

 
旧条例第６条第１号該当 

 

特定の個人が識別される個人の情報に該当するた

め 

・第１号議案の「財産目録」 

・第２号議案の「平成９年度一般会計収支決算書」

（補助金に関する部分を除く） 

・第２号議案の「平成９年度特別会計収支決算書」

における補助金以外の収入に関する部分 

・第３号議案（監査報告書を除く） 

・第４号議案の「平成１０年度特別会計収支補正予

算書」における補助金以外の収入に関する部分及び

工事費、工事雑費以外の支出に関する部分 

・第５号議案 

・第６号議案における補助金以外の収入に関する部

分及び工事費、工事雑費以外の支出に関する部分 

・第７号議案 

・第８号議案における借入金、利率、借入先、償還期

間、償還方法、借入限度額に関する部分 

・第９号議案における賦課基準に関する部分 

旧条例第６条第２号該当 

 

当該法人の収入・支出・経理・資金調達又は事業等

に関わる情報であり、公にすることにより、当該法

人等の自由な事業活動や正当な利益を害するおそ

れがあるため 

 

公開請求にかかる行政文書 26 ○○土地改良区にかかる総代会議案（平成１

１年３月２８日開催） 

 

公開しない部分 公開しない理由 

個人の氏名（公開部分を除く） 

 
旧条例第６条第１号該当 



 ９５ 

 

特定の個人が識別される個人の情報に該当するた

め 

・事業費調達に関する部分（公開部分を除く） 

・第１号議案（補助金に関する部分及び監査書を除

く） 

・第３号議案（ロ） 

・第３号議案（二） 

・第４号議案（ロ） 

・第４号議案（二）における補助金以外の収入に関す

る部分 

・第５号議案における負担割合の部分 

・第６号議案における金額の部分 

・第７号議案における金額の部分 

・第８号議案における金融機関名の部分 

・第１０号議案（補助金に関する部分を除く） 

旧条例第６条第２号該当 

 

当該法人の収入・支出・経理・資金調達又は事業等

に関わる情報であり、公にすることにより、当該法

人等の自由な事業活動や正当な利益を害するおそ

れがあるため 

第９号議案 旧条例第６条第２号該当 

 

当該法人の財産にかかる内部管理に関する情報で

あり、公にすることにより、当該法人等の正当な利

益を害するおそれがあるため 

 

 

公開請求にかかる行政文書 27 ○○土地改良区にかかる平成１１年度総代会

資料（平成１１年７月２８日開催） 

 

公開しない部分 公開しない理由 

個人の氏名、印影 

 
旧条例第６条第１号該当 

 

特定の個人が識別される個人の情報に該当するた

め 

・事業費調達に関する部分（公開部分を除く） 

・第１号議案「平成１０年度○○土地改良区歳入歳

出決算書」（町助成金に関する部分を除く） 

・第２号議案「平成１１年度○○土地改良区予算書

（案）」（町助成金に関する部分を除く） 

旧条例第６条第２号該当 

 

当該法人の収入・支出・経理・資金調達又は事業等

に関わる情報であり、公にすることにより、当該法

人等の自由な事業活動や正当な利益を害するおそ

れがあるため 

 

 

公開請求にかかる行政文書 28 ○○土地改良区にかかる平成１０年度通常総

代会議案（平成１１年３月３日開催） 

 

公開しない部分 公開しない理由 

個人の氏名、印影 

 
旧条例第６条第１号該当 

 

特定の個人が識別される個人の情報に該当するた

め 



 ９６ 

・事業費調達に関する部分（公開部分を除く） 

・議案第１号の１（助成金に関する部分を除く） 

・議案第１号の２における補助金以外の収入に関す

る部分及び会議費、事業費以外の支出に関する部分 

・議案第１号の３における補助金以外の収入に関す

る部分 

・議案第１号の４における補助金以外の収入に関す

る部分及び会議費、事業費以外の支出に関する部分 

・議案第１号の５（意見書を除く） 

・議案第２号の４における補助金以外の収入に関す

る部分及び会議費、事業費以外の支出に関する部分 

・議案第３号の１（助成金を除く） 

・議案第３号の２における補助金以外の収入に関す

る部分及び会議費、事業費以外の支出に関する部分 

・議案第３号の３における借入金の最高限度額、利

子、借入先、借入時期、償還時期、償還財源に関する

部分 

・議案第６号における補助金以外の収入に関する部

分 

・議案第７号における借入金の最高限度額、利子、

借入先、借入時期、据置期間、償還財源の部分 

旧条例第６条第２号該当 

 

当該法人の収入・支出・経理・資金調達又は事業等

に関わる情報であり、公にすることにより、当該法

人等の自由な事業活動や正当な利益を害するおそ

れがあるため 

 

 

公開請求にかかる行政文書 29 第３３回○○土地改良区通常総代会議案（平成

１１年３月１８日開催） 

 

公開しない部分 公開しない理由 

・事業費調達に関する部分（公開部分を除く） 

・第２号議案の「平成９年度一般会計収支決算書」

（補助金に関する部分を除く） 

・第２号議案の「平成９年度特別会計収支決算書」

における補助金以外の収入に関する部分 

・「財産目録の承認について」 

・第３号議案の「平成１０年度一般会計収支補正予

算書」（補助金に関する部分を除く） 

・第３号議案の「平成１０年度特別会計収支補正予

算書」における補助金以外の収入に関する部分 

・第５号議案の「平成１１年度一般会計収支予算書」

（補助金に関する部分を除く） 

・第５号議案の「平成１１年度特別会計収支予算書」

における補助金以外の収入に関する部分 

・第６号議案における金融機関名の部分 

・第８号議案における金額の部分 

・第９号議案における歳入費目、徴収金額の部分 

・別表１ 

旧条例第６条第２号該当 

 

当該法人の収入・支出・経理・資金調達又は事業等

に関わる情報であり、公にすることにより、当該法

人等の自由な事業活動や正当な利益を害するおそ

れがあるため 

 

 

公開請求にかかる行政文書 30 第２９回○○土地改良区通常総代会議案（平成

１１年３月２７日開催） 



 ９７ 

 

公開しない部分 公開しない理由 

個人の氏名、印影（公開部分を除く） 

 
旧条例第６条第１号該当 

 

特定の個人が識別される個人の情報に該当するた

め 

・事業費調達に関する部分（公開部分を除く） 

・第１号議案の第２における施工業者名に関する部

分 

・第１号議案の第４の１，３、借入金の状況及び財産

目録 

・第２号議案の「一般会計収支決算書」（補助金に関

する部分を除く） 

・第２号議案の「平成９年度土地改良事業特別会計

収支決算書」における補助金以外の収入に関する部

分 

・第２号議案の「平成９年度決済金積立特別会計収

支決算書」 

・第２号議案の「平成９年度財政調整積立特別会計

収支決算書」 

・第２号議案の「平成９年度職員退職給与積立金特

別会計収支決算書」 

・第３号議案の「平成１０年度収支補正予算につい

て」の一般会計、職員退職給与積立金特別会計の部

分 

・第３号議案の「平成１０年度一般会計収支補正予

算書」（補助金に関する部分を除く） 

・第３号議案の「平成１０年度特別会計収支補正予

算書」における県、町補助金以外の収入に関する部

分 

・第３号議案の「農林漁業資金借入実行について」 

・第３号議案の「平成１０年度職員退職給与積立金

特別会計収支補正予算書」 

・第５号議案の「平成１１年度一般会計収支予算書

（案）」（補助金に関する部分を除く） 

・第５号議案の「平成１１年度土地改良事業特別会

計収支予算書（案）」における補助金以外の収入に関

する部分 

・第５号議案の「平成１１年度職員退職給与積立金

特別会計収支予算書（案）」 

・第５号議案における「一般会計組合費の内訳」 

・第５号議案における「平成１１年度土地改良事業

賦課金及び借入予定額」 

・第６号議案における事業費賦課金賦課基準に関す

る部分及び「平成１１年度土地改良事業長期資金借

入金償還賦課金」 

・第７号議案における借入金額、内訳、借入先、資金

使途、借入金の利率に関する部分 

・第８号議案における借入金額、内訳、借入先、資金

使途、借入金の利率に関する部分 

・第９号議案における金融機関名の部分 

旧条例第６条第２号該当 

 

当該法人の収入・支出・経理・資金調達又は事業等

に関わる情報であり、公にすることにより、当該法

人等の自由な事業活動や正当な利益を害するおそ

れがあるため 



 ９８ 

 

 

公開請求にかかる行政文書 31 ○○土地改良区にかかる平成１０年度通常総

代会議案（平成１１年３月２９日開催） 

 

公開しない部分 公開しない理由 

・個人の氏名、印影（公開部分を除く） 

 
旧条例第６条第１号該当 

 

特定の個人が識別される個人の情報に該当するた

め 

・事業費調達に関する部分（公開部分を除く） 

・第１号議案（公開部分を除く） 

・第２号議案の「平成９年度一般会計収支決算書」

（補助金に関する部分を除く） 

・第２号議案の「平成９年度特別会計収支決算書」

における国、県、町補助金以外の収入に関する部分 

・第２号議案の５ 

・第３号議案 

・第４号議案の「平成１０年度一般会計収支補正予

算書」（補助金に関する部分を除く） 

・第４号議案の「平成１０年度特別会計収支補正予

算書」における国、県、町補助金以外の収入に関す

る部分 

・第６号議案の「平成１１年度一般会計収支予算書」

（補助金に関する部分を除く） 

・第６号議案の「平成１１年度特別会計収支予算書」

における国、県、町補助金以外の収入に関する部分 

・第７号議案における借入金額、借入利率、元金の

償還方法及び利息の支払方法並びに時期に関する部

分 

・第８号議案における金額の部分 

・第９号議案における金融機関名及び金額の部分 

旧条例第６条第２号該当 

 

当該法人の収入・支出・経理・資金調達又は事業等

に関わる情報であり、公にすることにより、当該法

人等の自由な事業活動や正当な利益を害するおそ

れがあるため 

・第１２号議案 旧条例第６条第２号該当 

 

当該法人の財産にかかる内部管理に関する情報で

あり、公にすることにより、当該法人等の正当な利

益を害するおそれがあるため 

 

 

公開請求にかかる行政文書 32 ○○土地改良区にかかる平成１１年度通常総

代会議案書（平成１１年２月２６日開催） 

 

公開しない部分 公開しない理由 



 ９９ 

・議案第１号の１（補助金に関する部分を除く） 

・議案第１号の２ 

・議案第１号の４ 

・議案第１号の５ 

・議案第２号の１（補助金及び土地改良事業費に関

する部分を除く） 

・議案第２号の２ 

・議案第３号の１（補助金及び土地改良事業費に関

する部分を除く） 

・議案第４号の１ 

・議案第５号の１（補助金に関する部分を除く） 

・議案第５号の２ 

・議案第６号（補助金及び土地改良事業費に関する

部分を除く） 

・議案第７号（補助金及び土地改良事業費に関する

部分を除く） 

・議案第８号 

・議案第９号における金額の部分 

・議案第１０号における借入金額、借入利率、借入

先、借入期間、償還財源の部分 

・議案第１１号における金融機関名の部分 

旧条例第６条第２号該当 

 

当該法人の収入・支出・経理・資金調達又は事業等

に関わる情報であり、公にすることにより、当該法

人等の自由な事業活動や正当な利益を害するおそ

れがあるため 

 

 

公開請求にかかる行政文書 33 ○○土地改良区にかかる第５２回通常総代会

議案（平成１１年３月２０日開催） 

 

公開しない部分 公開しない理由 

個人の氏名（公開部分を除く） 

 
旧条例第６条第１号該当 

 

特定の個人が識別される個人の情報に該当するた

め 

・事業費調達に関する部分（公開部分を除く） 

・報告２における工事施工業者に関する部分 

・報告５（補助金に関する部分及び監査報告書を除

く） 

・第１号議案の報告２における工事施工業者に関す

る部分 

・第１号議案の報告５の１、２ 

・第１号議案の３（公開部分を除く） 

・第１号議案の財産目録 

・第２号議案（補助金及び事業費に関する部分を除

く） 

・第３号議案 

・第４号議案 

・第５号議案 

・第６号議案 

・第７号議案（監査報告書を除く） 

・第８号議案（補助金及び事業費に関する部分を除

く） 

・第９号議案２（補助金及び事業費に関する部分を

旧条例第６条第２号該当 

 

当該法人の収入・支出・経理・資金調達又は事業等

に関わる情報であり、公にすることにより、当該法

人等の自由な事業活動や正当な利益を害するおそ

れがあるため 



 １００ 

除く） 

・第１０号議案 

・第１１号議案 

・第１２号議案 

・第１３号議案 

・第１４号議案 

・第１５号議案における借入金の限度額、借入金の

利息、借入先、償還の方法、預入先金融機関に関す

る部分 

・第１６号議案における金額の部分 

 

 

公開請求にかかる行政文書 34 ○○土地改良区にかかる第４４回総代会議案

（平成１１年３月７日開催） 

 

公開しない部分 公開しない理由 

個人の氏名（公開部分を除く） 

 
旧条例第６条第１号該当 

 

特定の個人が識別される個人の情報に該当するた

め 

・事業費調達に関する部分（公開部分を除く） 

・第１号議案の２における施工業者に関する部分 

・第１号議案の３ 

・第２号議案（補助金及び新設改良費に関する部分

を除く） 

・第３号議案 

・第４号議案 

・第５号議案（監査報告書を除く） 

・第６号議案（補助金及び新設改良費に関する部分

を除く） 

・第７号議案（２）（補助金及び新設改良費に関する

部分を除く） 

・第８号議案 

・第９号議案 

・第１０号議案 

・第１１号議案における金融機関名の部分 

・第１３号議案における金額の部分 

旧条例第６条第２号該当 

 

当該法人の収入・支出・経理・資金調達又は事業等

に関わる情報であり、公にすることにより、当該法

人等の自由な事業活動や正当な利益を害するおそ

れがあるため 

 

 

公開請求にかかる行政文書 35 ○○土地改良区にかかる第２０回通常総代会

議案（平成１１年３月２８日開催） 

 

公開しない部分 公開しない理由 

・個人の氏名（公開部分を除く） 

 
旧条例第６条第１号該当 

 

特定の個人が識別される個人の情報に該当するた

め 



 １０１ 

・第１号議案における施工業者に関する部分 

・第２号議案 

・第３号議案（補助金に関する部分を除く） 

・第４号議案 

・第５号議案 

・第６号議案 

・第７号議案 

・第８号議案 

・第９号議案における補助金以外の収入に関する部

分 

・第１０号議案における補助金以外の収入に関する

部分 

・第１１号議案における補助金以外の収入に関する

部分 

・第１２号議案（監査報告書を除く） 

・第１３号議案（補助金に関する部分を除く） 

・第１４号議案 

・第１５号議案 

・第１６号議案 

・第１７号議案 

・第１８号議案における補助金以外の収入に関する

部分 

・第１９号議案における補助金以外の収入に関する

部分 

・第２０号議案 

・第２１号議案における補助金以外の収入に関する

部分 

・第２２号議案（補助金に関する部分を除く） 

・第２３号議案 

・第２４号議案 

・第２５号議案 

・第２６号議案 

・第２７号議案における補助金以外の収入に関する

部分 

・第２８号議案 

・第３０号議案における金額及び負担率の部分 

・第３１号議案における金額の部分 

・第３２号議案における金融機関名の部分 

・第３３号議案における金融機関名、借入金の限度

額、借入金の利息、借入先、償還方法に関する部分 

旧条例第６条第２号該当 

 

当該法人の収入・支出・経理・資金調達又は事業等

に関わる情報であり、公にすることにより、当該法

人等の自由な事業活動や正当な利益を害するおそ

れがあるため 

 

 

公開請求にかかる行政文書 36 ○○土地改良区にかかる第１３回通常総代会

議案（平成１１年３月２６日開催） 

 

公開しない部分 公開しない理由 

・個人の氏名、印影（公開される部分を除く） 

 
旧条例第６条第１号該当 

 

特定の個人が識別される個人の情報に該当するた

め 



 １０２ 

・第１号議案～１の４ 

・第１号議案～２ 

・第２号議案（補助金に関する部分及び監査報告書

を除く） 

・第３号議案 

・第４号議案～１（補助金に関する部分を除く） 

・第４号議案～２ 

・第５号議案における金額の部分 

・第６号議案における金融機関名、借入金額、借入

利率、償還の方法、償還財源に関する部分 

・第７号議案における借入金の最高限度額、借入利

率、借入先に関する部分 

・第８号議案における金融機関名の部分 

旧条例第６条第２号該当 

 

当該法人の収入・支出・経理・資金調達又は事業等

に関わる情報であり、公にすることにより、当該法

人等の自由な事業活動や正当な利益を害するおそ

れがあるため 

 

 

公開請求にかかる行政文書 37 ○○土地改良区にかかる平成１２年度通常総

代会議案（平成１２年３月３１日開催） 

 

公開しない部分 公開しない理由 

・個人の氏名（公開部分を除く） 旧条例第６条第１号該当 

 

特定の個人が識別される個人の情報に該当するた

め 

・事業費調達に関する部分（公開部分を除く） 

・第１号議案の「平成１０年度一般会計歳入歳出決

算書」（県、市補助金に関する部分を除く） 

・第１号議案の「平成１０年度基本財産積立金収支

決算書」 

・第１号議案の「平成１０年度特別会計（役職員退職

積立金）収支決算書」 

・第１号議案の「平成１０年度特別会計（県営かんが

い排水事業）負担金決算書」 

・第１号議案の「平成１０年度特別会計（○○対策事

業○○水路）負担金決算書」 

・第２号議案における補助金以外の収入に関する部

分及び工事請負費、測量試験費、工事雑費以外の支

出に関する部分並びに請負業者に関する部分 

・第３号議案の財産目録 

・第４号議案の「平成１１年度一般会計歳入歳出補

正予算書（案）」（県、市補助金に関する部分を除く） 

・第４号議案の「平成１１年度特別会計（役職員退職

積立金）収支補正予算（案）」 

・第４号議案の「平成１１年度基本財産積立金収支

補正予算書（案）」 

・第４号議案の「平成１１年度特別会計（県営かんが

い排水事業）負担金補正予算書（案）」 

・第４号議案の「平成１１年度特別会計（○○対策事

業○○水路）負担金補正予算書（案）」 

・第５号議案における県、市補助金以外の収入に関

する部分及び工事請負費、測量試験費、工事雑費以

外の支出に関する部分並びに請負業者に関する部分 

旧条例第６条第２号該当 

 

当該法人の収入・支出・経理・資金調達又は事業等

に係る内部管理に関する情報であり、公にするこ

とにより、当該法人等の自由な事業活動や正当な

利益を害するおそれがあるため 



 １０３ 

・第７号議案の「平成１２年度一般会計歳入歳出予

算書（案）」（県、市補助金に関する部分を除く） 

・第７議案の「平成１２年度特別会計（役職員退職積

立金）収支予算書（案）」 

・第７号議案の「平成１２年度特別会計（県営かんが

い排水事業）負担金予算書（案）」 

・第７号議案の「平成１２年度特別会計（○○対策事

業○○水路）負担金予算書（案）」 

・第８号議案の「平成１２年度基本財産積立金収支

予算書（案）」 

・第１０号議案の金額の部分 

・第１１号議案の金融機関名の部分 

・第１２号議案の金額の部分 

・第１３号議案における金額及び金融機関名の部分 

・第６号議案 旧条例第６条第２号該当 

 

当該法人の財産にかかる内部管理に関する情報で

あり、公にすることにより、当該法人等の正当な利

益を害するおそれがあるため 

 

 

公開請求にかかる行政文書 38 ○○土地改良区にかかる平成１２年度通常総

代会議案書（平成１２年３月２７日開催） 

公開しない部分 公開しない理由 

・個人の氏名、印影 旧条例第６条第１号該当 

 

特定の個人が識別される個人の情報に該当するた

め 

・事業費調達に関する部分（公開部分を除く） 

・第１号議案の「平成１０年度事業収支決算書」に

おける補助金以外の収入に関する部分 

・第１号議案２ 

・第２号議案（監査報告を除く） 

・第３号議案 

・第５号議案 

･第６号議案における金額及び事業賦課金基準に関

する部分 

・第７号議案における借入先、借入最高額、利率、借

入先、借入時期、据置期限、償還期限、償還方法、償

還財源に関する部分 

・第８号議案における金融機関名の部分 

旧条例第６条第２号該当 

 

当該法人の収入・支出・経理・資金調達又は事業等

に関わる情報であり、公にすることにより、当該法

人等の自由な事業活動や正当な利益を害するおそ

れがあるため 

 

 

公開請求にかかる行政文書 39 ○○土地改良区にかかる平成１２年度通常

総代会議案（平成１２年３月２５日開催） 

 

公開しない部分 公開しない理由 

・事業費調達に関する部分（公開部分を除く） 

・第１号議案～２ 

・第２号議案～１の「○○土地改良区平成１０年度一般会

計収支決算書」（補助金及び○○維持管理費の管理費、改修

旧条例第６条第２号該当 

 

当該法人の収入・支出・経理・資金調達又は

事業等にかかる内部管理に関する情報であ



 １０４ 

費に関する部分を除く） 

・第２号議案～１の「「平成１０年度県市費補助土地改良事

業収支決算書」における補助金以外の収入に関する部分 

・第２号議案～２ 

・第２号議案～３ 

・第２号議案～４ 

・第２号議案～５における補助金以外の収入に関する部分

及び事業費以外の支出に関する部分 

・第２号議案～６における補助金以外の収入に関する部分

及び借入金以外の支出に関する部分 

・第３号議案～１の「○○土地改良区平成１１年度一般会

計収支補正予算書」（補助金及び○○維持管理費の管理費、

改修費に関する部分を除く） 

・第３号議案～１の「平成１１年度県市費補助土地改良事

業収支決算書」における補助金以外の収入に関する部分 

・第３号議案～２ 

・第３号議案～３における補助金以外の収入に関する部分

及び県単、市単事業費以外の支出に関する部分 

・第４号議案～２の「○○土地改良区平成１２年度一般会

計予算書（案）」（補助金に関する部分及び○○維持管理費

の管理費、改修費に関する部分を除く） 

・第４号議案～２の「平成１２年度県市費補助土地改良事

業収支予算書（案）」における補助金以外の収入に関する部

分 

・第４号議案～３ 

・第４号議案～４ 

・第４号議案～５ 

・第４号議案～６における補助金以外の収入に関する部分

及び県単、市単事業費、委託料以外の支出に関する部分 

・第５号議案における金額の部分 

・第６号議案における金額の部分 

・第７号議案における金融機関名及び一時借入金最高限度

額の部分 

り、公にすることにより、当該法人等の自由

な事業活動や正当な利益を害するおそれが

あるため 

 

 

公開請求にかかる行政文書 40 ○○土地改良区にかかる平成１２年度通常

総代会議案（平成１２年３月３１日開催） 

 

公開しない部分 公開しない理由 

・個人の氏名、住所（公開部分を除く） 旧条例第６条第１号該当 

 

特定の個人が識別される個人の情報に該当する

ため 

・事業費調達に関する部分（公開部分を除く） 

・第１号議案の第２の１、２における金額の部分及び内

訳の部分 

・第１号議案Ⅱ 

・第２号議案の１（補助金に関する部分及び事業費の工

事費に関する部分を除く） 

・第２号議案の２ 

・第２号議案の３（監査報告書を除く） 

・第３号議案の１（補助金に関する部分及び事業費の工

旧条例第６条第２号該当 

 

当該法人の収入・支出・経理・資金調達又は事

業等に関わる情報であり、公にすることにより、

当該法人等の自由な事業活動や正当な利益を害

するおそれがあるため 

 

 

 



 １０５ 

事費に関する部分を除く） 

・第３号議案の２ 

・第４号議案の１における非補助土地改良事業に関す

る部分 

・第４号議案の２（補助金及び事業費の工事費に関する

部分） 

・第４号議案の３ 

・第４号議案の４ 

・第５号議案における金額の部分及び負担割合の部分 

・第６号議案における借入金の限度額、借入先、借入利

率に関する部分 

・第７号議案における金融機関名の部分 

 

 

 

 

 

報告事項の（２）（公開部分を除く） 旧条例第６条第１号該当 

 

特定の個人が識別される個人の情報、又は個人

の権利利益を害するおそれがある情報であるた

め 

 

 

公開請求にかかる行政文書 41 ○○土地改良区にかかる平成１２年度総代会

議案（平成１２年３月２５日開催） 

 

公開しない部分 公開しない理由 

・個人の氏名（公開部分を除く） 旧条例第６条第１号該当 

 

特定の個人が識別される個人の情報に該当するた

め 

・第１号議案の１，２ 

・第１号議案の３における補助金以外の収入に関す

る部分及び登記料、事業費以外の支出に関する部分 

・第１号議案の「平成１１年度単独市費補助土地改

良事業」における市補助金以外の収入に関する部分

及び工事請負金、工事雑費、労務費、資材費以外の支

出に関する部分並びに工事概要の請負業者名の部分 

・第２号議案の「平成１１年度単独県費補助土地改

良事業」における県、市補助金以外の収入に関する

部分及び工事請負金、工事雑費、測量試験費、用地費

以外の支出に関する部分並びに工事概要の請負業者

名の部分 

・第１号議案の「農業基盤整備分筆登記事業」におけ

る登記委託業者の部分 

・第１号議案の「総合計」の県、市補助金以外の収入

に関する部分及び工事請負金、測量試験費、労務資

材費、分筆登記経費、以外の支出に関する部分 

・第２号議案の２ 

・第２号議案の３ 

・第２号議案の４ 

・第２号議案の５ 

・第２号議案の６における補助金以外の収入に関す

る部分及び登記料、事業費以外の支出に関する部分 

・第２号議案の（１）における市以外の補助率に関す

旧条例第６条第２号該当 

 

当該法人の収入・支出・経理・資金調達又は事業等

に関わる情報であり、公にすることにより、当該法

人等の自由な事業活動や正当な利益を害するおそ

れがあるため 



 １０６ 

る部分 

・第２号議案の（２）における県、市以外の補助率に

関する部分 

・第３号議案における金額の部分 

・第４号議案における金額の部分 

・第５号議案における借入金の限度額、借入先に関

する部分 

・第６号議案における金融機関名の部分 

・承認第１号のⅡ 

・承認第２号の１ 

・承認第２号の２ 

・承認第２号の３ 

・承認第２号の４ 

・承認第２号の５における補助金以外の収入に関す

る部分及び登記料、工事請負費、工事雑費、測量試験

費、資材労務費、換地費、事務雑費以外の支出に関す

る部分 

・承認第２号の「平成１０年度単独市費補助土地改

良事業」における市補助金以外の収入に関する部分

及び工事請負金、工事雑費、労務費、資材費以外の支

出に関する部分並びに工事概要の請負業者名の部分 

・承認第２号の「平成１０年度災害復旧事業」におけ

る補助金以外の収入に関する部分及び工事請負金、

工事雑費、測量試験費、事務雑費以外の支出に関す

る部分並びに工事概要の請負業者名の部分 

・承認第２号の「平成１０年度単独県費補助土地改

良事業」における補助金以外の収入に関する部分及

び工事請負費、工事雑費、測量試験費、用地費以外の

支出に関する部分並びに工事概要の請負業社名の部

分 

・承認第２号の「基盤整備促進事業」における国、

県、市補助金以外の収入に関する部分 

・承認第２号の「総合計」の国、県、市補助金以外の

収入に関する部分及び工事請負金、測量試験費、工

事雑費、事務費、労務資材費、分筆登記経費、換地

費、事務雑費以外の支出に関する部分 

 

 

公開請求にかかる行政文書 42 ○○土地改良区における平成１２年度通常総

代会議案（平成１２年３月２６日開催） 

 

公開しない部分 公開しない理由 

・個人の氏名、印影（公開部分を除く） 旧条例第６条第１号該当 

 

特定の個人が識別される個人の情報に該当するた

め 

・事業費調達に関する部分（公開部分を除く） 

・第１号議案の（２） 

・基本財産退職給与積立金特別積立金報告書 

・平成１０年度特別会計借入償還報告 

・第２号議案の（１） 

旧条例第６条第２号該当 
 

当該法人の収入・支出・経理・資金調達又は事業等

に関わる情報であり、公にすることにより、当該法

人等の自由な事業活動や正当な利益を害するおそ



 １０７ 

・第２号議案の（２）における補助金以外の収入に関

する部分及び工事請負費、用地費、工事雑費以外の

支出に関する部分（監査報告書を除く） 

・第３号議案の（１） 

・第３号議案の（２）における補助金以外の収入に関

する部分及び工事請負費、用地費、工事雑費以外の

支出に関する部分 

・第４号議案の（２） 

・第４号議案の（３）における補助金以外の収入に関

する部分及び工事請負費、用地費、工事雑費以外の

支出に関する部分 

・第５号議案における金額の部分 

・第６号議案における金額の部分 

・第７号議案における借入金最高限度、借入先に関

する部分 

・第８号議案における金融機関名の部分 

れがあるため 

 

 

  

公開請求にかかる行政文書 43 ○○土地改良区にかかる第４９回通常総代会

議案（平成１２年３月１９日開催） 

 

公開しない部分 公開しない理由 

・個人の氏名（公開部分を除く） 

 

旧条例第６条第１号該当 

 

特定の個人が識別される個人の情報に該当するた

め 

・事業費調達に関する部分（公開部分を除く） 

・第１号議案の２ 

・第２号議案（補助金及び事業費に関する部分並び

に監査報告書を除く） 

・第３号議案（補助金及び工事請負費、工事雑費、設

計費に関する部分を除く） 

・第４号議案の第１における金額の部分 

・第４号議案の第２（補助金及び工事請負費、工事

雑費、設計費に関する部分を除く） 

・第４号議案の第３ 

・第５号議案における賦課金額の部分 

・第６号議案における借入先、借入金限度額、借入

利息に関する部分 

・第７号議案における金融機関名の部分 

旧条例第６条第２号該当 
 

当該法人の収入・支出・経理・資金調達又は事業等

に関わる情報であり、公にすることにより、当該法

人等の自由な事業活動や正当な利益を害するおそ

れがあるため 

 

 

 

 

 

 

 

 

公開請求にかかる行政文書 44 ○○土地改良区にかかる第７２回通常総代会

（平成１２年３月２４日開催） 

 

公開しない部分 公開しない理由 

・事業費調達に関する部分（公開部分を除く） 旧条例第６条第２号該当 

・第１号議案－１ 

・第１号議案－２ 

 

当該法人の収入・支出・経理・資金調達又は事業等
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・第１号議案－３ 

・第１号議案－４における補助金以外の収入に関す

る部分 

・第１号議案の「財産目録」 

・第２号議案－１ 

・第２号議案－２ 

・第２号議案－３における補助金以外の収入に関す

る部分 

・第３号議案－１ 

・第３号議案－２ 

・第３号議案－３ 

・第３号議案－４における県、市補助金以外の収入

に関する部分 

・第５号議案における借入最高限度額、利率、借入

先に関する部分 

・第６号議案における金融機関名の部分 

に関わる情報であり、公にすることにより、当該法

人等の自由な事業活動や正当な利益を害するおそ

れがあるため 

 

公開請求にかかる行政文書 45 ○○土地改良区にかかる第５３回通常総代会

（平成１２年３月１８日開催） 

 

公開しない部分 公開しない理由 

・個人の氏名、印影 

 

旧条例第６条第１号該当 

 

特定の個人が識別される個人の情報に該当するた

め 

・事業費調達に関する部分（公開部分を除く） 

・第１号議案の１における請負業者に関する部分 

・第１号議案の２における補助金以外の収入に関す

る部分及び工事費、測量費、工雑、雑費以外の支出

に関する部分 

・第２号議案の１ 

・第２号議案の２ 

・第２号議案の３ 

・第２号議案の４ 

・第２号議案の５（監査報告書を除く） 

・第３号議案における請負業者名に関する部分 

・第４号議案の１ 

・第４号議案の２ 

・第６号議案の１ 

・第６号議案の２ 

・第６号議案の３ 

・第６号議案の４ 

・第７号議案における金額の部分 

・第８号議案における金額の部分 

・第９号議案における賦課率の部分 

・第１０号議案における金額及び備考の部分 

・第１１号議案における金額の部分 

・第１２号議案における金融機関名の部分 

旧条例第６条第２号該当 

 

当該法人の収入・支出・経理・資金調達又は事業等

に関わる情報であり、公にすることにより、当該法

人等の自由な事業活動や正当な利益を害するおそ

れがあるため 

 

 



 １０９ 

公開請求にかかる行政文書 46 ○○土地改良区通常総代会議案（平成１２年３

月３０日開催） 

 

公開しない部分 公開しない理由 

・個人の氏名 旧条例第６条第１号該当 

 

特定の個人が識別され得る個人の情報に該当する

ため 

・事業費調達に関する部分（公開部分を除く） 

・１号議案の「平成１０年度一般会計収支決算書」 

・２号議案の「平成１０年度特別会計収支決算書」

における補助金以外の収入、支出に関する部分 

・２号議案（監査報告書を除く） 

・３号議案の「平成１２年度一般会計収支予算書案」 

・３号議案の「平成１２年度特別会計収支予算書案」

における補助金以外の収入、支出に関する部分 

・３号議案の「平成１２年度○○土地改良区財政調

整基金収支予算書案」 

・４号議案における金額の部分 

・５号議案における金融機関名の部分 

旧条例第６条第２号該当 

 

当該法人の収入・支出・経理・資金調達又は事業等

に関わる情報であり、公にすることにより、当該法

人等の自由な事業活動や正当な利益を害するおそ

れがあるため 

 

 

公開請求にかかる行政文書 47○○土地改良区にかかる平成１２年度通常総代

会議案書（平成１２年３月２８日開催） 

 

公開しない部分 公開しない理由 

・個人の氏名、印影（公開部分を除く） 旧条例第６条第１号該当 

 

特定の個人が識別され得る個人の情報に該当す

るため 

・事業費調達に関する部分（公開部分を除く） 

・第１号議案の２における金額及び金融機関名の部分 

・第１号議案の財産目録 

・第１号議案の「平成１０年度一般会計収支決算書」（県

費、市費、災害補助金及び工事費に関する部分を除く） 

・第１号議案の「平成１０年度財政調整資金積立金特別

会計収支決算書」 

・第１号議案の「平成１０年度退職給与積立金特別会計

収支決算書」 

・第２号議案の「平成１１年度補正予算算定表」（県費、

市費、災害補助金及び請負費、設計費、用地補償費、災

害復旧費に関する部分を除く） 

・第３号議案の「平成１２年度一般会計収支予算書」（県

費、市費、災害補助金及び請負金、設計料、用地補償費、

災害復旧費に関する部分を除く） 

・第３号議案の「平成１２年度特別会計財調資金収支予

算書」 

・第３号議案の「平成１２年度退職給与積立金特別会計

収支予算書」 

・第５号議案の金額の部分 

・第８号議案における金融機関名の部分 

旧条例第６条第２号該当 

 

当該法人の収入・支出・経理・資金調達又は事

業等に関わる情報であり、公にすることにより、

当該法人等の自由な事業活動や正当な利益を害

するおそれがあるため 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 １１０ 

 

 

公開請求にかかる行政文書 48第４７回○○土地改良区総代会議案書（平成

１２年３月２８日開催） 

公開しない部分 公開しない理由 

・個人の氏名（公開部分を除く） 旧条例第６条第１号該当 

 

特定の個人が識別され得る個人の情報に該当す

るため 

・第１号議案－１における請負業者名の部分 

・第１号議案－２ 

・第２号議案－１ 

・第２号議案－２における補助金以外の収入に関する

部分及び請負費、工雑、委託設計料以外の支出に関する

部分 

・第３号議案（監査報告を除く） 

・第４号議案－２ 

・第４号議案－３における補助金以外の収入に関する

部分及び請負費、工雑、委託設計料以外の支出に関する

部分 

・第５号議案 

・第６号議案における金額、負担割合の部分 

・第７号議案における金融機関名の部分 

旧条例第６条第２号該当 

 

当該法人の収入・支出・経理・資金調達又は事

業等に関わる情報であり、公にすることにより、

当該法人等の自由な事業活動や正当な利益を害

するおそれがあるため 

 

 

 

 

 

 

 

 

公開請求にかかる行政文書 49 ○○土地改良区にかかる第三十九回通常総

代会議案（平成１２年３月１６日開催） 

 

公開しない部分 公開しない理由 

・個人の氏名（公開部分を除く） 旧条例第６条第１号該当 

 

特定の個人が識別され得る個人の情報に該当す

るため 

・土地改良区の印影 旧条例第６条第２号該当 

 

当該法人の内部管理に関する部分であり、公に

することにより、当該法人の正当な利益を害す

るおそれがあるため 

・事業費調達に関する部分（公開部分を除く） 

・第一号議案の二 

・第二号議案の一 

・第二号議案の二の（１）における補助金以外の収入に

関する部分 

・第二号議案の二の（２）の県営、団体営、国費災害、

市費災害における工事費、換地費、用地費、設計登記費、

工雑、事務費以外の支出に関する部分 

・第二号議案の二の（２）の単県、単市、舗装、登記に

おける工事費、換地費、用地費、設計費、工雑、登記費、、

市負担金以外の支出に関する部分 

・第二号議案の事業別明細書の（三）における補助金以

旧条例第６条第２号該当 

 

当該法人の収入・支出・経理・資金調達又は事

業等に関わる情報であり、公にすることにより、

当該法人等の自由な事業活動や正当な利益を害

するおそれがあるため 



 １１１ 

外の収入に関する部分及び工事費、設計費、工雑、用地

費以外の支出に関する部分 

・第二号議案の事業別明細書の（四）における補助金以

外の収入に関する部分及び工事費、工雑、市負担金、用

地費以外の支出に関する部分 

・第二号議案の事業費明細書の（五）における補助金以

外の収入に関する部分及び工事費、工雑以外の支出に関

する部分 

・第二号議案の事業費明細書の（六）における補助金以

外の収入に関する部分及び分筆登記、地目変更、所有権

移転以外の支出に関する部分 

・第二号議案の（七）（八）における補助金以外の収入

に関する部分 

・第二号議案の三、四（監査報告書を除く） 

・第三号議案の一 

・第三号議案の二の（１）における補助金以外の収入に

関する部分 

・第三号議案の二の（２）における工事費、設計費、工

雑、用地補償、市負担金、分筆登記、地目変更、所有権

移転以外の支出に関する部分 

・第三号議案の事業別明細書（一）における補助金以外

の収入に関する部分及び工事費、設計費、工雑、用地補

償費以外の支出に関する部分 

・第三号議案の事業別明細書（二）における補助金以外

の収入に関する部分及び工事費、工雑、市負担金、用地

費以外の支出に関する部分 

・第三号議案の事業別明細書（三）における補助金以外

の収入に関する部分及び工事費以外の支出に関する部

分 

・第三号議案の事業別明細書（四）における補助金以外

の収入に関する部分及び分筆登記、地目変更、所有権移

転以外の支出に関する部分 

・第三号議案の三 

・第三号議案の四 

・第四号議案の一 

・第四号議案の三、四 

・第五号議案における金額の部分 

・第六号議案における金額及び賦課率の部分 

・第七号議案における金額の部分 

・第八号議案における金額の部分 

・第九号議案における金額の部分 

・第十号議案における借入額、借入先 

・第十一号議案における金融機関名の部分 
 

 

公開請求にかかる行政文書 50 ○○土地改良区にかかる総代会議案綴（平

成１２年３月２５日開催） 

 

公開しない部分 公開しない理由 

・個人の氏名、印影（公開部分を除く） 

 
旧条例第６条第１号該当 

 



 １１２ 

特定の個人が識別される個人の情報に該当する

ため 

・事業費調達に関する部分（公開部分を除く） 

・第１号議案の補助金以外の収入に関する部分及び請

負業者に関する部分 

・第２号議案の「平成１０年度収支決算書（一般会計）」 

・第２号議案の「平成１０年度特別会計決算書」におけ

る補助金以外の収入に関する部分及び県市補助金、工事

費、工事雑費、測量試験費以外の支出に関する部分 

・第３号議案 

・第４号議案における補助金以外の収入に関する部分

及び請負業者に関する部分 

・第５号議案の「平成１１年度現計表」 

・第５号議案の「平成１１年度特別会計現計表」におけ

る補助金以外の収入に関する部分及び事業費以外の支

出に関する部分 

・第５号議案の「平成１１年度農地転用月別表」 

・第７号議案の「平成１２年度予算書（案）」 

・第８号議案における金融機関名の部分 

・第９号議案における料率に関する部分 

・第１０号議案における金額、金融機関名の部分 

・第１１号議案における金融機関名の部分 

旧条例第６条第２号該当 

 

当該法人の収入・支出・経理・資金調達又は事

業等に関わる情報であり、公にすることにより、

当該法人等の自由な事業活動や正当な利益を害

するおそれがあるため 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公開請求にかかる行政文書 51 ○○土地改良区にかかる平成１２年度通常総

代会議案（平成１２年３月３０日開催） 

 

公開しない部分 公開しない理由 

・個人の氏名（公開部分を除く） 

 
旧条例第６条第１号該当 

 

特定の個人が識別される個人の情報に該当するた

め 

・事業費調達に関する部分（公開部分を除く） 

・第１号議案－２ 

・第１号議案－３ 

・第１号議案－４ 

・第２号議案（監査報告書を除く） 

・第３号議案－２における県、市補助金以外の収入

に関する部分及び工事費、測試、工雑以外の支出に

関する部分 

・第３号議案－３ 

・第３号議案－４ 

・第３号議案－５ 

・第４号議案における金額、負担率に関する部分 

・第６号議案における借入最高限度額、借入先に関

する部分 

・第７号議案における金融機関名に関する部分 

旧条例第６条第２号該当 

 

当該法人の収入・支出・経理・資金調達又は事業等

に関わる情報であり、公にすることにより、当該法

人等の自由な事業活動や正当な利益を害するおそ

れがあるため 

 

 

公開請求にかかる行政文書 52 ○○土地改良区にかかる平成１２年通常総代



 １１３ 

会議案（平成１２年３月２９日開催） 

 

公開しない部分 公開しない理由 

個人の氏名、印影（公開部分を除く） 

 
旧条例第６条第１号該当 

 

特定の個人が識別される個人の情報に該当するた

め 

・事業費調達に関する部分（公開部分を除く） 

・第１号議案の「賦課金納入状況」「経理の状況」 

・第１号議案の「事業明細書」の（１）における市費

以外の収入に関する部分及び工事費、工雑以外の支

出に関する部分 

・第１号議案の「事業明細書」の（２）における市費

以外の収入に関する部分 

・第１号議案の「財産目録」 

・第２号議案（監査報告書を除く） 

・第３号議案 

・第４号議案の１ 

旧条例第６条第２号該当 

 

当該法人の収入・支出・経理・資金調達又は事業等

に関わる情報であり、公にすることにより、当該法

人等の自由な事業活動や正当な利益を害するおそ

れがあるため 

 

 

公開請求にかかる行政文書 53 ○○土地改良区にかかる第３８回通常総代会

議案（平成１２年３月２５日開催） 

 

公開しない部分 公開しない理由 

・個人の氏名（公開部分を除く） 

 
旧条例第６条第１号該当 

 

特定の個人が識別される個人の情報に該当するた

め 

・事業費調達に関する部分（公開部分を除く） 

・第１号議案の１の（４） 

・第１号議案の２ 

・第１号議案の３における補助金以外の収入に関す

る部分 

・第１号議案の４（監査報告書を除く） 

・第２号議案の１における補助金以外の収入に関す

る部分 

・第２号議案の２ 

・第３号議案の３ 

・第４号議案における金額及び賦課率の部分 

・第５号議案における金額の部分 

・第６号議案における金額の部分 

・第７号議案における金融機関名の部分 

旧条例第６条第２号該当 

 

当該法人の収入・支出・経理・資金調達又は事業等

に関わる情報であり、公にすることにより、当該法

人等の自由な事業活動や正当な利益を害するおそ

れがあるため 

 

 

公開請求にかかる行政文書 54 ○○土地改良区にかかる平成１２年通常総代

会議案（平成１２年３月１７日開催） 

 

公開しない部分 公開しない理由 

・個人の氏名（公開部分を除く） 旧条例第６条第１号該当 



 １１４ 

  

特定の個人が識別される個人の情報に該当するた

め 

・第１号議案－２ 

・第２号議案－１における補助金以外の収入に関す

る部分 

・第２号議案－２ 

・第２号議案－３ 

・第２号議案－４ 

・第２号議案－５ 

・第２号議案－６（監査報告書を除く） 

・第３号議案－１における補助金以外の収入に関す

る部分 

・第３号議案－２ 

・第３号議案－３ 

・第５号議案における金額の部分 

・第７号議案における借入金、借入先、償還の方法 

・第８号議案における金融機関名の部分 

旧条例第６条第２号該当 

 

当該法人の収入・支出・経理・資金調達又は事業等

に関わる情報であり、公にすることにより、当該法

人等の自由な事業活動や正当な利益を害するおそ

れがあるため 

 

 

公開請求にかかる行政文書 55 平成１２年度○○土地改良区通常総代会議案

（平成１２年３月３１日開催） 

 

公開しない部分 公開しない理由 

・個人の氏名（公開部分を除く） 

 
旧条例第６条第１号該当 

 

特定の個人が識別される個人の情報に該当するた

め 

・事業費調達に関する部分（公開部分を除く） 

・第１号議案の第一の３ 

・第１号議案の第二の工事請負業者に関する部分 

・第１号議案の第四 

・第１号議案の「財産目録」 

・第２号議案（補助金に関する部分及び事業費の受

託工事費に関する部分を除く） 

・第３号議案 

・第４号議案 

・第５号議案 

・第６号議案 

・第７号議案 

・第８号議案における市補助金以外の収入に関する

部分および市補助金繰出金以外の支出に関する部分 

・第９号議案の「平成１１年度一般会計収支出予算

書」（補助金に関する部分及び事業費の受託工事費に

関する部分を除く） 

・第１０号議案 

・第１１号議案における市補助金以外の収入に関す

る部分および市補助金繰出金以外の支出に関する部

分 

・第１３号議案（補助金に関する部分及び事業費の

旧条例第６条第２号該当 

 

当該法人の収入・支出・経理・資金調達又は事業等

に関わる情報であり、公にすることにより、当該法

人等の自由な事業活動や正当な利益を害するおそ

れがあるため 



 １１５ 

受託工事費に関する部分並びに平成１２年度単独県

費・市費補助土地改良事業計画書を除く） 

・第１４号議案 

・第１５号議案 

・第１６号議案 

・第１７号議案 

・第１８号議案 

・第１９号議案における市補助金以外の収入に関す

る部分および市補助金繰出金以外の支出に関する部

分 

・第２１号議案における金融機関名の部分 

・第２２号議案における金額の部分 

・第２３号議案における金額の部分 

・第２４号議案における借入金の総額、借入金の利

息、借入先に関する部分 

 

 

公開請求にかかる行政文書 56 ○○土地改良区にかかる平成１０年度通常総

代会議案（平成１２年３月２５日開催） 

 

公開しない部分 公開しない理由 

・個人の氏名、印影（公開部分を除く） 

 
旧条例第６条第１号該当 

 

特定の個人が識別される個人の情報に該当するた

め 

・事業費調達に関する部分（公開部分を除く） 

・第１号議案の３における金額の部分 

・第１号議案の４ 

・第１号議案の「財産目録報告書」 

・第２号議案 

・第３号議案における補助金以外の収入に関する部

分及び事業費以外の支出に関する部分 

・第４号議案 

・第５号議案（監査報告書を除く） 

・第７号議案 

・第８号議案における補助金以外の収入に関する部

分及び事業費以外の支出に関する部分 

・第９号議案 

・第１０号議案 

・第１１号議案における金額の部分 

・第１２号議案における金額の部分 

・第１３号議案における借入金限度額、借入先に関

する部分 

・第１４号議案における預入先に関する部分 

旧条例第６条第２号該当 

 

当該法人の収入・支出・経理・資金調達又は事業等

に関わる情報であり、公にすることにより、当該法

人等の自由な事業活動や正当な利益を害するおそ

れがあるため 

 

 

公開請求にかかる行政文書 57 ○○土地改良区にかかる平成１２年度通常総

代会議案（平成１２年３月３０日開催） 

 



 １１６ 

公開しない部分 公開しない理由 

・個人の氏名、印影（公開部分を除く） 

 
旧条例第６条第１号該当 

 

特定の個人が識別される個人の情報に該当するた

め 

・第１号議案１の財産目録 

・第１号議案２（県、市補助金に関する部分を除く） 

・第１号議案３－１ 

・第１号議案３－２ 

・第１号議案３－３ 

・第１号議案３－４における請負業者名 

・第１号議案３－４の県営における県、市補助金以

外の収入に関する部分及び工事費、測量試験費、工

事雑費、事務費以外の支出に関する部分 

・第１号議案３－４の県単、市単、衛生課における

県、市補助金以外の収入に関する部分及び工事費、

測量試験費、工事雑費以外の支出に関する部分 

・第１号議案３－４の国災、市災における県、市補助

金以外の収入に関する部分及び工事費、測量試験費、

工事雑費、事務雑費以外の支出に関する部分 

・第２号議案１（県、市補助金に関する部分を除く） 

・第２号議案２における県、市補助金以外の収入に

関する部分を除く 

・第３号議案２（県、市補助金に関する部分を除く） 

・第３号議案３における金額及び金融機関名の部分 

・第３号議案４における金額の部分 

・第３号議案５－１ 

・第３号議案５－２ 

・第３号議案５－３ 

旧条例第６条第２号該当 

 

当該法人の収入・支出・経理・資金調達又は事業等

に関わる情報であり、公にすることにより、当該法

人等の自由な事業活動や正当な利益を害するおそ

れがあるため 

 

 

公開請求にかかる行政文書 58 ○○土地改良区にかかる第３３回通常総代会

議案（平成１２年３月１９日開催） 

 

公開しない部分 公開しない理由 

個人の氏名（公開部分を除く） 

・第１号議案 
旧条例第６条第１号該当 

 

特定の個人が識別される個人の情報に該当するた

め 

・事業費調達に関する部分（公開部分を除く） 

・第２号議案の「平成１０年度単独県費補助土地改

良事業」における補助金以外の収入に関する部分 

・第２号議案の「平成１０年度単独市費補助土地改

良事業」における補助金以外の収入に関する部分 

・第２号議案の「平成１０年度災害復旧事業」におけ

る補助金以外の収入に関する部分 

・第２号議案の「平成１０年度事業報告並びに収支

決算承認について」（事業補助金及び事業費に関する

部分を除く） 

・第３号議案 

旧条例第６条第２号該当 

 

当該法人の収入・支出・経理・資金調達又は事業等

に関わる情報であり、公にすることにより、当該法

人等の自由な事業活動や正当な利益を害するおそ

れがあるため 



 １１７ 

・第４号議案の「平成１２年度団体営基盤整備促進

事業」における補助金以外の収入に関する部分 

・第４号議案の「平成１２年度単独県費補助土地改

良事業」における補助金以外の収入に関する部分 

・第４号議案の「平成１２年度単独市費補助土地改

良事業」における補助金以外の収入に関する部分 

・第４号議案の「平成１２年度一般会計予算（案）」

（事業補助金及び事業費に関する部分を除く） 

・第５号議案における金額の部分 

・第６号議案における金額の部分 

・第７号議案における借入先、借入最高限度額、借入

方法に関する部分 

・第８号議案における金融機関名の部分 

・附表における賦課金算出基準に関する部分 

 

 

公開請求にかかる行政文書 59 平成１２年○○土地改良区通常総代会議案（平

成１２年３月２８日開催） 

 

公開しない部分 公開しない理由 

・個人の氏名（公開部分を除く） 

 
旧条例第６条第１号該当 

 

特定の個人が識別される個人の情報に該当するた

め 

・議案第１号における基盤整備促進事業に関する部

分 

・議案第１号における施行者、指名業者数に関する

部分 

・議案第２号（補助金に関する部分を除く） 

・議案第３号における基盤整備促進事業及び補助金

以外の収入に関する部分 

・議案第４号（監査報告書を除く） 

・議案第５号（補助金に関する部分を除く） 

・議案第６号における補助金以外の収入に関する部

分 

・議案第７号（補助金に関する部分を除く） 

・議案第９号における補助金以外の収入に関する部

分 

・議案第１０号における借入最高限度額、借入金融

機関、取扱金融機関、償還方法、利率、償還期間、償

還財源に関する部分 

・議案第１１号における最高限度額、借入機関、利

息に関する部分 

・議案第１２号における金融機関名の部分 

・債務負担行為で平成１２年度支出額及び１３年度

以降の支出予定額に関する調書 

旧条例第６条第２号該当 

 

当該法人の収入・支出・経理・資金調達又は事業等

に関わる情報であり、公にすることにより、当該法

人等の自由な事業活動や正当な利益を害するおそ

れがあるため 

 

 

公開請求にかかる行政文書 60 ○○土地改良区にかかる第３７回通常総代会

議案（平成１２年３月２９日開催） 



 １１８ 

 

公開しない部分 公開しない理由 

・議案第１号の「平成１１年度事業計画変更書」に

おける融資単独土地改良事業、町単独土地改良事業、

調査設計事業に関する部分 

・議案第２号の「平成１１年度一般会計補正予算承

認について」における金額の部分 

・議案第２号の「平成１１年度一般会計補正予算書」

（補助金に関する部分を除く） 

・議案第３号の「平成１１年度特別会計補正予算書」

における融資単独土地改良事業、調査設計事業、町

単独土地改良事業に関する部分及び補助金以外の収

入に関する部分 

・議案第４号 

・議案第５号における維持管理適正化事業及び単独

土地改良事業に関する部分 

・議案第６号の「平成１２年度一般会計予算承認に

ついて」における金額の部分 

・議案第６号の「平成１２年度一般会計予算書」（町

補助金に関する部分を除く） 

・議案第７号の「平成１２年度特別会計予算書」に

おける維持管理適正化事業、単独土地改良事業に関

する部分及び補助金以外の収入に関する部分 

・議案第８号における金額および区債目的、借入金

融機関、取扱金融機関、償還方法、利率、償還期間、

償還財源に関する部分 

・議案第９号における最高限度額、借入機関、利息

に関する部分 

・議案第１０号における金融機関名の部分 

・議案第１２号における金額の部分、「平成１２年度

借入金償還金に伴う特別賦課金」 

・議案第１３号における金額及び徴収基準に関する

部分 

旧条例第６条第２号該当 

 

当該法人の収入・支出・経理・資金調達又は事業等

に関わる情報であり、公にすることにより、当該法

人等の自由な事業活動や正当な利益を害するおそ

れがあるため 

 

 

公開請求にかかる行政文書 61 平成１２年度○○土地改良区総代会議案（平

成１２年３月２３日開催） 

 

公開しない部分 公開しない理由 

・個人の氏名（公開部分を除く） 

 
旧条例第６条第１号該当 

 

特定の個人が識別される個人の情報に該当するた

め 

・第１号議案の（１）の（ロ）における補助金以外の

収入に関する部分 

・第２号議案の「平成１２年度一般会計収支予算書」

（補助金に関する部分を除く） 

・第３号議案の（１）の（ロ）における補助金以外の

収入に関する部分 

・第４号議案 

旧条例第６条第２号該当 

 

当該法人の収入・支出・経理・資金調達又は事業等

に関わる情報であり、公にすることにより、当該法

人等の自由な事業活動や正当な利益を害するおそ

れがあるため 



 １１９ 

・第５号議案の「借入限度額」における借入金、利

率、借入先、償還期間、償還方法に関する部分 

・第５号議案の「一時借入限度額」における借入限度

額、利率、借入先に関する部分 

・第６号議案における賦課基準及び徴収額、徴収方

法に関する部分 

 

 

公開請求にかかる行政文書 62 ○○土地改良区にかかる総代会議案（平成１２

年３月２５日開催） 

 

公開しない部分 公開しない理由 

・個人の氏名（公開部分を除く） 

 
旧条例第６条第１号該当 

 

特定の個人が識別される個人の情報に該当するた

め 

・事業費調達に関する部分（公開部分を除く） 

・第１号議案（補助金に関する部分及び監査書を除

く） 

・第３号議案（ロ） 

・第３号議案（二）における補助金以外の収入に関す

る部分 

・第４号議案における賦課基準 

・第５号議案における金額の部分 

・第６号議案における金額の部分 

・第７号議案における金融機関名の部分 

・第９号議案（補助金に関する部分を除く） 

旧条例第６条第２号該当 

 

当該法人の収入・支出・経理・資金調達又は事業等

に関わる情報であり、公にすることにより、当該法

人等の自由な事業活動や正当な利益を害するおそ

れがあるため 

・第８号議案 旧条例第６条第２号該当 

 

当該法人の財産にかかる内部管理に関する情報で

あり、公にすることにより、当該法人等の正当な利

益を害するおそれがあるため 

 

 

公開請求にかかる行政文書 63 ○○土地改良区にかかる平成１０年度総代会

資料（平成１２年６月９日開催） 

 

公開しない部分 公開しない理由 

・個人の氏名、印影 

 
旧条例第６条第１号該当 

 

特定の個人が識別される個人の情報に該当するた

め 

・事業費調達に関する部分（公開部分を除く） 

・第１号議案「平成１１年度○○土地改良区歳入歳

出決算書」（町助成金に関する部分を除く） 

・第２号議案「平成１２年度○○土地改良区予算書

（案）」（町助成金に関する部分を除く） 

旧条例第６条第２号該当 

 

当該法人の収入・支出・経理・資金調達又は事業等

に関わる情報であり、公にすることにより、当該法

人等の自由な事業活動や正当な利益を害するおそ

れがあるため 



 １２０ 

 

 

公開請求にかかる行政文書 64 ○○土地改良区にかかる平成１１年度総代会

議案（平成１２年３月２２日開催） 

 

公開しない部分 公開しない理由 

・個人の氏名、印影 

 
旧条例第６条第１号該当 

 

特定の個人が識別される個人の情報に該当するた

め 

・事業費調達に関する部分（公開部分を除く） 

・議案第１号の１（助成金に関する部分を除く） 

・議案第１号の２における補助金以外の収入に関す

る部分及び会議費、事業費以外の支出に関する部分 

・議案第１号の３における補助金以外の収入に関す

る部分 

・議案第１号の４における補助金以外の収入に関す

る部分及び会議費、事業費以外の支出に関する部分 

・議案第１号の５（意見書を除く） 

・議案第２号の１（助成金を除く） 

・議案第２号の２における補助金以外の収入に関す

る部分 

・議案第２号の３における補助金以外の収入に関す

る部分及び会議費、事業費以外の支出に関する部分 

・議案第３号の１（助成金に関する部分を除く） 

・議案第３号の２における補助金以外の収入に関す

る部分及び会議費、事業費以外の支出に関する部分 

・議案第３号の３における補助金以外の収入に関す

る部分及び会議費、事業費以外の支出に関する部分 

・議案第３号の４における借入金の最高限度額、利

子、借入先、借入時期、償還時期、償還財源の部分 

旧条例第６条第２号該当 

 

当該法人の収入・支出・経理・資金調達又は事業等

に関わる情報であり、公にすることにより、当該法

人等の自由な事業活動や正当な利益を害するおそ

れがあるため 

 

 

公開請求にかかる行政文書 65 第３４回○○土地改良区通常総代会議案（平成

１２年３月２８日開催） 

 

公開しない部分 公開しない理由 

・事業費調達に関する部分（公開部分を除く） 

・第２号議案の「平成１０年度一般会計収支決算書」

（補助金に関する部分を除く） 

・第２号議案の「平成１０年度特別会計収支決算書」

における補助金以外の収入に関する部分 

・第２号議案の「財産目録」 

・第３号議案の農道水路改修工事に関する部分 

・第４号議案の「平成１２年度一般会計収支予算書」

（補助金に関する部分を除く） 

・第４号議案の「平成１２年度特別会計収支予算書」

における補助金以外の収入に関する部分 

・第５号議案における金融機関名の部分 

旧条例第６条第２号該当 

 

当該法人の収入・支出・経理・資金調達又は事業等

に関わる情報であり、公にすることにより、当該法

人等の自由な事業活動や正当な利益を害するおそ

れがあるため 



 １２１ 

・第７号議案における金額の部分 

・第８号議案における歳入費目、徴収金額の部分 

・１２年度償還金 

 

 

公開請求にかかる行政文書 66 第３０回○○土地改良区通常総代会議案（平成

１２年３月２５日開催） 

 

公開しない部分 公開しない理由 

・個人の氏名、印影（公開部分を除く） 

 
旧条例第６条第１号該当 

 

特定の個人が識別される個人の情報に該当するた

め 

・事業費調達に関する部分（公開部分を除く） 

・第１号議案の第２における施工業者名に関する部

分 

・第１号議案の第４の１，３ 

・第１号議案の「借入金の状況」 

・第１号議案の「財産目録」 

・第２号議案の１「一般会計収支決算書」（補助金に

関する部分を除く） 

・第２号議案の「平成１０年度土地改良事業特別会

計収支決算書」における補助金以外の収入に関する

部分 

・第２号議案の「平成１０年度財政調整積立特別会

計収支決算書」 

・第２号議案の「平成１０年度職員退職給与積立金

特別会計収支決算書」 

・第３号議案の「平成１１年度収支補正予算につい

て」における一般会計、財政調整積立金特別会計、職

員退職給与積立金特別会計 

・第３号議案の「平成１１年度一般会計収支補正予

算書」 

（補助金に関する部分を除く） 

・第３号議案の「平成１１年度土地改良事業特別会

計収支補正予算書」における県、町補助金以外の収

入に関する部分 

・第３号議案の「農林漁業資金借入実行について」 

・第３号議案の「平成１１年度財政調整積立金特別

会計収支補正予算書」 

・第３号議案の「平成１１年度職員退職給与積立金

特別会計収支補正予算書」 

・第５号議案の「平成１２年度一般会計収支予算書

（案）」（補助金に関する部分を除く） 

・第５号議案の「平成１２年度土地改良事業特別会

計収支予算書（案）」における県、町補助金以外の収

旧条例第６条第２号該当 

 

当該法人の収入・支出・経理・資金調達又は事業等

に関わる情報であり、公にすることにより、当該法

人等の自由な事業活動や正当な利益を害するおそ

れがあるため 



 １２２ 

入に関する部分 

・第５号議案の「平成１２年度財政調整積立金特別

会計収支予算書（案）」 

・第５号議案の「平成１２年度職員退職給与積立金

特別会計収支予算書（案）」 

・第５号議案の「一般会計組合費の内訳」 

・第６号議案の賦課金賦課基準に関する部分 

・第６号議案の「平成１２年度土地改良事業長期資

金借入金償還賦課金」 

・第６号議案の「平成１２年度○○賦課金」 

・第７号議案における一時借入金の最高限度額、内

訳、借入先、資金使途、借入金の利率の部分 

・第８号議案の金融機関名の部分 

 

 

公開請求にかかる行政文書 67 ○○土地改良区にかかる平成１１年度通常総

代会議案（平成１２年３月３０日開催） 

 

公開しない部分 公開しない理由 

・個人の氏名、印影（公開部分を除く） 

 
旧条例第６条第１号該当 

 

特定の個人が識別される個人の情報に該当するた

め 

・事業費調達に関する部分（公開部分を除く） 

・第１号議案（公開部分を除く） 

・第２号議案の「平成１０年度一般会計収支決算書」

（補助金に関する部分を除く） 

・第２号議案の「平成１０年度特別会計収支決算書」

における国、町補助金以外の収入に関する部分 

・第３号議案（監査報告書を除く） 

・第４号議案の「平成１１年度一般会計収支補正予

算書」（補助金に関する部分を除く） 

・第４号議案の「平成１１年度特別会計収支補正予

算書」における国、町補助金以外の収入に関する部

分 

・第６号議案の「平成１２年度一般会計収支予算書」

（補助金に関する部分を除く） 

・第６議案の「平成１２年度特別会計収支予算書」

における国、町補助金以外の収入に関する部分 

・第７号議案における借入金額、借入利率、元金の

償還方法及び利息の支払方法並びに時期に関する部

分 

・第８号議案における金額の部分 

・第９号議案における金融機関名及び金額の部分 

旧条例第６条第２号該当 

 

当該法人の収入・支出・経理・資金調達又は事業等

に関わる情報であり、公にすることにより、当該法

人等の自由な事業活動や正当な利益を害するおそ

れがあるため 

 

 

公開請求にかかる行政文書 68 ○○土地改良区にかかる平成１２年度通常総

代会議案書（平成１２年３月２９日開催） 

 



 １２３ 

公開しない部分 公開しない理由 

・議案第１号の１（補助金に関する部分を除く） 

・議案第１号の２ 

・議案第１号の４ 

・議案第１号の５ 

・議案第２号の１における（補助金及び土地改良事

業費に関する部分を除く） 

・議案第２号の２ 

・議案第３号の１（補助金及び土地改良事業費に関

する部分を除く） 

・議案第４号の１ 

・議案第５号の１（補助金に関する部分を除く） 

・議案第５号の２ 

・議案第６号（補助金及び土地改良事業費に関する

部分を除く） 

・議案第７号（補助金及び土地改良事業費に関する

部分を除く） 

・議案第８号 

・議案第９号における金額の部分 

・議案第１０号における借入金額、借入利率、借入

先、借入期間、償還財源に関する部分 

・議案第１１号における金融機関名の部分 

旧条例第６条第２号該当 

 

当該法人の収入・支出・経理・資金調達又は事業等

に関わる情報であり、公にすることにより、当該法

人等の自由な事業活動や正当な利益を害するおそ

れがあるため 

 

 

公開請求にかかる行政文書 69 ○○土地改良区にかかる第５３回通常総代会

議案（平成１２年３月１８日開催） 

 

公開しない部分 公開しない理由 

個人の氏名（公開部分を除く） 

 
旧条例第６条第１号該当 

 

特定の個人が識別される個人の情報に該当するた

め 

・事業費調達に関する部分（公開部分を除く） 

・報告２における工事施工業者に関する部分 

・報告５の１ 

・報告５の２（補助金に関する部分を除く） 

・報告５の３ 

・第１号議案の報告２における工事施工業者に関す

る部分 

・第１号議案の報告５の１、２ 

・第１号議案の報告５の３における単独県費補助土

地改良事業及び単独県費補助土地改良事業、香川県

○○土地改良事業に関する部分 

・第１号議案の「財産目録」 

・第２号議案（補助金及び補修改良費、災害復旧費

に関する部分を除く） 

・第３号議案 

・第４号議案 

・第５号議案 

・第６号議案 

旧条例第６条第２号該当 

 

当該法人の収入・支出・経理・資金調達又は事業等

に関わる情報であり、公にすることにより、当該法

人等の自由な事業活動や正当な利益を害するおそ

れがあるため 



 １２４ 

・第７号議案（監査報告書を除く） 

・第８号議案 

・第９号議案２（補助金及び補修改良費、災害復旧

費に関する部分を除く） 

・第１０号議案 

・第１１号議案 

・第１２号議案 

・第１３号議案 

・第１４号議案 

・第１５号議案における借入金の限度額、借入金の

利息、借入先、償還の方法、預入先金融機関に関す

る部分 

・第１６号議案における金額の部分 

 

 

公開請求にかかる行政文書 70 ○○土地改良区にかかる第４５回総代会議案

（平成１２年３月２６日開催） 

 

公開しない部分 公開しない理由 

・事業費調達に関する部分（公開部分を除く） 

・第１号議案における施工業者に関する部分 

・第２号議案（補助金、水道局収入及び事業費の新

設改良費、災害復旧費に関する部分を除く） 

・第３号議案 

・第４号議案 

・第５号議案（監査報告書を除く） 

・第６号議案（２）（補助金、水道局収入及び事業費

の新設改良費、災害復旧費に関する部分を除く） 

・第７号議案 

・第８号議案 

・第９号議案 

・第１０号議案における金融機関名の部分 

・第１２号議案における金額の部分 

旧条例第６条第２号該当 

 

当該法人の収入・支出・経理・資金調達又は事業等

に関わる情報であり、公にすることにより、当該法

人等の自由な事業活動や正当な利益を害するおそ

れがあるため 

 

 

公開請求にかかる行政文書 71 ○○土地改良区にかかる第４７回通常総代会

議案（平成１２年３月２６日開催） 

 

公開しない部分 公開しない理由 

・個人の氏名、印影（公開部分を除く） 

 
旧条例第６条第１号該当 

 

特定の個人が識別される個人の情報に該当するた

め 



 １２５ 

・事業費調達に関する部分（公開部分を除く） 

・第１号議案における請負業者に関する部分 

・第２号議案の１（補助金及び使用料に関する部分

を除く） 

・第２号議案の２ 

・第２号議案の３ 

・第２号議案の４ 

・第２号議案の５ 

・第２号議案の６ 

・第２号議案の７ 

・第２号議案の８ 

・第２号議案の９ 

・第２号議案の１０ 

・第２号議案の１１ 

・第２号議案の１２における県、町補助金以外の収

入に関する部分 

・第３号議案（監査報告書を除く） 

・第５号議案の１（補助金及び使用料に関する部分

を除く） 

・第５号議案の２ 

・第５号議案の３ 

・第５号議案の４ 

・第５号議案の５（一般会計より補助金を除く） 

・第５号議案の６ 

・第５号議案の７ 

・第５号議案の８ 

・第６号議案における金額の部分 

・第７号議案における一時借入最高限度額金額と償

還方法に関する部分 

・第８号議案における金融機関名の部分 

・第９号議案における金額の部分 

・第１０号議案における金額の部分 

旧条例第６条第２号該当 

 

当該法人の収入・支出・経理・資金調達又は事業等

に関わる情報であり、公にすることにより、当該法

人等の自由な事業活動や正当な利益を害するおそ

れがあるため 

 

 

公開請求にかかる行政文書 72 ○○土地改良区にかかる第２１回通常総代会

議案（平成１２年３月２６日開催） 

 

公開しない部分 公開しない理由 

・個人の氏名（公開部分を除く） 

 
旧条例第６条第１号該当 

 

特定の個人が識別される個人の情報に該当するた

め 

・事業費調達に関する部分（公開部分を除く） 

・第１号議案における施工業者に関する部分 

・第２号議案 

・第３号議案（補助金に関する部分を除く） 

・第４号議案 

・第５号議案 

・第６号議案 

・第７号議案 

旧条例第６条第２号該当 

 

当該法人の収入・支出・経理・資金調達又は事業等

に関わる情報であり、公にすることにより、当該法

人等の自由な事業活動や正当な利益を害するおそ

れがあるため 



 １２６ 

・第８号議案における補助金以外の収入に関する部

分 

・第９号議案における補助金以外の収入に関する部

分 

・第１０号議案における補助金以外の収入に関する

部分 

・第１１号議案（監査報告書を除く） 

・第１２号議案（補助金に関する部分を除く） 

・第１３号議案 

・第１４号議案 

・第１５号議案 

・第１６号議案 

・第１７号議案における補助金以外の収入に関する

部分 

・第１８号議案 

・第１９号議案（補助金に関する部分を除く） 

・第２０号議案 

・第２１号議案 

・第２２号議案 

・第２３号議案 

・第２４号議案における補助金以外の収入に関する

部分 

・第２５号議案における補助金以外の収入に関する

部分 

・第２６号議案における補助金以外の収入に関する

部分 

・第２７号議案 

・第２９号議案における金額及び負担割合に関する

部分 

・第３０号議案における金額の部分 

・第３１号議案における金融機関名の部分 

・第３２号議案における金融機関名、借入金の限度

額、借入金の利息、借入先、償還方法に関する部分 

 

公開請求にかかる行政文書 73 ○○土地改良区にかかる第１４回通常総代会

議案（平成１２年３月２４日開催） 

 

公開しない部分 公開しない理由 

・個人の氏名、印影（公開部分を除く） 

 
旧条例第６条第１号該当 

 

特定の個人が識別される個人の情報に該当するた

め 

・第１号議案～１の４ 

・第１号議案～２ 

・第２号議案～１（補助金に関する部分を除く） 

・第２号議案～２（監査報告書を除く） 

・第３号議案 

・第４号議案～１（補助金に関する部分を除く） 

・第４号議案～２ 

・第５号議案における金額の部分 

旧条例第６条第２号該当 

 

当該法人の収入・支出・経理・資金調達又は事業等

に関わる情報であり、公にすることにより、当該法

人等の自由な事業活動や正当な利益を害するおそ

れがあるため 



 １２７ 

・第６号議案における金融機関名、借入金額、借入

利率、償還の方法及び償還財源に関する部分 

・第７号議案における借入金の最高限度額、借入利

率、借入先に関する部分 

・第８号議案における金融機関名の部分 

 


